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自己点検・評価報告書

この自己点検・評価報告書は、大垣女子短期大学の自己点検・評価活動の結

果を記したものである。

平成２５年６月

理事長

中 野   哲

学長

中 野   哲

ALO

石 川 隆 義
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1．自己点検・評価の基礎資料

（1）学校法人及び短期大学の沿革

学校法人大垣女子短期大学は、歴史の街・文化の街として知られる岐阜県西濃地方

に位置する水都・大垣市の北の郊外にあり、学内に小川が流れ、木々に囲まれるとい

うキャンパス、自然に恵まれた環境下で、女子のみが学ぶ大垣女子短期大学と、約 400

ｍ西方にある日本中央看護専門学校（男女共学）をも経営する法人である。

さて、第二次世界大戦後、大垣市では豊かな地下水を利用した繊維企業が栄えた。

一方、西濃地方に高等教育機関が無いという状況もあり、学びながら働く高等教育機

関の設立を目指し、昭和 42 年 2 月、大垣女子短期大学設立期成同盟会が結成された。

その後、西濃地方の繊維企業の各社後援により、昭和 43 年に大垣女子短期大学設立準

備委員会が発足し、昭和 44 年 2 月に学校法人大垣女子短期大学が設立認可され、同年

4 月幼児教育科第一部（入学定員 100 名）からなる一法人一短大が開設された。

昭和 45 年に幼児教育科第三部（昼間二交代制、入学定員 200 名）の学科増、昭和

46 年には、音楽科（入学定員 50 名、現音楽総合科）と、美術科（入学定員 50 名、現

デザイン美術科）の学科増を行い３学科となった。

続いて昭和 49 年に、保健科第一部（入学定員 50 名、現歯科衛生科）の学科が増設

され、さらに昭和 51 年には幼児教育科第三部の 350 名への定員増、昭和 52 年には保

健科第三部（入学定員 100 名）を増設し、大垣女子短期大学の基盤が固まっていった。

しかし、平成に入り社会情勢の変化、とりわけ経済不況が繊維業界を直撃し、西濃

地方の各企業は規模の縮小、合理化、人員削減等がすすみ、本学の中心を成してきた

第三部教育は抜本的見直しを迫られた。

ピーク時には 700 名を超えた第三部の入学生も、平成元年には 450 名となり、更に

平成 6 年には 270 名にまで減少した。一方、こうした状況下において平成 3 年には、

当時の全国的な国際化・国際交流の推進を背景にして国際教養科（入学定員 100 名）

の新設、音楽科・デザイン美術科の期限付き定員増（両学科とも入学定員 30 名増）等

を行ってきた。

このような時代背景のもと、地方小都市の短期大学としては、18 歳人口の減少を見

据えての将来を展望して、地域に密着し地域に愛される短期大学づくりを目指そうと

の理念のもと、第三部の定員減を経て、国際教養科・歯科衛生科第三部の廃止（平成

12 年 3 月までに）と、幼児教育科第三部の廃止（平成 17 年 3 月）を行った。

学科の将来を展望し、平成 15 年度に歯科衛生科を、また平成 19 年度に幼児教育科

を 3 年制制度に変更することで時代を先取りした改革を実践し、4 学科構成（幼児教

育科・デザイン美術科・音楽総合科・歯科衛生科）のもとで、総合女子短期大学とし

て発展してきた。

さらに平成 24 年度から、学校法人日本中央学園より日本中央看護専門学校（入学定

員 40 名）の経営を引継ぎ、時代の要請に応じるために本学において新たに看護学科を

設置し、安定した法人経営を目指すこととした。

様式 4－自己点検・評価の基礎資料
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（2）学校法人の概要

 学校法人が設置するすべての教育機関の名称、所在地、入学定員、収容定員及

び在籍者数（平成25年5月1日現在）

教育機関名 所在地 入学定員 収容定員 在籍者数

大垣女子

短期大学

岐阜県大垣市西之川町

１丁目１０９番地
280 580 566

日本中央 看

護専門学校

岐阜県大垣市河間町

３丁目７７番地
40 80 83

（3）学校法人・短期大学の組織図

 専任教員、非常勤教員、専任事務職員、非常勤事務職員数（平成25年5月1日現

在）

  短期大学名
専任

教員数

非常勤

教員数

専任事務

職員数

非常勤事務

職員数

大垣女子短期大学 44 92 17 3

 組織図

                            

           学校法人大垣女子短期大学     総務課

                            

   評議員会                     幼児教育科

                            デザイン美術科

   理 事 会    大垣女子短期大学         音楽総合科

                            歯科衛生科

   監 事                     看護学科

                            総合教育センター

                            図書館

                      

                            総務課

           大垣女子短期大学事務局      学生支援課

                            教務課

入試・広報課

図書館事務室

                                                   

           日本中央看護専門学校
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（4）立地地域の人口動態・学生の入学動向・地域社会のニーズ

 立地地域の人口動態（短期大学の立地する周辺地域の趨勢）    

人口・・単位千人  趨勢・・単位：％

地域
20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度

人口 趨勢 人口 趨勢 人口 趨勢 人口 趨勢 人口 趨勢

大垣市 165.4 100 164.7 99.5 164.6 99.5 164.3 99.3 163.1 98.6

岐阜県 2,097 100 2,090 99.6 2,079 99.1 2,074 99.7 2,066 98.5

 学生の入学動向（過去の実績と未来の予測、学生の出身地別人数及び割合）

平成 19 年度より平成 21 年度にかけて、入学者数の減少が認められたが、これは平

成 19 年度に幼児教育科を従来の 2 年制から 3 年制に変更した影響と考えている。これ

からの幼児教育を担う保育士・幼稚園教諭を育成するために、より充実した教育課程

を編成するには 3 年間の教育期間が必要であると、高校サイドや受験生・保護者には

説明をし、現在は一定の理解を得られているが、学費が嵩むことと修業期間が 2 年制

より 1 年長いことが、入学者減につながったものと考えている。

また、平成 22 年度より全国的に歯科衛生士の養成機関は 3 年以上の修業期間をもっ

て行うことが決定されたが、本学では前年度の平成 21 年度において、すでに 3 年制と

しており、2 年制の養成校に進学者が流れたためだと考えている。

全ての歯科衛生士養成校の修業期間が 3 年以上に揃った平成 22 年度からは、歯科衛

生科への入学者数は増え今年度を含め 4 年連続定員を確保している。

しかし、4 学科の将来性を含めた本学全体の学生数の確保を考え、西濃地域での看

護師不足による地域のニーズに照らし、平成 25 年度より看護学科を設置した。本学で

はこの看護学科の設置による学生の確保と各学科に波及する社会的な効果を合わせ、

本学全体の学生数の回復、定員充足を目指している。

地域

20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度

人数

（人）

割合

（％）

人数

（人）

割合

（％）

人数

（人）

割合

（％）

人数

（人）

割合

（％）

人数

（人）

割合

（％）

岐阜県 86 45.5 69 50.0 95 47.5 98 52.7 71 39.1

静岡県 6 3.2 2 1.5 5 2.5 4 2.2 4 2.2

愛知県 51 27.0 35 25.4 49 24.5 36 19.4 53 29.2

三重県 13 6.9 10 7.3 8 4.0 7 3.8 5 2.7

滋賀県 19 10.0 8 5.8 10 5.0 15 8.1 22 12.1

富山県 1 0.5 1 0.7 4 2.0 1 0.5 3 1.6

石川県 1 0.5 1 0.7 1 0.5 4 2.2 0 0.0

福井県 2 1.1 2 1.5 3 1.5 1 0.5 4 2.2

長野県 4 2.1 3 2.2 8 4.0 7 3.8 5 2.7

その他 6 3.2 7 5.1 17 8.5 14 7.5 15 8.2

合計 189 100 138 100 200 100 186 100 182 100
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 地域社会のニーズ

本学は、田園が広がる自然豊かな環境下で昭和44年4月に開学して以来、44年の歴史

を有し、総合女子短期大学として全国各地に25,000人を超える卒業生を輩出してきた。

この間、一貫して地域に開かれ、かつ地域と一体化した短期大学づくりを柱に運営

を進めてきており、各分野において地域社会からは高い評価を得ている。

地域社会のニーズに応えたその主な取り組みの一部を以下に列挙する。

・地元大垣市が推奨する子育て支援事業に協調し、地域の親子が参加する「子育て

サロン」を学内に設置。それら子育て支援事業を教育活動と結びつけていく取り

組みは、文部科学省の平成 20 年度教育ＧＰに選定された。なお平成 24 年度から

は、それまでの隔週開催から毎週開催とした。

・学内に「ギャラリーみずき」を常設し、在学生や卒業生の美術作品展示、企画展

を開催しており、地域住民も自由に見学できるようにしている。また、平成 24 年

度からの大垣市ごみ分別方法変更に関する広報紙特集号すべてを、本学教員と学

生がマンガで担当するなど、市町村をはじめ地域社会から、デザイン関係の委託

業務を数多く受託している。

・小中学校や地域の催事における音楽演奏（ウインドアンサンブル等）に頻繁に招

聘されるなど、県内における音楽演奏の地位は確固たるものとなっている。現に

平成24年度開催のぎふ清流国体の式典演奏を本学ウインドアンサンブルを中心に

した音楽隊により担当した。

・毎年夏と秋に開催される、地域住民を対象とした歯の健康フェスティバル（主催：

大垣歯科医師会、西濃歯科技工士会、西濃歯科衛生士会）に、学生と教員が積極

的に参加し、地域医療の発展に貢献している。

・地域住民を対象とした、全学挙げての本学学術シンポジウムを年 1 回開催してお

り、平成 25 年度も 3 月に第 6 回を「在宅ケアにおける音楽療法」とテーマとして

音楽総合科により開催した。また、地域の子どもたちを対象に「こども祭」を毎

年 1 月に開催しており、毎回 1,000 名を超える参加者を得て、平成 24 年度で第 8

回を開催した。どちらも地域社会に定着してきており、毎年来学するリピーター

も増えてきた。

・看護学科が開設され、近隣住民は本学科に何を期待しているか住民ニーズ調査を

実施した結果、健康・予防・医療情報の提供及び加齢に伴う健康問題への対応等

の要望があることが明確になり、本学の地域感謝デーに【良い医療の付き合い方】

をテーマに看護学科全教員が参加して地域の人びとと共に主体的な医療を考える

機会をもった。また、これらのニーズへの対応を地域貢献として次年度から継続

して計画していく予定である。

・キャンパスは小さな公園のようになっており、一角には緑と水が融合した遊歩道

と地下水が噴出する「みずきの郷」が設置されていて、季節を問わず地域住民が

訪れている。

このように、長い歴史と前述の数々の取組により、本学の存在は大垣市をはじめ、

大垣市を中心とした西濃圏域（2 市 9 町）及び岐阜県において、女子の総合短期大学

としてその地位を確固たるものにしてきている。

本学では、総合女子短期大学というユニークな教育、即ち５学科の授業や課外活動

を介しての各学科の枠を超えた学生交流の促進によって、高等教育機関における一般
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教育と、特定分野の知識・技能修得のための専門的教育を実践し、幅広い人間性豊か

な人材を育成し地域社会にしっかりと結び付きながら地域貢献を続けている。

このように、本学は建学の精神に沿った教育によって短期大学に求められている役

割を確実に果たしていくことを今後も目指していく。

 地域社会の産業の状況

大垣市は豊富な地下水と東西交通の要衝という地の利を生かし、繊維、化学、電気

機械工業など製造業の集積を背景に県下第一の工業都市として発展してきた。しかし、

企業活動のグローバル化に伴い、生産拠点を海外に移転するなど古くから創業してき

た繊維関係の工場の閉鎖あるいは縮小を余儀なくされているが、依然として県下有数

の基幹産業は健在である。

そうした中、本学と交流のある県立情報科学芸術大学院大学（通称ＩＡＭＡＳ）、Ｉ

Ｔ関連産業を中心に、地域経済をけん引する新産業の創出・育成、既存産業の高度化

が図られ、優良企業の誘致やベンチャー企業の集積が行われている。

 短期大学所在の市区町村の全体図

             ※大垣市には飛び地があり、黒塗りの部分がその地域である

岐阜県

大垣市
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（5）課題等に対する向上・充実の状況

① 前回の第三者評価結果における三つの意見の「向上・充実のための課題」で指摘

された事項への対応について（基準別評価票における指摘への対応は任意）

改善を要する事項

（向上・充実のための課題）
対策 成果

基準Ⅰ 建学の精神と教育

の効果

[テーマＣ 自己点検・評価]

○提出された自己点検・評価

報告書に不備がみられたの

で、今後、理事長、学長、Ａ

ＬＯを中心に、より一層自己

点検・評価に組織的に取り組

むことが望まれる。

自己点検・評価委員会の

なかに報告書作成部会を

編成し、作成マニュアル

を複数の部会員で確認し

ながら報告書作成にあた

ることとする。同時に委

員会の委員も作成マニュ

アルに従った点検を行う

ように委員会運営を改め

ることとする。

自己点検・評価委員会の

なかに作業部会が編成さ

れ、複数の部会員で報告

書作成を行うこととし

た。

基準Ⅱ 教育課程と学生支

援

[テーマＡ 教育課程]

○シラバスの授業内容の記

述を具体化し、学生がより一

層活用しやすいに整備をす

ることが望まれる。

担当する教務委員会にお

いてシラバスの具体化の

みならず、評価方法の表

記にまで検討を進め、学

生がより活用しやすいシ

ラバスとなるよう改訂を

進めることとした。

平成25年度にシラバス作

成要領を作成し、授業時

間以外の学修等細部にわ

たり改正を加えた。「観点

別評価」も加えることが

できた。

[テーマＢ 学生支援]

○幼児教育科、歯科衛生科

は、職業観が明確でありほぼ

１００パーセントの就職率

を達成しているが、音楽総合

科、デザイン美術科では、就

職率が低い。今後、入学者の

増加や学生の満足度を高め

るためにも、技術向上の支援

及び一層の就職指導が必要

である。

デザイン美術科、音楽総

合科においては学生の就

職観の醸成について様々

な視点からアプローチを

図っていく。特に芸術分

野の学科だけに仕事に対

する意識付けは他の学科

よりも多くの時間が必要

であると考えられるが、

継続して取り組んでいく

こととする。

キャリアセミナー、社会

人教養特講、各学科での

就職対策講座の充実を図

っている。デザイン美術

科、音楽総合科の学生の

参加が増加してきた。同

時にキャリアサポータ

ー、ハローワークのジョ

ブサポーターとの連携を

深めることができた。

基準Ⅲ 教育資源と財的資

源

[テーマＡ 人的資源]

○SD活動は行われているが、

規程を整備する必要がある。

FD 活動とともに SD 活動

も教育を推進するうえで

重要な活動であるとの認

識のもと、FD 専門部会と

の連携ののもとで規程の

整備をすすめていくこと

とした。

平成25年度より規程整備

に向け、検討を始めた。
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[テーマＢ 物的資源]

○危機への対応、学生の安全

確保の点からも防災・避難訓

練に学生を参加させて実施

することが望まれる。

平成24年度は訓練を実施

した。25 年度は防災・避

難訓練の計画が未整備で

あったことが判明し、計

画を中止し、規程整備を

図ることとした。

平成25年度より規程整備

に向け、検討を始めた。

[テーマＤ 財的資源]

○入学定員の充足に向け

様々な対応がなされている

が、財務状況改善のために

は、より一層の募集広報活動

の工夫、教育の充実とその結

果の「見える化」、明確な経

営改善計画の策定などが必

要である。

努力を継続しながら本学

の魅力を発信していく。

高校訪問やインターネッ

トによる広報活動に加

え、地域連携活動等も広

報活動の一つと位置づ

け、本学の構成員のすべ

てから情報が社会に発信

されることを考えたい。

募集プロジェクトを学内

に組織し、各学科の募集

戦略を学内で全学的な取

組に昇華させ、実効性の

ある募集活動を展開でき

た。教職員、学生等本学

の構成員のすべてが情報

を発信する取組を推進す

る意識が形成された。

○消費収支に関しては、収入

確保と支出削減による経営

努力が必要である。

予算の見直しを図ること

に加え、外部資金の獲得、

寄附金の募集等を継続的

に実施していく。

もちろん学生募集も新た

な組織により力を傾注し

ていく。

国庫補助金、地域からの

外部資金、寄附金の獲得

に努力した。学生募集に

も努力し、平成 25 年度は

ほぼ入学定員を確保し

た。予算の見直しは引き

続き実施していくことと

している。

② 上記以外で、改善を図った事項について

特記事項なし。

③ 過去 7 年間に、文部科学省の設置計画履行状況等調査において留意事項が付された

短期大学は、留意事項及びその履行状況を記述する。

特記事項なし。

（6）学生データ

①入学定員、入学者数、入学定員充足率、収容定員、在籍者数、収容定員充足率

（各年度 5 月 1 日現在）

学科等の名称
事項 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 備考

幼児教育科

入学定員 100 50 50 50 50

入学者数 23 39 39 32 50

入学定員

充足率（％）
23 78 78 64 100

収容定員 300 250 200 150 150

在籍者数 90 82 100 106 116    
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収容定員

充足率（％）
30 32 50 71 77

ﾃﾞｻﾞｲﾝ美術科

入学定員 80 50 50 50 50

入学者数 54 46 36 38 47

入学定員

充足率（％）
67 92 72 76 94

収容定員 160 130 100 100 100

在籍者数 137 100 83 77 81

収容定員

充足率（％）
85 76 83 77 81

音楽総合科

入学定員 50 50 50 50 50

入学者数 42 60 61 50 52

入学定員

充足率（％）
84 120 122 100 104

収容定員 100 100 100 100 100

在籍者数 86 102 121 121 104

収容定員

充足率（％）
86 102 121 121 104

歯科衛生科

入学定員 50 50 50 50 50

入学者数 19 55 50 63 66

入学定員

充足率（％）
38 110 100 126 132

収容定員 180 150 150 150 150

在籍者数 97 102 112 153 172

収容定員

充足率（％）
53 68 74 102 114

看護学科

入学定員 ― ― ― ― 80

入学者数 ― ― ― ― 93

入学定員

充足率（％）
― ― ― ― 116

収容定員 ― ― ― ― 80

在籍者数 ― ― ― ― 93

収容定員

充足率（％）
― ― ― ― 116

※看護学科は平成 25 年度開設 修業年限 3 年
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②卒業生数（人）

区 分 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度

幼 児 教 育 科 0 44 21 19 35

デザイン美術科 72 80 50 43 36

音 楽 総 合 科 67 42 40 59 52

歯 科 衛 生 科 53 41 34 13 43

合 計 192 207 145 134 166

③退学者数（人）

区 分 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度

幼 児 教 育 科 5 1 0 7 4

デザイン美術科 2 3 2 1 6

音 楽 総 合 科 2 2 2 3 4

歯 科 衛 生 科 8 7 6 8 2

合 計 17 13 10 19 16

④休学者数（人）

区 分 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度

幼 児 教 育 科 0 0 3 7 2

デザイン美術科 0 2 6 3 2

音 楽 総 合 科 0 2 0 3 3

歯 科 衛 生 科 3 3 0 2 1

合 計 3 7 9 15 8

⑤就職者数（人）

区 分 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度

幼 児 教 育 科 0 41 20 17 29

デザイン美術科 18 25 21 21 23

音 楽 総 合 科 36 23 23 40 40

歯 科 衛 生 科 50 39 33 13 39

合 計 104 128 97 91 131

⑥進学者数（人）

区 分 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度

幼 児 教 育 科 0 1 0 1 0

デザイン美術科 0 1 3 1 2

音 楽 総 合 科 0 2 0 1 0

歯 科 衛 生 科 1 0 0 0 0

合 計 1 4 3 3 2
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（7）短期大学設置基準を上回っている状況・短期大学の概要

（平成 25 年 5 月 1 日現在）

① 教員組織の概要（人）

学科等名

専任教員数

設置基準

で定める

教員数
助

手

非

常

勤

教

員

備

考

教授 准教授 講師 助教 計 〔イ〕 〔ロ〕

幼児教育科 3 2 4 0 9 (8) ― 0 12

デザイン美術科 3 1 1 0 5 (5) ― 0 10

音楽総合科 2 3 1 0 6 (5) ― 0 39

歯科衛生科 4 4 1 2 11 (10) ― 0 14

看護学科 3 1 4 2 10 (10) 0 17

（小計） 15 11 11 4 41 (38) ― 0 92

〔ロ〕 １ １ 0 0 2 ― (5) 0 －

（合計） 16 12 11 2 43 (38) (5) 0 92

②教員以外の職員の概要（人）

専任 兼任 計

事務職員 16 2 18

技術職員 0 0 0

図書館・学習資源センター等の

専門事務職員
1 1 2

その他の職員 0 0 0

計 17 3 20

③校地等（㎡）

校

地

等

区分
専用

（㎡）

共用

（㎡）

共用す
る他の
学校等
の専用
（㎡）

計（㎡）
基準面積

（㎡）

在学生

一人当

たりの

面積

（㎡）

備考

（共

有の

状況

等）

校舎敷地 21,239 0 0 21,239

5,000 80.6

運動場用地 8,322 0 0 8,322

小計 29,561 0 0 29,561

その他 6,391 0 0 6,391

合計 35,952 0 0 35,952
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④校舎（㎡）

区分 専用（㎡）
共用

（㎡）

共用する他の学校

等の専用（㎡）
計（㎡）

基準面積

（㎡）

備考（共有

の状況等）

校舎 21,897.95 0 0 21,897.95 6,150

⑤教室等（室）

講義室 演習室 実験実習室 情報処理学習室 語学学習施設

16 18 61 2 0

⑥専任教員研究室（室）

専任教員研究室

51

⑦図書・設備

学科・

専攻課程

図書〔うち外国書〕

（冊）
学術雑誌〔うち外国書〕（種）

視聴覚資料

（点）

機械・器具

（点）

標本

（点）電子ジャーナル

〔うち外国書〕

合計
102,498

〔3,777〕

71  

〔0〕

0

〔0〕
2,124 8,541 45

図書館
面積 閲覧席数 収納可能冊数

1,013 ㎡ 96 席 110,000

体育館

面積 体育館以外のスポーツ施設の概要

1,928 ㎡
テニスコート

4,632 ㎡

グランド

3,690 ㎡

（8）短期大学の情報の公表について

①教育情報の公表について

事項 公表方法等

1 建学の精神

大垣女子短期大学ホームページ

http://www.ogaki-tandai.ac.jp/education/

2 教育理念

3 設置目的

4 教育方針

5 設置学科

6 各学科の設置目的

7 教員組織、教員の数並びに各教

員が有する学位及び業績

8 入学者に関する受入方針及び入

学者数、収容定員、在籍者数、

卒業・就職等



大垣女子短期大学

- 13 -

9 授業科目、授業の方法及び内容

並びに年間の授業の計画

10 学修の成果に係る評価及び卒業

の認定に当たっての基準

11 校地、校舎等の施設及び設備そ

の他学生の教育環境

12 授業料、入学金その他の大学が

徴収する費用

13 学生の修学、進路選択及び心身

の健康等に係る支援

②学校法人の財務情報の公開について

事項 公開方法等

事業報告書、財産目録、資金収支計算書、

消費収支計算書、貸借対照表、監査報告

書、学生数

大垣女子短期大学ホームページ

http://www.ogaki-tandai.ac.jp/report/

（9）各学科・専攻課程ごとの学習成果について

各学科の学習成果は、「学習成績（各科目成績評定・取得単位数）」、「ＧＰＡ（Grade

Point Average）」および「観点別達成状況」の３点を指標として評価している。

特に観点別達成状況における各学科の達成すべき成果の観点は、以下のとおりであ

る。

幼児教育科では「知識・技能」、「保育者観」、「保育実践能力」、「社会人基礎力」を、

デザイン美術科では「表現力、技術・技能の習得」、「理解力・探究心」、「集中力・持

続力」、「発表・批評の能力」を、音楽総合科では「基礎的知識・技能」、「感受性」、「教

養・人間性」、「コミュニケーション能力」を、そして歯科衛生科では「知識・思考力」、

「基本的技術能力」、「コミュニケーション能力」、「自律性」を、看護学科では「知識・

思考力」、「看護実践能力」、「協働・協調能力」、「自律性」といった各学科４つの能力

について学習成果を測定している。                                                      

また、本学では学習成果の向上、充実のため５学科共通して、次のような手法を施

している。即ち、授業担当者は各科目の成果として、学生はどの部分の能力が一定レ

ベル（60%）以上達成され、あるいは達成不十分だったかというチェックをし、次回か

らの授業の取り組みを改善し、向上させている。チューターは、各学生が受講科目を

総じて身に付けた能力を評価し、一人ひとりの学生に対する個別的な教育・指導に繋

げている。学科長は各学年の前期、後期における学習成果を総合的に評価し、専門科

目や教養科目のカリキュラム編成や内容について改善のための検討を行っている。

（10）オフキャンパス、遠隔教育、通信教育のその他の教育プログラム

実施していないが、地域との連携を視野に入れ検討を続けていく。

（11）公的資金の適正管理の状況

本学においては、平成 20 年 4 月 1 日付にて、「大垣女子短期大学公的研究費補助金
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取扱いに関する規程」を制定し、適正な管理体制をとっている。

（12）その他

特記事項なし。

2．自己点検・評価報告書の概要

大垣女子短期大学は、『中庸を旨とし、勤労を尊び、職業人としての総合能力を有す

る人間性豊かな人材の養成』を建学の精神に掲げている。この独自の建学の精神に基

づく教育を通じて、実社会および実生活の役に立つ人間性豊かな人材の養成を行うこ

とを教育基本理念とし、創立以来 44 年間、教職員の基本姿勢となっている。

この建学の精神は、各教室をはじめ学内のほとんどに「建学の精神」を額に入れて

配置し常に目に入るように掲げている。新入生には入学式直後のオリエンテーション

の中で、在学生には年度始めに行う各学科でのオリエンテーション等において、学長、

各学科長より具体的な教育内容を示しながら、建学の精神が理解できるよう努めてい

る。その建学の精神に基づき、教育方針を定め、各学科において教育目標を策定し、

本学の特色ある教育が推進されてきている。

建学の精神に基づく本学の独自性を社会に示していくためには、確固とした建学の

精神を指針としつつ、時代とともに変化する社会からの要請に応えるべくその実践計

画を見直し、社会から認められる本学の存在感を十分に発揮していくことが何より必

要であると考える。そのためには自己点検・評価の活動が必要不可欠である。

本学では、平成 22 年度に「見える化プロジェクト」にそって自己点検・評価委員会

において全学及び各学科における「学位授与の方針」、「教育課程編成・実施の方針」、

「入学者受け入れの方針」を検討し、決定し学則上に明文化するとともに、学生要覧、

入試要項、ホームページをはじめとして学内外に広く公開した。

現在は、教育の質の保証が求められ、社会的にもそれによって評価がなされている。

こうした時代に本学の取組の成果がどうであったかを各項目にわたり検証し、評価・

点検することで、次代の教育の充実に資することが可能になることを考えるとき、理

事、教職員、学生と本学を取り巻く社会とが一体となった歩みをする必要があること

が見えてくる。

まず、本学の教育研究活動を推進し、あらゆる成果を高めていくためには社会のニ

ーズを的確に捉えたうえで、それに応えられる教育を推進するために教職員の様々な

能力の開発向上と施設設備の整備が充実していくことが必要だと考える。そのために

は、教授会をはじめとして教学関係の諸活動を審議し実施する各種委員会、並びにそ

れを支える事務局の充実が図られなければならない。

本学でもＦＤ、ＳＤ活動は重要な研修と位置づけ、積極的に取り組んでいる。特に

看護学科は開設年度でもあり、看護学科教員の学科内ＦＤや看護学領域の授業検討に

も取り組み、学内の構成員が共通認識を持って、同じレベルの活動ができるように考

慮されている。こうした教職員の活動を支援し、さらに教学関係の諸活動を充実させ

るためには、理事長、学長をはじめ役員等経営者のリーダーシップが重要になってく

る。特にＦＤ研修会は本学では長い歴史をもっている（平成 12 年度から行っている）。

学校法人大垣女子短期大学の理事会は中長期的な将来計画を策定し、その実現のた

めに方策を打ち立て、教学部門との連携のなかで様々な事業を展開している。そうい

う環境のなかで理事会は評議員会との良好な関係を保ち、学内の組織との意見交換も
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積極的に実施し、学内の全組織、全教職員と意思の疎通を図ってきている。

以上のように本学の全体像を各領域において検証し、細部にわたり自己点検を進め、

評価した結果が本報告書である。

3．自己点検・評価の組織と活動

 自己点検・評価委員会（担当者、構成員）

構成員・・・学長、副学長、各学科長、ＡＬＯ、図書館長、総合教育センター長、事

務局長、各課長・各室長

担当者・・・教務課長

 自己点検・評価の組織図（規程は提出資料3）

総 務 課  課長

総 務 課  課長

学生支援課  課長

教 務 課  課長〔事務局〕

入試・広報課 課長

図書館事務室 室長

図 書 館  館長

総合教育ｾﾝﾀｰ ｾﾝﾀｰ長

幼児教育科  学科長

音楽総合科  学科長

ﾃﾞｻﾞｲﾝ美術科 学科長

歯科衛生科  学科長

看護学科   学科長

入学試験管理委員会

学生支援委員会

教務委員会

広報委員会

図書・生涯学習委員会

環境管理委員会

子育てサロン運営委員会

研究倫理委員会

人権問題委員会

個人情報保護委員会

安全衛生委員会

法人事務局

事務局長

大学事務局

事務局長

自己点検・評価委員会
大垣女子短期大学

学長

理事会

理事長

評議員会
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学科、委員会、各事務局部署からの報告等を「自己点検・評価委員会」において点

検し、その結果を学長に報告し大学の活動を評価する。ここには「教授会」「学科長

会」「管理職会議」が置かれている。その後、学科、委員会、各事務局部署に指示、

諮問されることになる。内容によっては理事会、評議員会への提案がなされ、本学の

教育研究活動が推進されている。

 組織が機能していることの記述（根拠を基に）

当該年度の諸活動を総括して「自己点検・評価報告書」を作成し、その実績や報告

を点検している。各学科、委員会、各事務局部署の年度内の活動がどうであったかを

書類で点検し、次年度以降の目標の設定や活動の指針となるものについて多角的な検

討を加えている。この点検結果については学長に報告し、学長が主催する各種会議に

おいて評価をしている。 〔提出資料 3〕〔備付資料 103〕

こうした自己点検・評価が学内者に留まり、客観性を欠くことが懸念されることも

あるため、平成21年度には他の大学との間で「相互評価」を実施した（ただし、「財

務」の分野を除く）。これにより、本学の活動が外部の機関により評価を受けること

で一定の本学の組織が機能していることが認められたと考えている。 〔備付資料

104〕
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4．提出資料・備付資料一覧

記述の根拠となる資料等 提出資料

基準Ⅰ：建学の精神と教育の効果

A 建学の精神

建学の精神・教育理念についての印刷物 資料１

創立記念、周年誌等

B 教育の効果

教育目的・目標についての印刷物 資料１

学生が獲得すべき学習成果についての印刷物 資料２

C 自己点検・評価

自己点検・評価を実施するための規程 資料３

過去 3 年の間にまとめた自己点検・評価報告書

第三者評価以外の外部評価についての印刷物

基準Ⅱ：教育課程と学生支援

A 教育課程

学位授与の方針に関する印刷物 資料１

教育課程編成・実施の方針に関する印刷物 資料１

入学者受け入れ方針に関する印刷物 資料１

カリキュラムに対応した授業科目担当者一覧（教員名、担当授

業科目、専門研究分野）

資料１

資料４

シラバス 資料５

単位認定の状況表（評価実施年度の前年度に卒業した学生が入

学時から卒業までに履修した科目について）

学習成果を表す量的・質的データに関する印刷物

B 学習支援

学生便覧等（学則を含む）、学習支援のために配付している印

刷物

資料１

学生支援の満足度についての調査結果

就職先からの卒業生に対する評価結果

卒業生アンケートの調査結果

短期大学案内・募集要項・入学願書 資料６

入学志願者に対する入学までの情報提供のための印刷物等

入学手続者に対する入学までの学習支援のための印刷物等

学生の履修指導（ガイダンス、オリエンテーション）等に関す

る資料

学生支援のための学生の個人情報を記録する様式

進路一覧表等の実績（過去 3 年）についての印刷物

GPA 等成績分布

学生による授業評価票及びその評価結果

社会人受け入れについての印刷物等

海外留学希望者に向けた印刷物等
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記述の根拠となる資料等 提出資料

FD 活動の記録

SD 活動の記録

基準Ⅲ：教育資源と財的資源

A 人的資源

教員の個人調書（専任教員については教員履歴書、過去 5 年間

の業績調書。非常勤教員については過去 5 年間の業績調書）

［大学の設置等に係る提出書類内の様式を準用する（「大学の

設置等に係る提出書類の作成の手引き」を参照）］

教員の研究活動について公開している印刷物等（過去 3 年）

専任教員等の年齢構成表

科学研究費補助金等、外部研究資金の獲得状況一覧表

研究紀要・論文集（過去 3 年）

事務職員の一覧表（氏名、最終学歴）

B 物的資源

校地、校舎に関する図面（全体図、校舎等の位置を示す配置図、

用途（室名）を示した各階の図面、校地間の距離、校地間の交

通手段等）

図書館、学習資源センターの概要（平面図、蔵書数、学術雑誌

数、AV 資料数、座席数等）

C 技術的資源

学内 LAN の敷設状況

マルチメディア教室、コンピュータ教室等の配置図

D 財的資源

「資金収支計算書・消費収支計算書の概要（過去 3 年）」［書式

1］、「貸借対照表の概要（過去 3 年）」［書式 2］、「財務状況調

べ」［書式 3］及び「キャッシュフロー計算書」［書式 4］

資料７

資金収支計算書・消費収支計算書（過去 3 年） 資料８

貸借対照表（過去 3 年） 資料９

中・長期の財務計画 資料 10

事業報告書（過去 1 年） 資料 10

事業計画書／予算書（評価実施年度） 資料 11

寄附金・学校債の募集についての印刷物等

財産目録及び計算書類（過去 3 年）

教育研究経費（過去 3 年）の表

基準Ⅳ：リーダーシップとガバナンス

A 理事長のリーダーシップ

理事長の履歴書

現在の理事・監事・評議員名簿（外部役員の場合は職業･役職

等を記載）

理事会議事録（過去 3 年）

寄附行為 資料 12

様式 5－提出資料・備付資料一覧
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記述の根拠となる資料等 提出資料

諸規程集

組織・総務関係

組織規程、事務分掌規程、稟議規程、文書取扱い（授受、保

管）規程、公印取扱規程、個人情報保護に関する規程、情報

公開に関する規程、公益通報に関する規程、情報セキュリテ

ィポリシー、防災管理規程、自己点検・評価に関する規程、

SD に関する規程、図書館規程、各種委員会規程

人事・給与関係

就業規則、教職員任免規程、定年規程、役員報酬規程、教職

員給与規程、役員退職金支給規程、教職員退職金支給規程、

旅費規程、育児・介護休職規程、懲罰規程、教員選考基準

財務関係

会計・経理規程、固定資産管理規程、物品管理規程、資産運

用に関する規程、監査基準、研究費（研究旅費を含む）等の

支給規程、消耗品及び貯蔵品管理に関する規程

教学関係

学則、学長候補者選考規程、学部（学科）長候補者選考規程、

教員選考規程、教授会規程、入学者選抜規程、奨学金給付・

貸与規程、研究倫理規程、ハラスメント防止規程、紀要投稿

規程、学位規程、研究活動不正行為の取り扱い規程、公的研

究費補助金取り扱いに関する規程、公的研究費補助金の不正

取り扱い防止規程、教員の研究活動に関する規程、FD に関す

る規程

B 学長のリーダーシップ

学長の履歴書・業績調書

教授会議事録（過去 3 年）

委員会等の議事録（過去 3 年）

C ガバナンス

監事の監査状況（過去 3 年）

評議員会議事録（過去 3 年）

選択的評価基準

選択的評価基準

1 平成 24 年度教育に関する基本方針

教養ミニトーク一覧

2 キャリアセミナー等に関するシラバス

3 公開講座パンフレット

デザイン美術科各種作品［地域連携分］
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【基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果】

（ａ）基準Ⅰの自己点検・評価の要約

学校法人大垣女子短期大学は、『中庸を旨とし、勤労を尊び、職業人としての総合能

力を有する人間性豊かな人材の養成』を建学の精神に掲げている。この独自の建学の

精神に基づく教育を通じて、実社会および実生活の役に立つ人間性豊かな人材の養成

を行うことを教育基本理念とし、創立以来 44 年間、教職員の基本姿勢となっている。

この建学の精神は、各教室をはじめ学内のほとんどの部屋に「建学の精神」を額に

入れて教室の中央に掲げ、常に目に入るようにしている。新入生には入学式直後のオ

リエンテーションの中で、在学生には年度始めに行う各学科でのオリエンテーション

等において、学長、各学科長より具体的な教育内容を示しながら、建学の精神が理解

できるよう努めている。

建学の精神の対外的表明としては、ホームページ、大学案内、広報誌等への記載は

もちろんのこと、教職員の名刺の裏面にも刷り込んでいる。

こうして本学では、建学の精神に基づいた教育理念と学科の教育目的に沿って教育

を進めてきたが、平成 20 年 4 月に改正された短期大学設置基準の施行にあわせ、教育

力向上と教育の質保証に関わる基準をより明確にするために、各学科の教育課程見直

しや評価方法の改善、ＦＤの一層の推進をはじめ、学科の教育目的を学則へ明記した

り、成績評価基準等を明示するなどして、これらをホームページやシラバス等をとお

して内外に公開している。

そして本学の教育の効果に関して、教育目的や目標を踏まえつつ教員の教育力向上

と教育の質保証をさらに確実なものとするため、平成 22 年度に学長の指示によって総

合教育センターが「見える化プロジェクト」計画を作成し、自己点検・評価委員会に

報告した。この計画では①建学の精神に基づく教育理念とこれに沿った三つの方針に

ついても全面的見直しを行い、これまで十分とはいえなかった各学科の教育目標と具

現化を図るための到達指標と各授業科目の到達目標を確実に設定する、②目標等によ

って明らかとなった学習成果について、評価方法を含めて確かめる方法を設定する、

③上記①及び②の明文化を図り、これを学生をはじめとしてステークホルダーはもと

より社会全体に対し、本学ホームページやシラバス、広報紙等をとおしてこれまで以

上に公開していくこととした。

自己点検・評価のための規程は本学学則に基づき「自己点検・評価委員会規程」を

平成 7 年 7 月に定めている。組織は委員長を学長とし、構成員は副学長、各学科長、

ＡＬＯ、図書館長、総合教育センター長、事務局長、各課長・各室長となっている。

自己点検・評価については日常的にではないが、年度末をめざして学科、委員会、

各事務局部署からの事業報告を「自己点検・評価報告書」としてまとめ、その計画や

実績を点検している。学科、委員会、各事務局部署の年度内の活動がどうであったか

を書類で点検し、次年度以降の目標の設定や活動の指針となるものについて多角的な

検討を加えている。この点検結果については学長に報告し、学長が主催する各種会議

において評価をしている。

（ｂ）基準Ⅰの自己点検・評価に基づく行動計画

「建学の精神」は創立以来変わらないものであるが、それに基づく実践計画や具体

的な教育指針は時代の趨勢とともに変化していかなければ、時代に即した有為な人材

の養成は叶わない。理事会においても教授会においても継続的な検討を重ねてきてい

様式 6－基準Ⅰ
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るが、今後も時代に対応できる人材の養成はもちろん、学内外に広く「建学の精神」

を示しつつ、本学の独自性を発信し続けなければならないと考えている。そして、「建

学の精神」を基にした本学全体の具体的な教育方針を、必要に応じて見直す事を計画

として立てている。

また、平成 25 年度実施を目指して、社会の変化に対応できる女性の育成と、地域へ

の貢献を目指す質の高い高等教育の実践に向けた全学的総合計画に取り組んでいると

ころである。この計画では看護学科の設置をめざし、既設学科もその教育目的に応じ

て特色ある教育課程への見直しと、豊かな人間性の涵養に向けた特色ある教養教育づ

くりと、異なる学科の学生交流等を柱として進められている。

［テーマ］

基準Ⅰ-A 建学の精神

（ａ）テーマ全体の自己点検・評価の要約

学校法人大垣女子短期大学は、『中庸を旨とし、勤労を尊び、職業人としての総合能

力を有する人間性豊かな人材の養成』を建学の精神に掲げている。この独自の建学の

精神に基づく教育を通じて、実社会および実生活の役に立つ人間性豊かな人材の養成

を行うことを教育基本理念とし、創立以来 44 年間、教職員の基本姿勢となっている。

この建学の精神は、寄附行為第 3 条（目的）の中で明確に謳われているとともに、

各教室をはじめ管理部門も含めた学内のほとんどの部屋に「建学の精神」の文言を額

に入れて配置し、常に学生や教職員の目に付きやすいようにしている。新入生には入

学式直後のオリエンテーションの中で、学長より建学の精神についての講話を行って

いる。

また年度始めに行う各学科でのオリエンテーションにおいても、各学科長より具体

的な教育内容を示しながら、建学の精神が理解できるよう努めている。

建学の精神の対外的表明としては、ホームページ、大学案内、広報誌等への記載は

もちろんのこと、教職員の名刺の裏面にも刷り込んでいる。

学内においては、教授会、学科長会議、管理職会議、教職員懇談会、課長会議等で

随時、建学の精神を確認し合い共有するとともに、日々の業務に反映するよう努めて

いる。

（ｂ）自己点検・評価に基づく改善計画

「建学の精神」は創立以来変わらないものであるが、それに基づく実践計画や具体

的な教育指針は時代の趨勢とともに変化していかなければ、時代に即した有為な人材

の養成は叶わない。理事会においても教授会においても継続的な検討を重ね、今後も

時代に対応できる人材の養成はもちろん、学内外に広く「建学の精神」を示しつつ、

本学の独自性を発信し続けなければならないと考えている。

これまで教育の実効性を高めるために取り組んできたが、社会の変化に対応した特

色ある女子の高等教育の充実や本学が積極的に進めている地域貢献の観点から、なお

一層充実した教育課程を目指すための見直しとともに、本学が目指している教育の効

果について、その質保証の観点からも、なお改善の必要があると考えている。

このため、平成 25 年度実施を目指して、社会の変化に対応できる女性の育成と地域

への貢献を目指す質の高い高等教育の実践に向けた全学的総合計画に取り組んでいる。

この計画では、平成 22 年度の「見える化プロジェクト」をさらに高度化し、全学科
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で科目の学びの系統カリキュラムツリーと、そこでつけていくべき力を明確に示した

カリキュラムマップの作成、これと関連してルーブリック等を活用して明示していく

などの学習評価の改善を行う「見える化プロジェクトⅡ」に取り組んでいるところで

ある。

平成 25 年度には、カリキュラムツリー、カリキュラムマップを作成し、公表した。

本学は地方にある小規模ながら総合女子短期大学であり、教職員は所属する部署の

業務のほかに委員会や地域活動など他の業務も担当しながら教育活動の推進に努力を

続けている。そうしたなかであってもスタッフの全員がＰＤＣＡサイクルの循環が自

己点検・評価だという認識を高いレベルで共有し、ＦＤ・ＳＤ活動を今後とも充実さ

せながら、「自己点検・評価」の理解を深めていくことを考えている。

［区分］

基準Ⅰ-A-1  建学の精神が確立している。

［以下の観点に基づき現状と課題を記述］

（1）建学の精神は短期大学の教育理念・理想を明確に示している。

（2）建学の精神を学内外に表明している。

（3）建学の精神を学内において共有している。

（4）建学の精神を定期的に確認している。

（ａ）自己点検・評価を基にした現状

学校法人大垣女子短期大学は、『中庸を旨とし、勤労を尊び、職業人としての総合能

力を有する人間性豊かな人材の養成』を建学の精神に掲げている。この独自の建学の

精神に基づく教育を通じて、実社会および実生活の役に立つ人間性豊かな人材の養成

を行うことを教育基本理念とし、創立以来 44 年間、教職員の基本姿勢となっている。

建学の精神の中核を成すものは「中庸」である。その意味は「不偏・不易」すなわ

ち、片寄ることなく、変わることなく、常に調和が取れている人のあり方を目指すも

のである。この徳目の奥深い意義は、世界の人類史上すぐれた偉人によって明らかに

されている。

近年、知・徳・体の教育が論じられているが、偏差値重視教育は知を最優先にした

考え方である。知識の習得が徳育の上に位置していることに対して、本学では徳・知・

体と徳育を最も上部に位置付けた教育を行っている。徳育を軽視した知育の教育理念

は如何に有害であるかは東京地下鉄でサリンを撒いた殺人事件を引用するまでもなく

明らかである。フランスのノーベル生理学賞の受賞者であるアレキシス・カレルは知

育より徳育が重要であること、さらに日本でも新渡部稲造は「品性は人の主なり、学

は人の僕なり」と既に 100 年も前に学の上位に品性を掲げている。このように、調和

のとれた人格の形成が教育の基本であることは論をまたない。

一方、労働に励むという勤労は、現在の世相では軽視されているようにみえる。経

済市場となり、額に汗することなく株の売買で大きな財を得るような昨今の気風は残

念である。ある宗教でみられるような労働は下級の人間がやるとするような、労働を

下にみる考え方は残念である。日々大自然を相手として互いに労働を提供して仲良く

暮らしてきた歴史を持つ民族、すなわち農耕文化を起源とする日本人の精神構造は労

働を人間の成長に必須のものとして受け止めている。次世代を担う若い女性教育を担

っている本学としては、この勤労の重要性を教えていきたいと考えている。
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さらに総合能力を有する人間性豊かな人材の養成については、とくに詳しい説明は

不要と思われるくらい、一般社会ではごく常識的な考え方である。近年、大学を卒業

し一般企業に就職した若者に共通の欠点として、指示待ち人間が多く、コミニュケー

ション力が弱く、新卒の会社員が 3 年以内に 30％が離職すると言われている。ここに

偏差値重視教育の欠点が出てきていると思われる。限られた領域で豊富な知識があっ

ても、それを活用する能力がなければ意味がなく、ＴＰＯによって臨機応変な対応が

可能な総合的な能力が必要と思われる。我々は全教員が授業の間隙をぬって一般教養

を身に付けさせようと「教養ミニトーク」を行っている。これは近くまとめる予定を

している。

知性と感性のバランスによって醸成される人間性は左脳と右脳の機能的な協調に基

づく精神活動が基本になければならない。これは授業以外の課外活動や日々のキャン

パスライフを含めた生活によって培われるものであり、本学では横断的な教育をした

り、できる限り文化クラブ、運動クラブに入って学科を超えた学生の交流や、ボラン

ティア活動を推進している。本学の学生は入学時に今までの学校での教員からの一方

的な授業 Passive Learning 的な態度から、問題点を見つけてそれを探求するという自

ら学ぶ姿勢 Active Learning への転換を指導されている。

このように、「中庸」に続く「勤労の尊さ」や「総合能力の大切さ」や「豊かな人間

性」は、すべて「中庸」の徳目と密接な関わりを持ちながら、それぞれ独自の価値観

を有している。

建学の精神は、寄附行為第 3 条（目的）の中で、「この法人は、教育基本法及び学校

教育法に従い、学校教育を行い、中庸を旨とし勤労を尊び職業人としての総合能力を

有する人間性豊かな人材の養成を目的とする。」と明確に謳われているとともに、各教

室をはじめ管理部門も含めた学内のほとんどの場所に「建学の精神」を額に入れて配

置し、常に学生や教職員の目に付きやすいよう掲げている。新入生には入学式直後の

オリエンテーションの中で、学長より建学の精神についての講話を行っている。また

年度始めに行う各学科でのオリエンテーションにおいても、各学科長より具体的な教

育内容を示しながら、建学の精神が理解できるよう努めている。

建学の精神の対外的表明としては、ホームページ、大学案内、広報誌等への記載は

もちろんのこと、全教職員の名刺の裏面にも刷り込んでいる。

学内においては、教授会、学科長会議、管理職会議、教職員懇談会、課長会議等で

随時、建学の精神を確認し合い共有するとともに、日々の業務に反映するよう努めて

いる。また事務局の毎日の朝礼においては、建学の精神を唱和している。

（ｂ）自己点検・評価を基にした課題

建学の精神は当然不変なものであり、これを学校法人の構成員（学生・保護者・教

職員・役員等）全てが十分に理解して、はじめて私立学校としての存在価値がある。

例えば『勤労を尊び…』とあるが、本法人が設立された 44 年前の「勤労」と、現代

社会に於ける「勤労」は本質的には変わりがないが、勤労スタイルという点では大き

な変化が生じてきている。このように文言は不変であっても、その時代時代に合った

解釈の仕方をすることは何ら問題ないと考えるし、むしろそうすべきである。

未来永劫、建学の精神を脈々と引き継いで行くために、全構成員がその時代に合っ

た柔軟な解釈をし、共通認識できるかが課題である。
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［テーマ］

基準Ⅰ-B 教育の効果

（ａ）テーマ全体の自己点検・評価の要約

本学では建学の精神に基づいた教育理念と学科目的に沿って教育を進めてきたが、

平成 20 年 4 月に改正された短期大学設置基準の施行にあわせ、教員の教育力向上と教

育の質保証に関わる基準をより明確にするために、各学科の教育課程見直しや評価方

法の改善、ＦＤの一層の推進をはじめ、教育課程の学科目的の学則への明記や成績評

価基準等の明示を進めるとともに、これらをホームページやシラバス等をとおして内

外に公開してきた。

そして本学の教育の効果に関して、教育目的や目標をふまえつつ教員の教育力向上

と教育の質保証をさらに確実なものとするため、平成 22 年度に学長の指示によって総

合教育センターが「見える化プロジェクト」計画を作成し、自己点検・評価委員会に

報告した。この計画では①建学の精神に基づく教育理念とこれに沿った三つの方針に

ついても全面的見直しを行い、これまで十分とはいえなかった各学科の教育目標と具

現化を図るための到達指標と各授業科目の到達目標を確実に設定する、②目標等によ

って明らかとなった学習成果について、評価方法を含めて確かめる方法を設定する、

③上記①及び②の明文化を図り、これを学生をはじめとしてステークホルダーはもと

より社会全体に対し、本学ホームページやシラバス、広報誌等を通してこれまで以上

に公開していくこととした。

この計画は平成 23 年度からの完全実施を目指し、自己点検・評価委員会はもとより

各学科、関係する委員会がＡＬＯの調整のもとで推進したが、取組状況や結果を自己

点検・評価委員会でとりまとめるとともに評価も行い、以下の区分項目で示す内容に

ついておおむね達成できたと判断している。

（ｂ）自己点検・評価に基づく改善計画

これまで教育の実効性を高めるために取り組んできたが、社会の変化に対応した特

色ある女子高等教育の充実や本学が積極的に進めている地域貢献の観点から、なお一

層充実した教育課程を目指すための見直しとともに、本学が目指している教育の効果

について、その質保証の観点からも、なお改善の必要があると考えている。

このため、平成 25 年度実施を目指して、社会の変化に対応できる女性の育成と、地

域への貢献を目指す質の高い高等教育の実践に向けた全学的総合計画に取り組んでい

るところである。この計画では看護学科の設置をめざし、既設学科もその教育目的に

応じて特色ある教育課程への見直しと、豊かな人間性の涵養に向けた特色ある教養教

育づくりと、異なる学科の学生交流等を柱として進められている。

この計画では、教育の効果に関しても現行の量的なものとともに質的なものも充実

させるための学習成果の査定方法の見直しとともに、平成 22 年度の「見える化プロジ

ェクト」をさらに発展させ、全学科で科目の学びの系統カリキュラムツリーと、そこ

でつけていくべき力を明確に示したカリキュラムマップの作成、これと関連して各授

業において学習成果の評価基準をルーブリック等を活用して明示していくなどの学習

評価の改善を行う「見える化プロジェクトⅡ」に取り組んでいる。

平成 25 年度にはカリキュラムツリーとカリキュラムマップを作成し、公表した。「教

育目的・目標」という区分において、幼児教育科では、教育目的・目標に関して社会

が求める保育者の資質向上のために昨年度に引き続き定期的に学科内での点検、検討
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を行っていくことが重要であると考えている。

デザイン美術科では、コミュニケーション能力の必要性を学生に説き、その展開を

授業や学生生活のなかで指導していくことを考えている。

音楽総合科では、入学時に異なる能力の学生たちに、均一ではなくそれぞれが成長

できる課題を適宜与えて最大限の教育効果をあげることと、可能な限り学生の希望す

る就職支援を継続することを考えている。

歯科衛生科では、教育目的・目標については歯科医学の進歩や国民の健康へのニー

ズ等に合わせて、定期的に学内での点検、検討を行っていくことを考えている。

看護学科では、教育目標に向って教育内容の一貫性や教育レベルの担保を図るため

授業毎に領域で検討し、学科会議で調整する取り組みを開始し、教育内容の充実を図

ると共に学生のレディネスをも見極めた授業構築を行いたいと考えている。

「学習成果」という区分において、幼児教育科では、どの観点が保育者養成におい

て学科として重点を持つものであるのかの議論を進めていきたい。

デザイン美術科では、学内での点検を進めながら、問題点があれば検討の上、非常

勤教員を含め教員の共通の認識へと導いていくことを考えている。

音楽総合科では、到達すべき教育目標のさらなる明確化、および教員内での評価基

準の共有を図ることを進めていきたい。

歯科衛生科では、各科目の授業内容の改善を行って、各科目の中で「コミュニケー

ション能力」の測定をする項目を設定する。現在、専門科目の中で「コミュニケーシ

ョン演習」（１年次後期・選択）があるが、２年次・３年次においても「歯科医療面接

技法」などコミュニケーション能力向上に関する内容を盛り込んだ科目を増設してい

く事を考えている。

看護学科では当面、学生の反応・評価を見ながら授業点検をし改善を行なっていく。

また、デプロマポリシーやカリキュラムツリー、ルーブリック評価などの点検するた

めに全教員で学修し、効果的な教育に結びつけていきたい。

［区分］

基準Ⅰ-B-1  教育目的・目標が確立している。

［以下の観点に基づき現状と課題を記述］

（1）学科・専攻課程の教育目的・目標を建学の精神に基づき明確に示している。

（2）学科・専攻課程の教育目的・目標は学習成果を明確に示している。

（3）学科・専攻課程の教育目的・目標を学内外に表明している。

（4）学科・専攻課程の教育目的・目標を定期的に点検している。

（ａ）自己点検・評価を基にした現状

平成 22 年度の「見える化プロジェクト」に基づく自己点検・評価委員会を中心とし

た取組によって、建学の精神を明確化した教育理念と学科の設置目的、これらを具体

的に示した三つの方針、即ち「入学者受け入れの方針（ＡＰ）」、「教育課程編成・実施

の方針（ＣＰ）」、「学位授与の方針（ＤＰ）」を定めることができた。そしてさらに、

こうした基本的な方針に沿って各学科の教育目標と到達指標も明確になり、各授業に

おける到達目標とともに、本学の教育によって育成していく人材像とその具体的内容

が、建学の精神から各授業にまで目的・目標に沿って確実に結びつけることができる

ようになった。
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即ち、幼児教育科の教育目的を「専門的な知識と技能に基づいて、教育・保育と子

育て支援にあたることのできる保育者の養成」とし、教育目標を「豊かな教養と人間

性を備え、幼児教育・保育における専門的な知識と技能を身につけ、これに基づいて

社会が必要とする保育者として、教育・保育と子育て支援にあたることのできる人材

を育成する」こととしている。具体的には、1.子どもに深い愛情を持ち、その健やか

な成長を見守り、支援できる保育者の育成、2.社会的な課題への問題意識を持ち、そ

の解決のために努力する保育者の育成、3.コミュニケーション能力を備え、子育て支

援のできる保育者の育成、4.保育現場における実務能力を有し、実践力のある保育者

の育成の４点を掲げている。また、デザイン美術科の教育目的を、「造形表現力の助長

と、すべての学生生活を通して個々人の人間性の涵養」とし、教育目標を「美術の理

解と表現指導を通し、思考、感受、行動に反映できる個人を育成する」こととしてい

る。具体的には、1.基礎表現技能の修得及び基礎理論、美術史概要の理解、2.個人の

能力と特性を見据えた造形表現力の育成、3.美意識に基づく社会、自然観の養成の３

点を掲げている。そして、音楽総合科の教育目的を「広範囲な教養及び高度な専門知

識、技術を身につけた有能な人材の育成」とし、教育目標を「音楽の専門知識と技術

を修得し、さらには音楽を通して教養と豊かな人間性を養い、音楽活動を通じて人と

コミュニケーションをとることができる人材を養成する」こととしている。具体的に

は、1.基礎的な音楽知識の習得、および専門楽器の技術をもつ人材の育成、2.音楽に

関する学びを通して関連する歴史や自然に対する学びを同様に深め、豊かな教養と人

間性を持つ人材の育成、3.音楽活動や演奏を通じて人とコミュニケーションをとるこ

とができる人材の育成の３点を掲げている。さらに、歯科衛生科の教育目的を「口腔

保健・医療・福祉における専門的知識および技術をもった人材の育成」とし、教育目

標を「豊かな教養と人間性を備え、口腔保健・医療・福祉の立場から人々の健康で幸

せな生活の実現のため、専門的知識および技術をもって広く社会貢献し、さらに他医

療職種とも連携を取ったチーム医療を実践できる人材を育成する」こととしている。

具体的には、1.全身に関わる医学的知識をもった歯科衛生士の育成、2.口腔の健康を

支援できる歯科衛生士の育成、3.コミュニケーション能力を備えた歯科衛生士の育成

の３点を掲げている。看護学科の教育目的を「豊かな人間性を基盤に、看護の必要な

専門的知識・技術・態度を身につけた有能な人材の育成」とし、教育目標を「豊かな

教養と高い倫理観に裏づけされた看護の専門的知識・技術を身につけ、変化する社会

のニーズに対応し広く貢献できる人材を育成する」こととしている。具体的には 1．

健康のあらゆるレベルにある対象者に適切な看護を実施できるための専門的知識、及

び人間理解に伴う倫理観と共感性をもつ看護師の育成、2．対象者の健康問題に対して

看護の立場から援助できる看護師の育成、3．人間関係形成に必要なコミュニケーショ

ン能力を備えた看護師の育成、4．地域との連携、地域貢献を推進していくための素地

を備えた看護師の育成、5．専門職として自律心をもち、自己啓発できる看護師の育成

の５点を掲げている。

そして、こうした目的・目標等に基づいた教育課程を教育の質保証に結びつけてい

くための学習成果の内容を明らかにした。即ち、各学科の学習成果は、「学習成績（各

科目成績評定・取得単位数）」、「ＧＰＡ（Grade Point Average）」および「観点別達

成状況」の３点を指標として評価している。特に観点別達成状況における各学科の達

成すべき学習成果の観点は以下のとおりであり、各学科の教育目的・教育目標に基づ

いたものである。幼児教育科では「知識・技能」、「保育者観」、「保育実践能力」、「社
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会人基礎力」を、デザイン美術科では「表現力、技術・技能の習得」、「理解力・探究

心」、「集中力・持続力」、「発表・批評の能力」を、音楽総合科では「基礎的知識・技

能」、「感受性」、「教養・人間性」、「コミュニケーション能力」を、そして歯科衛生科

では「知識・思考力」、「基本的技術能力」、「コミュニケーション能力」、「自律性」」を、

看護学科では「知識・思考力」、「看護実践能力」、「協働・協調能力」、「自律性」とい

った各学科４つの能力について学習成果を評価している。

また、本学及び各学科の目的を学則に定めたことは前述とおりであるが、その他の

方針等についても学生要覧やシラバス、入試要項、ホームページ上に他の教育情報と

ともに積極的に公開するなど、学内外に示している。

さらに、各学科の教育目的・教育目標は、５学科ともに学科別に学科会議で必要に

応じて見直しの検討を行っており、５学科長等が一同に集まる自己点検・評価委員会

において定期的に点検を行っている。

（ｂ）自己点検・評価を基にした課題

建学の精神に基づくものであっても、教育目的や目標などは不変のものではなく、

公的な教育機関としての存在である本学においても社会的な変化や社会的な要請を感

知しながら、その時代に即応した見直しを図っていく必要がある。

例えば日本が第二次世界大戦によって国土が壊滅的な打撃を受けた後、奇跡的と思

えるような経済復興を遂げた時期では、国民の多くはすべてのものが不足していたこ

とで、自動車産業に例をとると大量生産によってどんどんと製品を市場に売り出して

いった。いわゆるその戦略は Product Out である。しかし国民の経済状況が好転、安

定化するにつれてそのニードは多様化、複雑化してくるにつれマーケット戦略を変え

ざるをえなくなった。どのようなニーズを持った人々がどのあたりにいるのかを視野

に入れる必要が出てきた。いわゆる Market In の思想の導入である。

もちろん、産業界と教育界とは違うが Product Out から Market In という考え方の

基本は変わらない。従来は高等教育機関を卒業した若い世代はいろいろな企業に就職

し、それぞれ新入社員として教育をされ企業人に成長していったが、いまやグローバ

ル化した経済環境のなかで企業も新入社員を教育する時間も余裕もなくなっている。

時代は即戦力の人材を求めるようになっている。

すなわち、われわれ教育機関は社会のニーズ、ステークホルダーのニーズが何か、

どのような人材を求めているかを十分に理解し、すなわち Market In の感覚で社会に

役立つ人材を養成する必要がある。この点、本学の建学の精神の真髄は不変であるも

のの具体的な教育戦略として自己点検・評価を見直す必要がある。昨今の指示待ち人

間が多く、コミュニケーション能力が低いという世間の風評を払拭するような人材の

養成が急務と思われる。立派な建学の精神によって教育していてもそれが社会が求め

ているものになっているのかを、チェックする必要があり、本学では毎年卒業生が働

いている企業にアンケート調査を行い、何が不足しているのかを知って教育現場にフ

ィードバックする体制を採っている。当然ながら本学の教育について満足していると

の返事が多いなかで不満足という返答がある。これらの調査結果は直ちに学長、学科

長に報告され次年度の教育方針・教育方法の改善に反映していくことが課題である。

各学科の課題として、幼児教育科では、学生に教育の目的・目標を授業などの具体

的な学習場面でさらに明確に認識させるために現場での課題や経験を本学に持ち帰り、
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討議する「往還」の教育を取り入れている。それにより更なる学びを深めていくこと

が課題である。

デザイン美術科では、制作上一人で活動することが多いため、人とのコミニュケーショ

ンの機会が少ない学生がいる。したがって、各方面における学生のコミニュケーション能

力のより一層の育成が課題となっている。

音楽総合科では、芸術系学科では避けられない問題ではあるが、すでに入学時に実

力レベルが異なっている学生たちへの個別の教育方法が課題となっている。

歯科衛生科では、市民公開講座等を通して口腔保健の啓発を行うとともに、それを

担う人材養成をする教育機関として、歯科衛生士学生教育の目的・目標を積極的に発

信していくことも今後の課題としてあげられる。

看護学科では、学年進行中で年度毎にあらたな教員が加わることになる。また、実

習開始に向けた実習病院指導者との教育目標の共有や教育内容の一貫性を担保するた

めの情報交換・連携を強化していくことが必要であり、教育内容の充実に向けた基盤

づくりが課題である。

基準Ⅰ-B-2  学習成果を定めている。

［以下の観点に基づき現状と課題を記述］

（1）学科・専攻課程の学習成果を建学の精神に基づき明確に示している。

（2）学科・専攻課程の学習成果を学科・専攻課程の教育目的・目標に基づいて明確に

示している。

（3）学科・専攻課程の学習成果を量的・質的データとして測定する仕組みを持ってい

る。

（4）学科・専攻課程の学習成果を学内外に表明している。

（5）学科・専攻課程の学習成果を定期的に点検している。

（ａ）自己点検・評価を基にした現状

本学では目的や目標、方針や指針等に基づいて、教育の効果を具体的に図るために

つけていくべき学習成果を確実に査定していくことは重要であると考えており、その

方法として、①学習成績(成績評定・取得単位数)、②観点別達成状況、③科目の成績

から後述する方式によって算出された学生の成績評価値であるＧＰＡ（Grade Point 

Average）、④ＧＰＡの授業ごとの平均であるＧＰＣ（Grade Point Class Average）の

４つを全学として確認している。しかし、授業形態のちがいによるとらえ方等で共通

認識における課題があることから、④のＧＰＣについては平成 24 年度から教育指標の

一つとして活用することとしたが、平成 23 年度からは、①～③を指標としてその数値

化を図って学習成果の査定を実施してきている。

特に観点別達成状況において、幼児教育科では「知識・技能」、「保育者観」、「保育

実践能力」、「社会人基礎力」を、デザイン美術科では「表現力、技術・技能の習得」、

「理解力・探究心」、「集中力・持続力」、「発表・批評の能力」を、音楽総合科では「基

礎的知識・技能」、「感受性」、「教養・人間性」、「コミュニケーション能力」を、そし

て歯科衛生科では「知識・思考力」、「基本的技術能力」、「コミュニケーション能力」、

「自律性」を看護学科では「知識・思考力」、「看護実践能力」、「協働・協調能力」、「自

律性」といった各学科４つの能力について学習成果を評価している。これら観点別の

学習成果は、建学の精神に基づいており、各学科の教育目的や教育目標に沿って示さ
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れたものである。

また、５学科共通の学習成果として示している「学習成績(成績評定・取得単位数)」、

「観点別達成状況」、「ＧＰＡ」はいずれも数量的に測定する仕組みを持っている。

これらの指標は厳格に運用されるとともに、内容のすべてを学生及び保護者に公開

して各自が修得できた内容やさらに努力が必要な内容等を確認できるようにしている。

また、必要に応じて各学科のチューター（教員）が個別の面談によって指導や支援を

行うこととしている。

さらに、この学習成果について、５学科ともに学科別に学科会議で必要に応じて見

直しの検討を行っており、５学科長等が一同に集まる自己点検・評価委員会において

定期的に点検を行っている。

（ｂ）自己点検・評価を基にした課題

幼児教育科では、保育者として必要な資質能力を育成する視点で、学習成果を設計

できたことは意義深い。しかし、学科の観点別達成状況にある「知識・技能」「保育

者観」「保育実践力」「社会人基礎力」のすべての視点が、学生の履修するすべての

科目でまんべんなく測定されているかどうかの検証が十分ではないことが課題である。

この課題を克服すべく、カリキュラムツリー、カリキュラムマップの改訂などを通し

て明らかにしていく。

デザイン美術科では、美術教育（特に短期成果を示す）評価の数量化には分別に明

瞭さを欠くものがあるので、非常勤教員を含めた教員には学習成果観点の理解と運用

に関して不慣れな点があると思われることが課題となっている。

音楽総合科では、入学時の学生の技量、知識レベルに差がある場合、基準を一点に

定める絶対的評価ではなく、学生がどれだけ期間内に成長したかを個々にきめ細かく

見ていく相対的な評価を行う場合がある。また、担当教員によっても評価の観点が異

なることが起きうることが課題である。

歯科衛生科では、観点別達成状況の学習成果において「知識・思考力」「基本的技術

能力」「コミュニケーション能力」「自律性」の４つの観点から評価しているが、「知識・

思考力」が全体の約 35％、「基本的技術能力」が約 20％、「コミュニケーション能力」

が約 10％、「自律性」が約 35％の評価配分であり、コミュニケーション能力における

観点からの学習成果の比重を大きくすることが今後の課題である。

看護学科では、学習成果を見える化し根拠を明示できるようにするため Rublic を用

いた評価軸を作成し、学生との共有をはかることが課題である。

全学的には、今後は、上記④のＧＰＣについても適切に数値化し、指標の一つとし

て活用していくことと、量的な測定だけでなく質的な測定方法を取り入れるとともに、

学習成果に不足するところがあった場合の特設講座の開講などの仕組みづくりが課題

であり、教務委員会を中心として組織的な検討が行われているところである。

基準Ⅰ-B-3  教育の質を保証している。

［以下の観点に基づき現状と課題を記述］

（1）学校教育法、短期大学設置基準等の関係法令の変更などを適宜確認し、法令順守

に努めている。

（2）学習成果を焦点とする査定（アセスメント）の手法を有している。

（3）教育の向上・充実のためのＰＤＣＡサイクルを有している。
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（ａ）自己点検・評価を基にした現状

教育の質保証のための学生に対する指導や支援の観点から、授業における学習状況

に関する情報交流については、これを日常的に行っている。各学生について、欠席や

受講状況などを各学科の教務委員が中心となってとりまとめ、学科会議で必要な内容

は報告している。また、学習成果に関しては各期・学年ごとに集計したものを、学科

長をとおして各学科で共通理解を図り、あわせてチューターによる学生への指導や支

援に活用している。

社会的要請を受けてなされる教育の質保証に関連した関係法令の改正等については、

教務委員会をとおして学科ごとに教員に確認されるとともに、関係する機関で規程等

の改正について検討されることとなっている。とりわけ、免許、資格に関わる学科に

おいては、そうした改正について適確に対応するとともに、これに関わる実習等を含

めて資格要件については厳格に運営できるよう組織的な対応を行っている。

（ｂ）自己点検・評価を基にした課題

教育の質保証については、学科ごとに対応することがほとんどだったが、今後は全

学的な学習成果の結果について、組織的に分析して評価を行い、課題や今後の取り組

み内容等を教務委員会や学生支援委員会も含め、最終的に自己点検・評価委員会へ報

告、提案して、各学科や関係委員会等と連携して組織的に内容の検討や見直しを行っ

ていくことが改善に向けた課題である。

［テーマ］

基準Ⅰ-C 自己点検・評価

（ａ）テーマ全体の自己点検・評価の要約

自己点検・評価のための規程は、本学学則に基づき「自己点検・評価委員会規程」

を平成 7 年 7 月に定めている。組織は委員長を学長とし、構成員は副学長、各学科長、

ＡＬＯ、図書館長、総合教育センター長、事務局長、各課長・各室長となっている。

自己点検・評価については日常的にではないが、年度末をめざして学科、委員会、

各事務部署からの事業報告を「自己点検・評価報告書」としてまとめ、その計画や実

績を点検している。学科、委員会、各事務部署の年度内の活動がどうであったかを書

類で点検し、次年度以降の目標の設定や活動の指針となるものについて多角的な検討

を加えている。この点検結果については学長に報告し、学長が主催する各種会議にお

いて評価をしている。

（ｂ）自己点検・評価に基づく改善計画

本学は地方にある小規模な短期大学であり、教職員は所属する部署の業務のほかに

委員会や地域活動など他の業務も担当しながら教育活動の推進に努力を続けている。

そうしたなかであってもスタッフの全員がＰＤＣＡサイクルの循環が自己点検・評価

だという認識を高いレベルで共有し、「今実施していることをどう改善に結びつけてい

くのか」を継続的に意識できるようにＦＤ・ＳＤ活動を今後とも充実させながら、「自

己点検・評価」の理解を深めていくことが求められている。
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［区分］

基準Ⅰ-C-1 自己点検・評価活動等の実施体制が確立し、向上・充実に向けて努力し

ている。

［以下の観点に基づき現状と課題を記述］

（1）自己点検・評価のための規程及び組織を整備している。

（2）日常的に自己点検・評価を行っている。

（3）定期的に自己点検・評価報告書等を公表している。

（4）自己点検・評価活動に全教職員が関与している。

（5）自己点検・評価の成果を活用している。

（ａ）自己点検・評価を基にした現状

自己点検・評価のための規程は本学学則に基づき「自己点検・評価委員会規程」を

平成 7 年 7 月に定めている。この規程は、大垣女子短期大学の授業内容及び方法の改

善を図るための方策並びに教育・研究水準の向上・活性化のための自己点検・評価に

関する事項を審議する自己点検・評価委員会に関して必要な事項で構成されている。

組織は委員長を学長とし、構成員は副学長、各学科長、ＡＬＯ、図書館長、総合教育

センター長、事務局長、各課長・各室長となっている。自己点検・評価については日

常的にではないが、年度末をめざして、学科、委員会、各事務部署からの事業報告を

「自己点検・評価報告書」としてまとめ、その計画や実績を点検している。学科、委

員会、各事務部署の年度内の活動がどうであったかを書類で点検し、次年度以降の目

標の設定や活動の指針となるものについて多角的な検討を加えている。この点検結果

については学長に報告し、学長が主催する各種会議において評価をしている。

定期的ではないが、「自己点検・評価報告書」を作成し、公表している。

自己点検・評価活動には、学科、委員会、各事務部署から報告が提出される必要が

あり、その報告の作成等には全教職員が関与している。また、自己点検・評価のあり

方や意義については理解が進み、全教職員の手によって改革改善が進められている。

自己点検・評価の成果は次年度以降における教育研究活動の目標として位置づけ、

全教職員が理解し取り組む努力を続けている。

（ｂ）自己点検・評価を基にした課題

本学では、教職員全員が「今実施していることをどう改善に結びつけていくのか」

という自己点検・評価の意識を継続的に業務に反映させ、高めていけるようにＦＤ・

ＳＤ活動等を通じて今後とも「自己点検・評価」に対する認識、理解を深めていくこ

とが求められている。

◇ 基準Ⅰについての特記事項

本学においては「建学の精神」を全ての教室の前面に掲示し、教職員と学生とが日

常的に触れることができる環境を作り上げている。建学の精神は教育活動のなかで教

員にも学生にも意識付けられ、諸活動にその精神が生きており、教育研究活動におけ

る指針として日常的に全構成員に息づいている。

本学では、キャンパス全体をＣＨＡＲＭｉｎｇ Ｃａｍｐｕｓ（チャーミングキャ

ンパス）と称し、学びの場としてのイメージを醸成している。教職員や学生には「建

学の精神」とともに意識づけられ、学ぶ姿勢を育んでいる。
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Ｃ clean & communication  交流場所として絶好・清潔で明るいキャンパス

Ｈ healthy & hearty    健康的で温かいこころが育つキャンパス

Ａ attractive & active   魅力的で、活動的なキャンパス

Ｒ remedial & responsibility 再教育で責任感が自覚できるキャンパス

Ｍ moral & manner     社会規範が自然と身に付くキャンパス

ing              継続的改善

平成 21 年度において九州造形短期大学（福岡市）との間で相互評価を実施した。自

己点検・評価を学内のみならず外部から受けることができた点において、日常の教育

研究活動を点検・評価する意義ある取り組みになったと考えている。
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【基準Ⅱ 教育課程と学生支援】

（ａ）基準Ⅱの自己点検・評価の要約

平成 22 年度に「見える化プロジェクト」に沿って自己点検・評価委員会での検討を

重ね、全学及び各学科の学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針、入学者受け入

れの方針を定めて学則上に明文化するとともに、学生要覧、入試要項、ホームページ

をはじめとして学内外に広く公開した。

社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培うために行う就業力を育成するた

めの科目である「キャリアセミナー」を平成 23 年度から開講して、キャリア教育も教

育課程に位置づけることとし、教務委員会と学生支援委員会が有機的に連携して推進

することとなった。

また教員は学習成果を観点別達成状況の他に、学習成績（各科目成績評定・取得単

位数）、ＧＰＡ（Grade Point Average）3 点を指標として評価し把握している。

毎年 8 月にＦＤ研修会を開催し、授業・教育方法について検討を行い、授業・教育

方法の改善に繋げている。

事務職員は全員が本学の「建学の精神」を理解したうえで、「教育方針」に沿って職

務を遂行している。学生への関わりに関して直接、間接の職務の違いはあっても、

ＳＤ研修をはじめとした、各種研修により、学習成果の状況によって学生の動向がど

うなっていくのかを認識し、理解している。

学生の学習成果を高めていくため、教職員は学内の施設や設備はもちろん、あらゆ

る教育資源を有効に活用しようと考えている。

学習成果の基盤となる各学科のディプロマポリシーを含め、三つのポリシーなど本

学の教育に関する基本方針は学生要覧に掲載し、常に意識化できるように支援してい

る。また、シラバスにおいても、到達目標をすべての科目において明記し、ネット上

でいつでもどこでも確認できる環境を整えている。

入学生を対象に、毎年基礎教養テストを行い、その結果をクラスアワーなどで活用

し、学力の向上をめざす取り組みを組織的に行っている。

チューター制度は、学生一人ひとりの学習課題や分析を的確に行う環境として有効

であり、日常的に学生の指導を実施している。

授業形態も小集団学習や討論、カンファレンスなど多様なものへと、学生が主体的

に学びを展開するアクティブラーニングを取り入れている。

平成 22 年度よりユーラジアム校（フランス）から留学生を受け入れている。異国の

学びのスタイルや文化の実際を肌で感じることは、広い意味で学習成果の意味を学生

一人ひとりが問い直す機会となっている。

本学では「学生支援委員会」を組織し、各学科から委員の教員と学生支援課が学生

の厚生補導を中心に問題点や課題を討議し、各学科にその内容をフィードバックしな

がら全学での対応を実施している。

同時に学生の組織として「学友会」を組織し、「学生支援委員会」の指導のもとでク

ラブ活動、大学祭、新入生歓迎会等に主体的に取り組んでいる。これも厚生補導の重

要な活動だと本学では位置づけている。

また、学生にとって先輩、友人や教職員と語らい憩える場所も必要だとの考え方か

ら、構内には学生食堂（カフェテリア）、売店、サロン、ギャラリーみずき、和室等、

また建物外には前庭（みずきの郷）の緑化や中庭にベンチを配したりキャンパスアメ

ニティも整備している。

様式 7－基準Ⅱ



大垣女子短期大学

- 34 -

社会人の経験を持つ学生は、学習意欲も日常の生活も他の学生の模範となる学生が

多く、逆に他の学生の方が学ぶことが多い現状である。

障がい者の受け入れのための施設は、十分とは言えないが、今後整備を進めていく。

長期履修学生を受け入れる体制については、学則に定め「長期履修学生規程」によ

り整備し受け入れる体制は整えている。

学生の社会的活動（地域活動、地域貢献、ボランティア活動等）に対する評価は、

その活動内容、状況に応じて評価し在学期間を通じて１単位を認定している。

学生の就職支援のために「学生支援委員会」を組織し、学生支援課と連携を図り、

進学も含めて検討、業務を進めている。

全学及び各学科の入学者受入れの方針は、入試要項の 1 ページに記載し、受験生に

明確に示している。これにより、多様な入学試験方法を取り入れている。

入学手続き者には、入学後の学習につながる「入学前課題」と称して全科共通の課

題と各学科の専門性を高めるための課題を準備し、入学後の学習へのスムーズな導入

を考慮している。

入学後は、ＦＳＣ（First Step Campus）に続く各種ガイダンスにより、大学生活に

早く馴染めるように考慮している。

（ｂ）基準Ⅱの自己点検・評価に基づく行動計画

目的・目標に基づく方針に沿った教育課程の編成・実施に向けて、不断に見直しを

図り、「短期大学士力」を身につける必要がある。平成 25 年度に向けた本学改革の総

合計画に沿って、全学をあげて教養科目を含めすべての学科で教育課程について、社

会を支えるより「高度な専門性」、より一層の「地域貢献」、「学科間の交流」をキーワ

ードに、その一部見直しを図ることが課題であると考えている。

今後、教員が学生の学習成果の獲得に向けた責任を果たすうえで、カリキュラムの

充実と学習評価の改善が求められる。早急に教育課程に関するマッピングを行い、学

生自らが主体的に学ぶ環境を整備し、系統立てた学びの質を高めるための履修が可能

な条件を整えたい。

また、学位授与の方針により短期大学士の学位を授与された者は、外国の大学に留

学する場合などにおいて、国際的な通用性が確保されることが期待されている。本学

では国際的に学位を授与する機関として認められるように、教育の水準の維持向上に

向けて努めていくことや学位授与の方針を定期的に見直す体制の構築を考えている。

さらに、全学共通の認識として、入学後の自己の思いと実際の教育との間のギャッ

プを埋めるために、入学前までの期間にさらなる意欲の向上をめざして、入学前教育

の充実を図ることが重要だと考えている。

また事務職員においても常に他の部署との連携を図り、カリキュラムの動向に対応

できる能力を維持し高めていくことが求められる。

教育資源の有効活用については、図書館の充実やコンピュータ等の整備等を進めて

いきたい。

履修登録においては、学習の動機付けおよび興味・関心の持続性が課題となる。

学習成果についての説明はあらゆる機会を通して行っているが、シラバス上では記

載されていない。今後は、常に学生が学習成果を意識できる一助として、手軽に閲覧・

確認できるシラバスへの記載を検討していく。

学力調査を基にした指導は、卒業時の学力調査実施なども視野に入れ、計画的な取
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り組みを行う必要がある。

学習成果の数値化は行っているが、学生への適切な学習指導に活かしていくための

方法や手順がまだまだ未成熟である。今後、学習成果の結果を、学生指導に反映させ

るための構造化と機能化が求められる。

留学生の学びのスタイルの発見やキャンパスライフでの交流は、限られた学科や一

部の学生に限られている。学習成果を見直し、新たな価値観を主体的に学生が再構築

する環境としての留学制度の在り方を、今後検討していく必要がある。

留学生の学習プログラムは十分とは言えず、キャンパス内での他の学生との交流は

今まではあまり活発とは言えなかったが、今後、留学生にも積極的に学科の行事に参

加してもらい学生生活をより豊かに過ごして欲しいと考える。例えば、学生が毎年行

っている巨大壁画作成への参加、留学生独自の企画や本学学生と共同で考えるブース

への出展参加などを通して、日本の大学祭を肌で感じ体験してほしいと考える。

学生の厚生補導に関しては、特に「学生の健康管理、メンタルヘルスケアやカウン

セリングの体制」と「障がい者受け入れのための施設整備」の充実を進めていきたい。

学生の就職指導に関しては、「働く力」や「就業力」の育成を重要課題とする取り組

みを、さらに進展させていきたい。

入学前課題は、入学後の授業と関連付けた内容で提供しているが、学生生活につい

ては、幼児教育科が平成 23 年度に在学生との交流会を行ったが、今後各学科において

も、同様の取組ができるように検討を進めたい。

［テーマ］

基準Ⅱ-A 教育課程

（ａ）テーマ全体の自己点検・評価の要約

平成 22 年度に「見える化プロジェクト」に沿って自己点検・評価委員会での検討を

重ね、全学及び各学科の学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針、入学者受け入

れの方針を定めて学則上に明文化するとともに、学生要覧、入試要項、ホームページ

をはじめとして学内外に広く公開した。これらの方針に基づいて教育目標及び到達指

標を定め、これらに沿って編成した教育課程についても、これまで組織的に行ってき

た。学生による授業評価の取組やＦＤ活動とともに、本学教育の質を保証する観点か

ら学習成果の査定を行う仕組みづくりを行った。そしてその仕組みのもとで平成 23 年

度から新たに観点別達成状況とＧＰＡを評価に取り入れるなど、目的・目標に基づく

方針に沿って学習成果の確実な定着を図っている。

こうした教育の質保証に向けた改善の実効性を高めるため、各科目担当教員は学生

による授業評価と学習成果の状況をもとに、自己点検をして授業内容の改善に努め、

必要に応じて学科等と連携して指導や支援を実施するとともに、チューターは科目担

当教員と共同で学習支援も行うなど、学習成績やＧＰＡが不振な学生や観点別未達成

が多い学生の指導と支援に努めている。また図書館・自習室・レッスン室の開放時間

の延長や、専任教員による授業時間外での補習（個人指導を含む）なども行い、学生

の学習環境を整えるよう努めている。さらに、目的・目標を明示する一環として、シ

ラバスのあり方を見直し、授業内容と方法に加えて

学科到達指標に基づく科目ごとの到達目標、成績評価の方法と基準、授業時間外で

行う学習内容を明記することとした。

学生に社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う就業力を育成する科目と
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して「キャリアセミナー」を平成 23 年度から開講して、キャリア教育も教育課程に位

置づけることとした。そして教務委員会と学生支援委員会が機能的に連携して推進す

ることとなった。このように、教育の質を保証していける教育課程を編成し実施して

いくためには、組織間の連携も含めて、組織づくりが重要であると考えられる。そこ

で、教育課程の体系化、教育方法の改善、成績評価の厳格化、教員の教育力の向上、

学習成果の把握などに総合的多角的に取り組むために、学長のもとで自己点検・評価

委員会を中心として、総合教育センター、各学科、ＦＤ専門部会、教務委員会、学生

支援委員会がより一層連携しながら、組織的に質の高い教育を目指していきたい。

（ｂ）自己点検・評価に基づく改善計画

「学位授与の方針」の区分では、この学位授与の方針により短期大学士の学位を授

与された者は、外国の大学に留学する場合などにおいて、国際的な通用性が確保され

ることが期待されている。本学では国際的に学位を授与する機関として認められるよ

うに、教育の水準の維持向上に向けて努めていくことや学位授与の方針を定期的に見

直す体制の構築を考えている。

「教育課程編成・実施の方針」の区分では、幼児教育科において、完成したカリキ

ュラムツリーの改善に努め、学びの質を高めるための履修が可能な条件を整えたい。

デザイン美術科においては、「発表と批評」に関して自作の作品についての言葉での

表現が必要と思える。作品表現と同じく、言葉での作品表現を指導する。

音楽総合科においては、学位授与の方針に対応しながらも、社会や時代のニーズに

即応した魅力ある教育課程を編成していくことを推進していく。

歯科衛生科の授業科目によっては、シラバスに毎回の準備学習を明確に示したもの

を示し、事前に一定レベルの知識を持ったうえで、問題解決型学習を促進していきた

いと考えている。

看護学科ではＣＰ方針に沿い、シラバスに学修課題を明記したり学生の求めに応じ

て放課後の学修の場を確保し、また授業後の補習を行うなど学生が主体的に学修する

環境を整え、対象に応じた看護実践ができる能力を育成していきたい。

「入学者受け入れの方針」の区分では、全学共通の認識として、入学後の自己の思

いと実際の教育との間のギャップを埋めるために、入学前までの期間にさらなる意欲

の向上をめざして、入学前教育の充実を図ることが重要だと考えている。

「学習成果の査定（アセスメント）」の区分では、幼児教育科としては、保育実習、

幼稚園教育実習、保育実務研修などの参加条件としてＧＰＡを活用し、既存の「実習

の指針」（幼児教育科実習指導センター）に明記していけるようにしていきたい。

デザイン美術科では、「共同制作による他者とのコミニュケーションがとれ作品向上

に協力できる。」ことを指導し、共同制作の意義を考させていく。

音楽総合科では、主観による評価であっても、細かい観点を具体的に他の教員と情

報共有することにより、客観的で厳正な評価へとつながるのではないかと考える。ま

た、基準に達しないと思われる学生については複数の教員で慎重に協議することが必

要であると考える。

歯科衛生科では、授業スタイルでチーム基盤型学習（ＴＢＬ：Team Based Learning）

を積極的に導入し、 学習成果の柱の一つであるコミュニケーション能力の獲得に力を

いれていく。

看護学科では、学習成果として講義や演習での学びを臨床実習で統合することであ



大垣女子短期大学

- 37 -

る。そのため学修の Sequence を重視した査定を行い臨床実習へ繋げていきたい。

目的・目標に基づく方針に沿った教育課程の編成・実施に向けて、不断に見直しを

図り、「短期大学士力」を身につける必要がある。平成 25 年度に向けた本学改革の総

合計画に沿って、全学をあげて教養科目を含めすべての学科で教育課程について、社

会を支えるより「高度な専門性」、より一層の「地域貢献」、「学科間の交流」をキーワ

ードに、その一部見直しを図ることが課題であると考えている。また学習成果に関し

ても、確実に成果が得られる学習の指導・支援に向けた改善と、その査定方法の改善

が必要であると考えられるので、組織的にその具現化を図っていこうと考えている。

［区分］

基準Ⅱ-A-1  学位授与の方針を明確に示している。

［以下の観点に基づき現状と課題を記述］

（1）学科・専攻課程の学位授与の方針は、それぞれの学習成果に対応している。

①学科・専攻課程の学位授与の方針は、卒業の要件、成績評価の基準、資格取得

の要件を明確に示している。

（2）学科・専攻課程の学位授与の方針を学則に規定している。

（3）学科・専攻課程の学位授与の方針を学内外に表明している。

（4）学科・専攻課程の学位授与の方針は、社会的（国際的）に通用性がある。

（5）学科・専攻課程の学位授与の方針を定期的に点検している。

（ａ）自己点検・評価を基にした現状

建学の精神と教育理念のもとに、全学における学位授与の方針（ディプロマ・ポリ

シー：ＤＰ）を定め、これに基づいて学科ごとに学科ＤＰを定めている。即ち、幼児

教育科では 1.保育者として専門的知識・技能を持ち、子どもの健全な成長を見守り、

子育て支援ができる。[知識・技能]、2.子どもの健やかな成長のために様々な分野に

おける教育・指導ができる。[保育者観]、3.保育現場における実務能力を身につけ、

実践できる。[保育実践力]、4.豊かな教養と人間性を備え、社会人としての幅広いコ

ミュニケーション能力を身につけている。[社会人基礎力]としている。またデザイン

美術科では、1.美術分野における表現力と表現技術に向上が見られる。[表現力/技術、

技能の習得]、2.理論と実技を通し、美術分野への理解と関心に深まりがある。[理解

力、探究心]、3.集中力、持続力に向上がある。[集中力、持続力]、4.美術表現より育

まれた個の自信を基に、他者への尊重と交流、また社会認識に深まりがある。[発表、

批評]としている。そして音楽総合科では、1.音楽の専門知識と技術を修得する。[基

礎的知識・技能]、2.芸術に対する優れた感受性を持つ。[感受性]、3.音楽を通じて学

んだ豊かな教養と人間性を備え持つ。[教養・人間性]、4.音楽を通じて人とコミュニ

ケーションをとることができる。[コミュニケーション能力]としている。さらに歯科

衛生科では、1.全身的観点から口腔の健康支援ができるための必要な知識を修得し、

理解できる。[知識・思考力]、2.歯科衛生士としての基本的な操作的技術能力やプレ

ゼンテーションする力がある。[基本的技術能力]、3.歯科衛生士として他職種と協働・

連携するチーム医療が理解でき、患者や地域社会とも関わるコミュニケーション能力

がある。[コミュニケーション能力]、4,医療人としての自己管理ができ、将来に向け

ての職業的使命感を持てる。[自律性]としている。看護学科においては、1．看護の基

盤となる人間理解と看護実践に必要な知識を習得し、人々の健康問題の解決に向けて
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論理的に考えることができる。[知識・思考力]、2．看護活動に必要な専門的技術・コ

ミュニケーション能力・態度を身につけ、看護を実施できる。[看護実践能力]、3．チ

ーム医療における他職種との協働・連携の必要性を理解し、保健医療福祉チームメン

バーとしての看護職の役割およびリーダーシップの重要性を認識できる。[協働・協調

能力]、4．保健医療福祉関連分野の動向に関心をもち、人々の健康生活を守り、地域

との連携、地域貢献を推進していくために自己の知識や技術等の向上をめざす主体的、

探求的な姿勢をもつことができる。[自律性]としている。

これらＤＰを明確化するために学科ごとに教育目標を掲げるとともに、具体的な学

習成果と結びつけるように学科ごとに到達指標を体系的に示している。教養教育の基

盤となる教養科目についても、教育目的と学科ごとの教育目標を定め、到達指標を設

定している。そして、これらに基づいて編成された各学科の教育課程においては、卒

業要件及び免許や資格取得の要件を明示するとともに、成績評価についても明確に示

している。こうしたＤＰと学習成果に関する内容については、学則及び教務規程に明

記して、学生に対してはもちろん、これを学内外に公表しているところである。

「卒業の要件」、「成績評価の基準」、「資格取得の要件」についても学則等に明確に

定め、具体的には学生要覧に掲載して学生が十分に理解できるように示している。幼

児教育科では３年間で 95 単位を取得することを卒業の要件とし、所定の科目を履修し

て必要な単位数を取得すれば学則に定める「幼稚園教諭二種免許状」、「保育士資格」

が卒業時に取得できる。歯科衛生科においては３年間で 100 単位を取得することを卒

業の要件とし、所定の科目を履修して必要な単位数を取得すれば学則に定める「歯科

衛生士国家試験受験資格」が卒業時に取得できる。看護学科では 3 年間で 100 単位を

を取得することを卒業の要件として、所定の科目を履修し、必要な単位数を取得すれ

ば学則に定める「看護師国家試験受験資格」が卒業時に取得できる。また、デザイン

美術科では２年間で 65 単位を取得することを卒業の要件とし、音楽総合科では２年間

で 67 単位を取得することを卒業の要件としている。この２学科においては卒業時に取

得できる資格について特に学則に定めて示してはいないが、音楽総合科音楽療法コー

スにおいては単位の取得状況に応じて「音楽療法士２種」の資格が取得でき、学生要

覧に明確に示している。この「音楽療法士２種」の資格は幼児教育科においても必要

な科目を履修して単位を取得すれば取得できる。また、これも学則には示していない

が、幼児教育科、音楽総合科音楽療法コース、歯科衛生科、看護学科においては「社

会福祉主事任用資格」が必要な科目を履修して単位を取得することによって取得でき

るように環境を整えている。

「成績評価の基準」については、教務規程に定め学生にも明確に示している。これ

は各学科の別によらず全学で共通の基準を定め適用している。具体的に示すと、成績

は、100 点満点とし、60 点以上を合格、それに満たないものは不合格としている。成

績の評価は、課題への対応状況、授業への取り組み状況、授業期間中、授業期間以外

に期間または定期試験期間中に行われる筆記試験、実技試験または口述試験、レポー

ト、論文、作品等提出物の内容を適宜シラバスに明記された基準に基づいて評価のう

え決定している。また、一度合格点を得た科目については、いかなる事情があっても

再度履修することはできないとしている。成績の表示については、100 点満点のうち、

「90～100 点を秀(ＡＡ)」、「80～89 点を優(Ａ)」、「70～79 点を良(Ｂ)」、「60～69 点を

可(Ｃ)」、「59 点以下を不可(Ｄ)」としている。

またこれらの内容は、法令の改正や社会情勢の変化及び社会的要請等をふまえつつ、
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各学科、教務委員会、自己点検・評価委員会等で年度ごとに検討し、見直しの必要が

ある場合には、学長に報告することとしている。

（ｂ）自己点検・評価を基にした課題

この学位授与の方針により短期大学士の学位を授与された者は、外国の大学に留学

する場合などにおいて、国際的な通用性が確保されることが期待されている。学位授

与の方針は平成 23 年 4 月に制定したばかりで、定期的な点検は行われていないのが現

状である。

現在デザイン美術科では、フランスの専門学校「ユーラジアム校」と提携関係にあ

る。教育課程内容等の互換ができる科目等について具体的な対応を検討する機会が得

られている。今後は他の学科においても国際的な視野に立って交流を図る機会も増や

すことが課題となっている。

平成 25 年度実施に向けた本学の看護学科の設置を見据えた教育体系改編計画の趣

旨に沿って、ＤＰと学習成果に関する内容についても、各学科、教務委員会、総合教

育センター、自己点検・評価委員会等でその見直しを行っており、建学の精神と教育

理念に基づく人材育成に向けて、さらに改善を進めていきたい。

基準Ⅱ-A-2  教育課程編成・実施の方針を明確に示している。

［以下の観点に基づき現状と課題を記述］

（1）学科・専攻課程の教育課程は、学位授与の方針に対応している。

(2)学科・専攻課程の教育課程を体系的に編成している。

① 学習成果に対応した、分かりやすい授業科目を編成している。

② 成績評価は教育の質保証に向けて厳格に適用している。

③ シラバスに必要な項目（達成目標・到達目標、授業内容、準備学習の内容、授

業時間数、成績評価の方法・基準、教科書・参考書等）が明示されている。

④ 通信による教育を行う学科・専攻課程の場合には印刷教材等による授業（添削

等による指導を含む。）、放送授業（添削等による指導を含む。）、面接授業又はメ

ディアを利用して行う授業の実施方法を適切に行っている。

（3）学科・専攻課程の教育課程は、教員の資格・業績を基にした教員配置となってい

る。

（4）学科・専攻課程の教育課程の見直しを定期的に行っている。

（ａ）自己点検・評価を基にした現状

全学及び学科ＤＰに対応して、全学における教育課程編成・実施の方針（カリキュラ

ム・ポリシー：ＣＰ）を定め、これに基づいて学科ごとに学科ＣＰを、教養教育につ

いては教養科目のＣＰを、それぞれ定めている。即ち、幼児教育科では豊かな教養と

人間性を備え、子どもへの深い愛情を育むとともに幼児教育・保育における専門的な

知識と技能を身につけ、これらと実習や保育実務研修との往還で、より一層社会が必

要とする保育者として、教育・保育と子育て支援にあたることのできる人材の育成を

目的とし、教育課程を編成している。具体的には、1.豊かな人間性、コミュニケー シ

ョン能力、社会性を育むための教養教育を実施する。2. 子どもの健やかな成長、幸せ

のために社会的課題の解決や支援できる専門教育を実施する。3.実習や保育実務研修

とかかる授業との往還によって、保育現場で必要とされる実務能力や実践力が身につ
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く教育を実施する。4.保育のスペシャリストとして、自らの持つ能力を伸ばすことの

できる特化教育である専修クラスを設置するとしている。またデザイン美術科では、

生涯にわたる素養として「美術」の知らしめる価値観、更に自らを表現できる技能を

定着させたい目標の下、美術の全体像を見失うことなく、基礎から応用発展へと繋が

る科目及び科目群相互の連携を意図し、教育課程を編成している。具体的には、1.豊

かな人間性、コミュニケーション能力、社会性を育むための教養教育を実施する。2．

一年次前期に基礎領域全般を学ぶことにより、「美術」の概要を体験し、自己の適性を

知る。3.描写系科目を造形表現の基本と捉え、関連科目を充実させ所定の単位数を必

修とする。4.学生は関心に応じて他コース関連科目の受講が可能で、個性的履修計画

を作成できる。5.広範囲なコンピュータ使用科目の開講に並行して、手を用い、素材

を扱う体感教育も重視する。6.各科目担当者は学生との対話に努め、能力に応じた個

別指導を行い、学生一人ひとりの成長を支援するとしている。そして音楽総合科では、

音楽の専門知識と技術を修得し、さらには音楽を通しての豊かな教養と人間性を養い、

音楽活動を通じて人とコミュニケーションをとることができる人材を育成するために、

以下の教育課程を編成している。具体的には、1.豊かな人間性、コミュニケーション

能力、社会性を育むための教養教育を実施する。2.音楽を通して人間的な成長と専門

的な知識と技術を学ぶために専門教育を実施する。3.地域社会に貢献し、コミュニケ

ーション力を養うための学外演奏の充実と実施をはかる。4.音楽関係、心理関係等の

資格取得を支援する教育を実施するとしている。さらに歯科衛生科では、豊かな教養

と人間性を備え、口腔保健・医療・福祉の立場から人々の健康で幸せな生活の実現の

ため、専門的知識および技術をもって広く社会貢献し、さらに他医療職種とも連携を

取ったチーム医療を実践できる人材を育成するため、次のような教育課程を編成して

いる。具体的には、1.豊かな人間性、コミュニケーション能力、社会性を育むための

教養教育を実施する。2.全身の医学的観点から口腔の健康支援ができるための基礎教

育と専門教育を実施する。3.専門化する歯科医療に対応するため、専修クラスを含め

た臨床・臨地実習を実施する。4.国家資格取得を支援するための教育を実施するとし

ている。また、看護学科では、豊かな教養と高い倫理観に裏づけされた看護の専門的

知識・技術を身につけ、変化する社会のニーズに対応し広く貢献できる人材を育成す

るために、次のような教育課程を編成している。具体的には、1．豊かな人間性、コミ

ュニケーション能力、社会性を育むための教養教育を実施する。2．健康のあらゆるレ

ベルにある対象者に適切な看護を実施できるための基礎教育と専門教育を実施する。3．

講義や演習で学んだことを臨床現場で統合し、対象に応じた看護を実施できる能力を

身につけると共に、地域との連携、地域貢献を推進していくための素地を身につける

ために臨床実習を実施する。4．看護専門職として自らの興味・関心に沿って探求する

研究的態度と自己学習できる主体性・自律性を高めるために設定した発展科目を履修

する。また、講義等の展開においてはグループワーク、討論、ゼミナール形式等を効

果的に導入する。5．国家資格取得を支援する教育を実施するとしている。

そして、これらＤＰに対応するＣＰと学習成果の内容的な指針となる到達指標に対

応して学科ごとの教育課程が編成されている。教育課程においては、目的や目標に沿

って人材育成がなされるよう体系的なシークエンスと、わかりやすく適切なスコープ

に配慮するよう心がけている。また、成績評価についても明確な基準を設けて厳格に

適用するよう努めているが、科目ごとに授業の時期・形態・単位数・担当者・ねらい・

到達目標・時間数・具体的内容・評価方法と基準・授業外での学習・教科書と教材等
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をシラバスで示すとともに、授業の最初にこれらを説明することで、効果的な教育が

なされるようにしている。さらに教育課程における授業担当教員についても、業績や

資格等に基づいて適切な配置がなされるよう配慮している。そして教育課程の方針、

編成内容、実施状況については、法令等の改正はもちろん、その教育効果や学生の実

態等も考慮しながら、各学科、教務委員会、自己点検・評価委員会等で見通しを持っ

て検討し、見直しの必要がある場合には、学長に報告している。

（ｂ）自己点検・評価を基にした課題

幼児教育科では、カリキュラムポリシーを実現するための、科目間連携のあり方、

クラスター化が可能な科目などを精査するための、カリキュラムツリー、カリキュラ

ムマップの検証が課題である。

      デザイン美術科では、「発表と批評」に関して自作の作品について、言葉で表現でき

ることが必要だと考える。実際の作品表現と同様に言葉で作品を表現する能力を高め

ていくことが課題である。

音楽総合科では、専門科目において、学位授与の方針に対応しながらも、時代に合

った魅力ある教育課程を編成していくことが課題である。

歯科衛生科では、学生が主体的に学ぶ態度の育成に重点をおくことを考えている。

特に、問題解決能力の育成においてＰＢＬ（Problem Based Learning)が有効的な手

段であり、一人ひとりの学生へ具体的な準備学習のシラバスへの明示が課題である。

看護学科では、学年進行中でありＤＰ、ＣＰに沿い実施しているが、現段階では健

康のあらゆるレベルにある対象者に適切な看護を実施できる能力の基盤として、各教

科で学んだ知識・技術等の統合力を高めていくことが課題である。

全学の教育課程編成については、平成 25 年度に向けて作成したカリキュラムツリー、

カリキュラムマップをさらにわかりやすいものにし、教育効果を高める努力や、平成

25 年度実施に向けた本学改革の総合計画の趣旨を受けた見直しの必要があり、より体

系的で効果的な内容とするためにも学内関係組織で改善を進めていきたい。

基準Ⅱ-A-3  入学者受け入れの方針を明確に示している。

［以下の観点に基づき現状と課題を記述］

（1）各学科・専攻課程の学習成果に対応する入学者受け入れの方針を示している。

（2）入学者受け入れの方針は、入学前の学習成果の把握・評価を明確に示している。

（3）入学者選抜の方法（推薦、一般、AO 選抜等）は、入学者受け入れの方針に対応

している。

（ａ）自己点検・評価を基にした現状

ＤＰ及びＣＰとともに、建学の精神と教育理念に基づいて全学の入学者受け入れの

方針（アドミッション・ポリシー：ＡＰ）と学科ＡＰを定め、適切に入学者を受け入

れるようにしている。即ち、教養を基盤とした専門知識と技術をもって広く社会貢献

することに積極的に取り組み、自己の知性と感性を磨いて、自律性を持った品格ある

女性になろうと思う人の入学を求めるとした全学のＡＰのもとに、幼児教育科では子

どもへの深い愛情と理解にもとづいて、保育者になる強い希望と自覚を持っている人、

また常にあたたかい気持ちを持ち、社会貢献に努めようとする人としている。またデ

ザイン美術科では、「自分」を見つめる人、描く・作る行為に充実感（自己の存在）を
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感じる人、他人に思いを至らせることのできる人、自然を愛する人としている。そし

て音楽総合科では、自然と音楽の結びつきを感じながら感性豊かな音楽を奏で、将来

音楽関連の職業につきたいという強い希望を持っている人、または音楽が大好きで勉

強を続けたいと思う人としている。さらに歯科衛生科では、歯科衛生士として保健・

医療・福祉の分野で貢献する意欲を持ち、また医療人になるための社会性や協調性を

備えた人間性豊かな人としている。看護学科では、看護職への高い志をもち、人を思

いやる心とコミュニケーション能力を備えた人、また看護職としての責任を果たすた

めに必要な基礎学力を有し、自己の向上に向けて努力できる人としている。

全学及び学科のＡＰでは、本学における全学と学科の人材育成の方針と概要をわか

りやすく示すことで学習成果を把握できることと入学者の望む学びの内容と合致する

かどうかが入学前にわかるよう配慮している。また、入学者選抜の方法やその内容に

ついても、全学及び学科ＡＰに基づいて、入学者本位でかつ学科の特性に沿うものと

なるよう考慮している。

具体的には幼児教育科では、個人面接や集団面接を課して、幼児教育科志望の動機、

保育者に対する理解度を聞いている。これにより、幼児教育を目指すものとしての意

欲が把握・評価でき、また面接担当者との応答や集団でのコミュニケーションをみる

ことにより、入学者の人間性を一定程度の評価できると考えている。

デザイン美術科では、原則作品制作を課している。課題に対する個々の解釈と技能、

表現力に基づく制作作品は入学者受け入れの方針に叶うものである。

音楽総合科では、ピアノ電子オルガンコースやウインドアンサンブルコース、音楽

療法コースでは、実技や面接を課している。管楽器リペアコースでは、さらに適正検

査、小論文を加え、志望の動機、音楽総合科や、各コースに対する理解度を聞いてい

る。

歯科衛生科では、個人面接や集団面接を課して、歯科衛生科志望の動機、歯科衛生

科や歯科衛生士に対する理解度を聞いている。これにより、歯科衛生士としての意欲

が把握・評価でき、また面接担当者との応答や集団でのコミュニケーションをみるこ

とにより、入学者の人間性を一定程度評価できると考えている。

看護学科では、個人面接を課して本学科への志望動機や看護職への志、人とのコミ

ュニケーション能力や自己成長に対する姿勢などを見ると同時に学科試験を課し、看

護学を学ぶ基礎能力を評価している。この両者で入学者の看護職としての必要な基礎

力がある程度の評価でき、入学者の受け入れ方針に叶うものと考えている。

あわせて、これらを含めて本学について総合的に紹介するオープンキャンパスと、

入学試験後の入学予定者に配慮した入学前教育を重視して、積極的に実施している。

（ｂ）自己点検・評価を基にした課題

幼児教育科では、入学者受け入れの方針に基づいて入学試験で判定したにもかかわ

らず、入学後に保育者に対する自分のイメージと実際との違いや保育実習や教育実習

など現場において自分を過小評価し自信を失う場合もあり、保育者としての目標を持

たせ学生たちが将来設計を立てていけるように支援できる体制づくりが課題である。

デザイン美術科では、入学者受け入れの方針において特に課題はない。

音楽総合科では、入学者受け入れの方針に基づいて入学試験で判定したにもかかわ

らず、入学後に、演奏家、演奏指導者、管楽器リペアマン、音楽療法士に対する自分

のイメージと実際との違いが判明し、進路選択を再考される学生のケースがある。
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歯科衛生科では、同様に入学後に歯科衛生士に対する自分のイメージと実際との違

いが判明し、進路選択を再考される学生のケースがある。

ＡＰについて、平成 25 年度の看護学科の設置を見据えた教育体系の全学改編を目指

した見直しと改善を図るとともに、オープンキャンパスの内容や入学前教育の内容に

ついても、各学科、教務委員会、総合教育センター、自己点検・評価委員会等で実施

後に総括を行い、改善に向けた見直しを不断に図っていきたい。

基準Ⅱ-A-4  学習成果の査定（アセスメント）は明確である。

［以下の観点に基づき現状と課題を記述］

(1)学科・専攻課程の教育課程の学習成果に具体性がある。

(2)学科・専攻課程の教育課程の学習成果は達成可能である。

(3)学科・専攻課程の教育課程の学習成果は一定期間内で獲得可能である。

(4)学科・専攻課程の教育課程の学習成果に実際的な価値がある。

(5)学科・専攻課程の教育課程の学習成果は測定可能である。

（ａ）自己点検・評価を基にした現状

教育の質を保証する観点から、学習成果の査定については重視しているところであ

るが、建学の精神と教育理念、三つの方針、教育目標及び到達指標に基づく授業の到

達目標に沿って、４学科ともに①学習成績(成績評定・取得単位数)、②観点別達成状

況、③学生の成績評価値であるＧＰＡをもとにして査定を行っている。

①の学習成績は、５段階（上位からＡＡ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ：Ｄは不合格）の評定と

し、このもととなる素点は、全体を 100 点満点としている。この学習評価は、各学科

の到達指標をもとにしながら、科目ごとに具体的な到達目標や評価するための方法、

配点をあらかじめシラバスに明記して学生に示すとともに、授業開始時に科目担当教

員が、具体的な説明を行った上で実施している。この学習評価の基盤となる各学科の

到達指標は以下のとおりである。幼児教育科では、1.保育者として専門的知識・技能

を持ち、子どもの健全な成長を見守り、子育て支援ができる。(1)子どもの年齢による

発達の特性を理解し、それに基づいた指導計画を作成できる。(2)保護者と共に子育て

していく姿勢を基に、適切な保育相談支援ができる。(3)幼児教育・保育に関わる課題

に気づき、それを分析し判断することができる。2.子どもの健やかな成長のために様々

な分野における教育・指導ができる。(1)豊かな感性と表現力を養い、理想の保育者像

を常に描き、研鑽に努めることができる。(2)子どもの成長発達に応じた遊びや生活の

課題について、その指導や保育技術を活用して支援ができる。(3)これまでの学びの集

積を自覚し、成長したことを具体的に示すことができる。3.保育現場における実務能

力を身につけ、実践できる。(1)一人ひとりの子ども理解に応じた援助や環境構成がで

きる。(2)実践の後に常に自らの言動を振り返り、新たな方法や手だてを行うことがで

きる。(3)様々な価値観に対応できる柔軟性を身につけることができる。4.豊かな教養

と人間性を備え、社会人としての幅広いコミュニケーション能力を身につける。(1)

社会人基礎力を備え、社会的課題や時事問題に関心を持ち、理解しようとする。(2)

社会に貢献する使命感と責任感を持って、積極的に行動することができる。(3)職業や

社会生活で必要なコミュニケーション能力を身につけ、誰とでも柔軟に関わることが

できるとしている。また、デザイン美術科では、1.美術分野における表現力と表現技

術に向上が見られる。(1)作品制作、文章表現の中で工夫や努力がなされ、表現物に質
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的向上が認められる。(2)技能が修得され、表現技術の向上がある。(3)目的を自覚で

き、授業外での学習や資料収集の習慣が育っている。2.理論と実技を通し、美術分野

への理解と関心に深まりがある。(1)知識の吸収に努めることができる。(2)理論的理

解ができる。(3)制作にあたり物事の判断を安易にせず、試行錯誤ができる。(4)柔軟

且つ客観的に「美術」を解釈でき、日常の思考や感性に生かされている。3.集中力、

持続力に向上がある。(1)集中力を持って学習に臨める。(2)主体性を持ち、継続して

課題に取り組める。4.美術表現より育まれた個の自信を基に、他者への尊重と交流、

また社会認識に深まりがある。(1)課題について自己の主張を作品又は文章上で表わせ

る。(2)課題について自己の主張を口頭で説明できる。(3)他者の作品を評価できる。

(4)学習が個人にもたらす意味、及び社会的意味を理解できるとしている。そして、音

楽総合科では、1.基礎的な音楽知識の習得、および専門楽器の技術を持っている。(1)

音楽史、楽典、聴音と視唱（ソルフェージュ）など基礎的な音楽知識を身につけてい

る。(2)個々の音楽性が表現されたソロ、アンサンブルができる。(3)自身の技術につ

いて客観的な視点を持ち、継続的な努力ができる。2．芸術に対する優れた感受性を持

っている。(1)幅広い分野の音楽に触れ、偏らない広い視点から学ぶことができる。(2)

音楽分野全般の理解と関心に深まりがみられる。3.音楽に関する学びを通して関連す

る歴史や自然に対する学びを同様に深め、豊かな教養と人間性を持つ人材の育成 (1)

自分の専攻以外の楽器にも触れ、多角的に音楽を理解することができる。(2)音楽の生

まれた背景や時代について学び、深く作品を理解、表現することができる。4.音楽活

動や演奏を通じて人とコミュニケーションをとることができる。(1)演奏を指導される

体験あるいは指導する体験から音楽を通じて人とコミュニケーションをとることがで

きる。(2)学外演奏、ボランティアなどの機会を積極的に持ち、音楽が人に与える影響

を理解し、演奏や音楽活動によって人と関わることができる。(3)他者の演奏について

も問題点と同時に評価を与えることができる客観的な視点を持つとしている。さらに、

歯科衛生科では、1.全身的観点から口腔の健康支援ができるための必要な知識を修得

し、理解できる。(1)全身と口腔の健康の関連を医学的に説明できる。(2)口腔疾患を

予防し、口腔保健を向上させるために必要となる基本的な知識を身につけることがで

きる。(3)歯科衛生士としての専門性に繋がる教養の基本的知識を修得し、応用できる。

2.歯科衛生士としての基本的な操作的技術能力やプレゼンテーションをする力がある。

(1)口腔の健康やリスクを評価し指導計画を立て、対象者に説明できる。(2)口腔疾患

の予防のための基本的な施術や適切な口腔衛生指導が実施できる。(3)安全な歯科医療

を提供するため、基本的な手技を行うことができる。3.歯科衛生士として他職種と協

働・連携するチーム医療が理解でき、患者や地域社会とも関わるコミュニケーション

能力がある。(1)歯科医療におけるチームワークの重要性を理解し、他の医療従事者と

の連携ができる。(2)地域歯科保健の維持・向上のため、地域住民の視点に立ちコミュ

ニケーションがとれる。(3)職業や社会生活で必要なコミュニケーション能力を身につ

け、幅広く柔軟に対応できる。4.医療人としての自己管理ができ、将来に向けての職

業的使命感を持てる。(1)人の口腔健康を守ることで、人の心と体を守ることに寄与す

る歯科衛生士の職責への十分な自覚を持ち、医療人としての自己管理のもとに患者本

位の立場で対応ができる。(2)歯科医療において自ら問題点を探し出し、自己学習によ

ってそれを解決するための能力を培うことができる。(3)社会に貢献する歯科衛生士の

使命感を持って積極的に行動できるとしている。看護学科では、1.看護の基盤となる

人間理解と看護実践に必要な知識を習得し、人々の健康問題の解決に向けて論理的に
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考えることができる。(1)看護の基盤となる幅広い教養と専門的知識を習得し、看護実

践に応用することができる。(2)生命の尊厳と人権尊重の理解を深め、看護場面におけ

る倫理的問題について、原則を適用して考えることができる。(3)守秘義務を遵守し、

個人情報の保護ができる。(4)人々の健康と生活に関する問題の解決に向けて、科学的

根拠に基づいて論理的に考えることができる。2.看護活動に必要な専門的技術・コミ

ュニケーション能力・態度を身につけ、看護を実施できる。(1)対象に応じたコミュニ

ケーション技法を活用し、援助的人間関係を築くことができる。(2)根拠に基づいた適

切な看護技術を選択し、対象に応じた実施ができる。(3)多様な価値観を持つ対象の思

いや価値観を尊重し、共感できる。3.チーム医療における他職種との連携・協働の必

要性を理解し、保健医療福祉チームメンバーとしての看護職の役割およびリーダーシ

ップの重要性を認識できる。(1)保健・医療・福祉チームにおける他職種との連携や協

働の必要性が認識できる。(2)専門職としての責任感と自己管理能力を身につけ、将来

に向けた職業的使命感をもつことができる。(3)講義や隣地実習を通してチーム医療に

おける看護師の役割を理解し、連携・調整・仲介をするためのリーダーシップについ

て考えることができる。4.保健・医療・福祉関連分野の動向に関心をもち、人々の健

康生活を守り、地域との連携、地域貢献を推進していくために自己の知識や技術等の

向上をめざして主体的かつ探求的な姿勢をもつことができる。(1)国内外の保健・医

療・福祉関連分野の動向、新しい情報に関心をよせ、看護職としてのあり方を考える

ことができる。(2)医療施設と地域との連携における諸問題を見出し、問題解決の方法

を考えることができる。(3)自己の興味・関心・問題意識に関する事柄について主体的

に情報収集し、探索できる。

②の観点別達成状況については、到達指標、科目ごとの達成目標に基づいて学科

ＤＰに定めた観点ごとに担当教員が配点を定めて配点表を作成し、学習成績とともに、

60％に満たない観点のある学生を、到達した観点と併せて提出することとした。即ち、

幼児教育科では「知識・技能」、「保育者観」、「保育実践能力」、「社会人基礎力」を、

デザイン美術科では「表現力、技術・技能の習得」、「理解力・探究心」、「集中力・持

続力」、「発表・批評の能力」を、音楽総合科では「基礎的知識・技能」、「感受性」、「教

養・人間性」、「コミュニケーション能力」を、そして歯科衛生科では「知識・思考力」、

「基本的技術能力」、「コミュニケーション能力」、「自律性」を、看護学科では「知識・

思考力」、「看護実践能力」、「協働・協調能力」、「自律性」といった各学科４つの能力

について観点別の学習成果を評価している。これによって、学生の学習成果について

評定だけでなく、質的なものも含めて詳細に示していこうとするものである。

③のＧＰＡは一般的に多くの大学や短期大学で用いられているものであり、学生一

人ひとりを全体的かつ相対的に評価していこうとするもので、素点をもとにして、次

の方式によって数値化した。

ＧＰＡの計算方式

    ＧＰＡ＝（ＧＰ×その科目の単位数）の総和／履修登録した単位数の合計

    ＧＰ＝（Ｐｔ－５０）／１０   ※Ｐｔは素点

          （Ｐｔ＜６０のときは、ＧＰ＝０とする）
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（ｂ）自己点検・評価を基にした課題

幼児教育科では、学習成果を査定するためのルーブリックの策定など未整備な部分

が少なくない。また、ＧＰＡを活用方法が定まっていないため、学生への認知度も低

い現状が課題である。

     デザイン美術科では、学習成果の査定を行ううえで、特に「表現力、技術・技能の

習得」をより高めることが課題である。

音楽総合科では、芸術系科目の評価は教員の主観を交えた評価とならざるを得ない

ことが課題である。

歯科衛生科では、チーム医療、多職種連携医療が重要な課題であり、そのためには

観点別学習成果の一つであるコミュニケーション能力の育成が求められる。しかし一

方、この人間関係の構築に関する能力は測定による見える化が大変困難であることが

課題である。

看護学科は、在学生はまだ 1 年次のみであり、この 1 年間の教育における課題は、

人々の健康問題の解決に向けて基礎学問との統合をはかり論理的思考に結びつけるこ

とが課題である。

学習成果を数値化して査定を行い、量的及び質的に成果を検証してその結果を学生

に認識させるとともに、不足する場合には個別の学習指導も実施している。

こうした学習成果の査定方法について、教育効果を検証しながらさらに見直しを図

っていくことが不可欠であり、量的なものとともに質的なものについて査定していく

方法的な研究が必要である。こうした改善に向けての取組を、各学科、教務委員会、

総合教育センター、自己点検・評価委員会等で組織的に進めていきたい。

基準Ⅱ-A-5  学生の卒業後評価への取り組みを行っている。

［以下の観点に基づき現状と課題を記述］

（1）卒業生の進路先からの評価を聴取している。

（2）聴取した結果を学習成果の点検に活用している。

（ａ）自己点検・評価を基にした現状

本学では卒業生の就職・就業状況に関して、すべての進路先に対して毎年「雇用者

に対するアンケート」を実施しており、学生支援委員会及び学生支援課がこれを取り

まとめて全学に回覧するとともに、その結果のうち課題であると考えられる内容につ

いて学科、関係する委員会等で検討を行っている。さらに実習がある学科については、

実習先からの評価や意見について、学科において同様の検討を実施している。これに

よってＤＰについて点検するとともに、学習成果についても点検を行い、関係する科

目の授業内容の改善等に活用している。

われわれ教育機関は社会のニーズ、ステークホルダーのニーズが何か、どのような

人材を求めているかを十分に理解し、すなわち Market In の感覚で社会に役立つ人材

を養成する必要がある。この点、本学の建学の精神の真髄は不変であるものの具体的

な教育戦略として自己点検・評価を行っていく必要がある。昨今の指示待ち人間が多

く、コミュニケーション能力が低いという世間の風評を払拭するような人材の養成が

急務と思われる。立派な建学の精神によって教育していてもそれが社会が求めている

ものになっているのかを、チェックする必要があり、本学では毎年卒業生が働いてい

る企業にアンケート調査を行い、何が不足しているのかを知って教育現場にフィード
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バックする体制を採っている。

（ｂ）自己点検・評価を基にした課題

調査対象が直近の卒業生であり、過去の卒業生すべて対象としてアンケート調査を

実施することは困難であるとしても、3 年・5 年・10 年などの卒業後一定期間をおい

て調査を行い、これを学習成果の点検に活用していけるよう改善を図りたい。

［テーマ］

基準Ⅱ-B 学生支援

（ａ）テーマ全体の自己点検・評価の要約

全学の学位授与の方針に基づき、各学科において学位授与の方針を定め、本学教員

はその方針に対応した成績評価基準により、学習成果を評価している。

また教員は、学習成果について観点別達成状況の他に、学習成績（各科目成績評定・

取得単位数）、ＧＰＡ（Grade Point Average）3 点を指標として評価し把握してい

る。

授業内容については、専任教員と非常勤教員との打ち合わせ会議を各学科別に設け

ており、また専任教員では学科会議、個別の授業担当者会議を持ち、授業担当者間で

の意思の疎通、協力・調整を図っている。

さらに、毎年 8 月にＦＤ研修会を開催し、授業・教育方法について検討を行い、授

業・教育方法の改善に繋げている。

そして、各学科の教員は教育目的・教育目標に基づいて具体化した到達指標にした

がって、各授業における到達目標を定めシラバスに明記し、全体や個別指導により学

習成果の獲得に繋げている。

事務職員は全員が本学の「建学の精神」を理解した上で、「教育方針」に沿って職務

を遂行している。学生に対して直接、間接の職務の違いはあっても、ＳＤ研修をはじ

めとし、各種研修により学習成果の状況により学生の動向がどうなっていくのかを認

識し理解している。

学生の学習成果を高めていくために教職員は学内の施設や設備を含め、あらゆる教

育資源を有効に活用しようと考えている。例えば授業を教室以外の図書館を使用した

り、シラバスに示された参考図書については教務委員会と図書・生涯学習委員会が緊

密な連携のもとに準備するなどして、より良い環境整備を図っている。またコンピュ

ータの活用にも努めている。

新年度の履修ガイダンスにおいて、成績評価と併せて行われる学習成果について、

ディプロマポリシーをもとに具体的な説明を行っている。

学習成果の基盤となる各学科のディプロマポリシーを含め、三つのポリシーなど本

学の教育に関する基本方針は、学生要覧に掲載し、常に意識化するように支援してい

る。また、授業のシラバスにおいても、到達目標をすべての授業において明記し、ネ

ット上でいつでもどこでも確認できる環境を整えている。

入学生を対象に、毎年基礎教養テストを行っている。その結果から学生のどの分野

の能力が高く、また低いかなどを経年変化や学科別などで分析を行っている。その結

果をクラスアワーなどで活用し、学習支援の取り組みを組織的に行っている。

チューター制度は、学生一人ひとりの学習課題や分析を的確に行う環境として有効

であり、日常的に学生の指導を実施している。
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授業形態も小集団学習、討論やカンファレンスなど多様なものへと、学生が主体的

に学びを展開するアクティブラーニングを取り入れている。

平成 22 年度よりユーラジアム校（フランス）から留学生を受け入れている。異国の

学びのスタイルや文化の実際を肌で感じることは、広い意味で学習成果の意味を学生

一人ひとりが問い直す機会となっている。また、平成 23 年度は短期間ではあるが、本

学学生をユーラジアム校に派遣することとなり、今後の往還的関係の醸成によってさ

らに学習成果の獲得を図っていく予定である。

本学には「学生支援委員会」が組織され、各学科から委員の教員と学生支援課が学

生の厚生補導を中心に問題点や課題を討議し、各学科にその内容をフィードバックし

ながら全学での対応を実施している。

同時に学生の組織として４学科の代表から組織される「学友会」を組織し、「学生支

援委員会」の指導のもとでクラブ活動、大学祭、新入生歓迎会等に主体的に取り組ん

でいる。

また、学生にとって先輩、友人や教職員と語らい憩える場所も必要だとの考え方か

ら、構内には学生食堂（カフェテリア）、売店、サロン、ギャラリーみずき、和室等、

また建物外には前庭（みずきの郷）の緑化や中庭にベンチを配したりキャンパスアメ

ニティも整備している。

社会人学生の学習を支援する体制については、人数も少なく、他の学生と同じ環境

のなかで学んでいる。一般に社会人を経験した学生は、学習意欲も日常の生活も学生

の模範となる学生が多く、逆に他の学生の方が学ぶことが多い現状である。

障がい者の受け入れのための施設は十分とは言えないが今後整備を進めていく。

長期履修学生を受け入れる体制については、学則に定め「長期履修学生規程」によ

り整備し受け入れる体制は整えている。しかし今までに実績はない。

学生の社会的活動（地域活動、地域貢献、ボランティア活動等）に対する評価は、

在学期間を通じて１単位をその活動内容、状況に応じて評価し認定している。

学生の就職支援のために「学生支援委員会」を組織し学生支援課と連携しながら進

学も含めて検討し、業務を進めている。キャリアサポートセンターの指導も受けてい

る。

全学及び各学科ごとの入学者受入れの方針は、入試要項の 1 ページに記載し、受験

生に明確に示している。また、相談会やオープンキャンパスでの各科の説明において

も、受入れの方針や入学後の具体的な取組を説明し、理解を図っている。

入試方法は、多様な選抜方法を取り入れ行っている。

入学手続き終了者には、入学後の学習につながる「入学前課題」を全学科共通の課

題と各学科の専門性を高めるための課題を準備し、入学後の学習へのスムーズな導入

を図り、入学後は各種ガイダンスにより大学生活に早く馴染めるように考慮している。

（ｂ）自己点検・評価を基にした改善計画

今後、教員が学生の学習成果の獲得に向けた責任を果たすうえで、カリキュラムの

充実と学習評価の改善が求められる。即ち、全学科で科目の学びの系統化とそこでつ

けていくべき力を明確に示したカリキュラム・マップの作成、これと関連して各授業

において学習の評価基準のルーブリックを活用して明示していくことが課題である。

また事務職員においても常に他の部署との連携を図り、カリキュラムの動向に対応

できる能力を維持し高めていくことが求められる。
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教育資源の有効活用については、図書館においては学生の学びを支える図書資料の

継続的な充実が求められているし、コンピュータについては、全ての学生に教室での

授業でインターネットを活用できるようにすることを進めていきたい。

履修登録においては、学習の動機付けおよび興味・関心の持続性が課題となる。今

後は、学習成果の獲得の視点に立ち、履修登録の方法や期間などについて再考してい

く必要がある。

学習成果についての説明はあらゆる機会を通して行っているが、シラバス上では記

載されていない。今後は、常に学生が学習成果を意識できる一助として、手軽に閲覧・

確認できるシラバスへの記載を検討していく。

学力調査を基にした指導は、各クラスやチューターに任される部分が多く、継続的・

計画的な補充授業の実施には至っていない。今後は、卒業時の学力調査実施なども視

野に入れ、計画的な取り組みを行う必要がある。

学習成果を数値化し、それを学生への適切な学習指導に活かしていくことをめざし

ているが、数値化が難しい芸術系の科目については方法や手順がまだ未成熟である。

学習成果の結果を、学生指導に反映させるための構造化と機能化が求められる。

留学生の学びのスタイルの発見やキャンパスライフでの交流は、限られた学科や一

部の学生に限られている。学習成果を見直し、新たな価値観を主体的に学生が再構築

する環境としての留学制度の在り方を今後検討していく必要がある。

学生の厚生補導に関しては、生育環境、家庭環境が複雑な学生もおり、今後きめ細

かい指導が求められる。特に「学生の健康管理、メンタルヘルスケアやカウンセリン

グ」を行っていきたい。また、「障がい者受け入れのための施設整備」の充実を進めて

いきたい。

現在、学生の就職指導に関しては「働く力」や「就業力」の育成をチューター、キ

ャリアサポーターとともに行っているが、さらに進展させていきたい。

入学前課題は、入学後の授業と関連付けた内容で提供しているが、学生生活につい

ては、幼児教育科が平成 23 年度に在学生との交流会を行ったが、今後各学科において

も検討をすすめたい。

［区分］

基準Ⅱ-B-1 学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて教育資源を有効に活用している。

［以下の観点に基づき現状と課題を記述］

(1)教員は、学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて責任を果たしている。

① 教員は、学位授与の方針に対応した成績評価基準により学習成果を評価している。

① 教員は、学習成果の状況を適切に把握している。

② 教員は、学生による授業評価を定期的に受けている。

③ 教員は、学生による授業評価の結果を認識している。

④ 教員は、学生による授業評価の結果を授業改善のために活用している。

⑤ 教員は、授業内容について授業担当者間での意思の疎通、協力・調整を図ってい

る。

⑥ 教員は、FD 活動を通して授業・教育方法の改善を行っている。

⑦ 教員は、学科・専攻課程の教育目的・目標の達成状況を把握・評価している。

⑨ 教員は、学生に対して履修及び卒業に至る指導ができる。

(2)事務職員は、学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて責任を果たしている。
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① 事務職員は、所属部署の職務を通じて学習成果を認識している。

② 事務職員は、所属部署の職務を通じて学習成果に貢献している。

③ 事務職員は、所属部署の職務を通じて学科・専攻課程の教育目的・目標の達成状

況を把握している。

④ 事務職員は、SD 活動を通じて学生支援の職務を充実させている。

⑤ 事務職員は、所属部署の職務を通じて学生に対して履修及び卒業に至る支援がで

きる。

(3)教職員は、学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて施設設備及び技術的資源を有

効に活用している。

① 図書館・学習資源センター等の専門事務職員は、学生の学習向上のために支援を

行っている。

② 職員は、学生の図書館・学習資源センター等の利便性を向上させている。

③ 教職員は、学内のコンピュータを授業や学校運営に活用している。

④ 教職員は、学生による学内 LAN 及びコンピュータの利用を促進している。

⑤ 教職員は、教育課程及び学生支援を充実させるために、コンピュータ利用技術の

向上を図っている。

（ａ）自己点検・評価を基にした現状

全学の学位授与の方針に基づき各学科において学位授与の方針を定め、本学教員は

その方針に対応した成績評価基準により学習成果を評価している。即ち、各学科の達

成すべき成果の観点は学位授与の方針に基づいており、以下のとおりである。即ち、

幼児教育科では「知識・技能」、「保育者観」、「保育実践能力」、「社会人基礎力」を、

デザイン美術科では「表現力、技術・技能の習得」、「理解力・探究心」、「集中力・持

続力」、「発表・批評の能力」を、音楽総合科では「基礎的知識・技能」、「感受性」、「教

養・人間性」、「コミュニケーション能力」を、そして歯科衛生科では「知識・思考力」、

「基本的技術能力」、「コミュニケーション能力」、「自律性」を、看護学科では「知識・

思考力」、「看護実践能力」、「協働・協調能力」、「自律性」といった各学科 4 つの能力

について学習成果を測定している。授業担当者は各科目の成果として、学生はどの部

分の能力が一定レベル（60%）以上達成され、あるいは達成不十分だったかというチェ

ックをし評価している。

また教員は学習成果を観点別達成状況の他に、学習成績（各科目成績評定・取得単

位数）、ＧＰＡ（Grade Point Average）3 点を指標として評価し把握している。

一方、教員は学生による授業評価を前期末と後期末のどちらかで受けており、その

データの集計・分析は総合教育センターで行われている。その結果は各教員にフィー

ドバックされ、授業評価へのコメント、平成 24 年度の授業に対する目標、学生への要

望の 3 点においてまとめ、各教員はもちろん学生にも提示して授業改善のために活用

している。

授業内容については、専任教員と非常勤教員との打ち合わせ会議を各学科別に設け

ており、また専任教員は学科会議、個別の授業担当者会議を持ち、授業担当者間での

意思の疎通、協力・調整を図っている。

さらに、毎年 8 月にＦＤ研修会を開催し、授業・教育方法について検討を行ってい

る。このＦＤ研修会での各教員の成果を、「目標の達成度合い」、「話題提供の内容につ

いての感想」、「ＦＤや教育改善、授業改善等に関して新たに得られた知見」、「本学に
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おける今後のＦＤ活動のあり方、来年度のＦＤ研修会のあり方や内容」についてまと

め、職員に公表し実際の授業・教育方法の改善や展望に繋げている。また、前期・後

期の 2 回にわたり授業交流会を開催し、各教員が課題意識を持って他の授業を参観し、

互いに長所や課題を指摘し合うことで、自己の授業の在り方について振り返るととも

に、授業改善に向けた参考事例として活用している。

そして、各学科の教員は教育目的・教育目標に基づいて具体化した到達指標にした

がって、各授業における到達目標を定めシラバスに記載している。到達目標を達成し

たかどうかは、観点別達成状況に基づいて評価している。また学生の履修指導につい

ては、必修科目、選択科目、教養科目、専門科目などへの理解、講義、演習、実習な

どの授業形態や単位制度、ＧＰＡ制度、観点別の学習成果などについて、これまでの

高等学校時代とは大きく異なる履修の方法に対し、各学科の教員が説明、指導する体

制を整えている。 学生の履修状況については、各科目の担当教員はもちろん、各学科

の教務委員が一人ひとりの学生の状況について把握し、チューターにその情報を伝え

て学生への個別対応などを行っている。特に各期ごとに定期試験の結果も踏まえて、

学科別の全体指導やチューターによる個別指導が行われている。このように本学教員

が学生に丁寧に履修指導を行うことにより、卒業に至るまでの学習成果に繋がってい

ると思われる。

事務局は「総務課」「学生支援課」「教務課」「入試・広報課」「図書館事務室」が設

置され、職員が配置されている。職員は専任も非常勤も全員が本学の「建学の精神」

を理解したうえで、「教育方針」に沿って職務を遂行している。学生に対しての関与の

直接、間接の職務の違いはあっても、学習成果の状況により学生の動向がどうなって

いくのかを認識し理解している。

そして、直接学生と接する窓口業務では日常の生活状況や授業等への出席状況の把

握に務め、学生が継続的に目標達成のための取り組みが十分に行えるように指導をし

ている。

一方、間接的に学生の大学生活を支援する部署では、学習環境の整備に配慮し学生

が教育研究活動に専念できるキャンパス整備に取り組んでいる。

また、職員は所属部署の業務を通じて学科の教育目的・目標を理解し、年次計画に

基づいた学習成果達成のための取り組みがどの程度達成できたかを把握している。

こうした取り組みを推進するために、職員は学生の夏期休暇中に、ＳＤ研修会に参

加して学生支援のための職務の充実を図っている。また、日本私立短期大学協会等主

催の各種研修会にも積極的に参加し、自己研鑽を積んで努力している。

職員は、異動があって直接学生と接する窓口業務を経験している。長い期間一つの

部署に留まることを避けることにより、様々な部署にいても学生に対して履修及び卒

業に至る支援ができている。

学生の学習成果を高めていくために教職員は学内の施設や設備だけでなく、あらゆ

る教育資源を有効に活用しようと考えている。その一つとして、授業を図書館で行う

など工夫をしたり、シラバスに示された参考図書については教務委員会と図書・生涯

学習委員会が緊密な連携をして準備をするなど、確実な整備を図っている。また授業

以外の予習において図書館の活用を図書・生涯学習委員会をとおして各教員に呼びか

けるとともに、学習資料の重点的な購入と配架（幼児教育科における絵本・紙芝居・

児童文学書、音楽総合科における楽譜・ビジュアル資料、デザイン美術科におけるマ

ンガ、美術資料、歯科衛生科における最新の口腔関係資料など）並びに図書館職員に
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よる資料検索の援助等を、各学科と図書館が連携しながら進めることで学びの利便性

を高める努力を行っている。さらに、教育資源の有効活用の観点からコンピュータの

確実な活用にも努めているところである。コンピュータの利用について学ぶ教養科目

や専門科目では 3 室あるコンピュータ室を使用することはもちろん、その他の授業で

も一般教室のプロジェクターとコンピュータを利用して学習成果の向上に役立てよう

としている。加えて、事務局前のロビーや各学科のサロン等にもコンピュータを配置

して、学生の学習のための自主的な活用に供している。

このように教育資源の有効活用を図っているが、図書館においては学生の学びを支

える図書資料の継続的な充実が必要であり、平成 23 年度から進めている各学科の重点

的な資料購入（たとえば幼児教育科の充実した「絵本資料」など）を進めるとともに、

シラバスに示された参考資料については、平成 24 年度から一覧表を作成、提供して学

習にあたっての利便性を高めていくこととしている。またコンピュータについては、

教室での授業でインターネットを活用できるようにすることが必要であり、平成 24 年

度から整備を進めていくこととしている。また教育課程など教務関係と学生支援関係

のコンピュータを活用したシステムを統合的に活用して、より充実した学生への指導

と支援にあたることで学習成果を高めることが課題となってきたが、これについても

平成 24 年度中に整備された。

（ｂ）自己点検・評価を基にした課題

今後、教員が学生の学習成果の獲得に向けた責任を果たすうえで、カリキュラムの

充実と学習評価の改善が求められる。即ち、全学科で科目の学びの系統化とそこでつ

けていくべき力を明確に示したカリキュラム・マップの作成、これと関連して各授業

において学習の評価基準のルーブリックを活用して明示していくことが課題である。

また、ＦＤ研修会も年に１回の開催であるが、全学での開催の頻度を増やし、学科別

にテーマを定めて研修会を定期的に行うなど活発化させることが、学習成果の獲得に

向けた責任を果たすうえで重要な課題であると考えている。

また事務職員においても常に他の部署との連携を図り、カリキュラムの動向に対応

できる能力を維持し高めていく努力をしたい。

担当の業務以外においても学生の様々な支援に貢献できるように自己啓発ができる

研修等の機会を設定していくことも考えている。

教育資源の有効活用については、図書館においては学生の学びを支える図書資料の

継続的な充実が求められているし、コンピュータについては、教室での授業でインタ

ーネットを活用できるようにすることも重要である。また教育課程など教務関係と学

生支援関係のコンピュータを活用したシステムを統合的に活用して、より充実した学

生への指導と支援にあたることで学習成果を高めることが課題となってきているが、

これについても平成 24 年度中に整備された。

基準Ⅱ-B-2  学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて学習支援を組織的に行ってい

る。

［以下の観点に基づき現状と課題を記述］

(1)学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて、学習の動機付けに焦点を合わせた学習

の方法や科目の選択のためのガイダンス等を行っている。

(2)学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて、学生便覧等、学習支援のための印刷物
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（ウェブサイトを含む）を発行している。

(3)学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて、基礎学力が不足する学生に対し補習授

業等を行っている。

(4)学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて、学習上の悩みなどの相談にのり、適切

な指導助言を行う体制を整備している。

(5)学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて、通信による教育を行う学科の場合に

は、添削等による指導の学習支援の体制を整備している。

(6)学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて、進度の早い学生や優秀学生に対する

学習上の配慮や学習支援を行っている。

(7)学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて、留学生の受け入れ及び留学生の派遣（長

期・短期）を行っている。

（ａ）自己点検・評価を基にした現状

新年度の履修ガイダンスにおいて、成績評価と併せて行われる学習成果について、

ディプロマポリシーを基に具体的な説明を行っている。さらに、各授業のオリエンテ

ーションでは、その授業の特性やねらいと併せて、さらに具体的な説明を行なってい

る。このようにして、学生が主体的に獲得すべき成果の具体的な姿をイメージできる

場面を設けている。

学習成果の基盤となる各学科のディプロマポリシーを含め、三つのポリシーなど本

学の教育に関する基本方針は学生要覧に掲載し、常に意識化できるように支援してい

る。また、シラバスにおいても、到達目標をすべての授業において明記し、ネット上

でいつでもどこでも確認できる環境を整えている。

入学生を対象に、毎年基礎教養テストを行っている。その結果から学生のどの分野

の能力が高く、また低いかなどをチェックし、そのうえで経年変化や学科別などで分

析を行っている。その結果をクラスアワーなどで活用し、学力の向上をめざす取り組

みを組織的に行っている。

教員 1 名に対し、学生 10 名程度のチューター制度は、学生一人ひとりの学習課題や

分析を的確に行う環境として恵まれており、日常的に学生の指導を実施している。ま

た、成績評価と同時に学習成果の到達度についても数値化しているので、特に観点別

の評価が 60％に満たなかった学生は、個別に面談を行っている。

一斉学習や一方向的教授などの授業形態から、小集団学習や討論、質問事項を続け

たり、カンファレンスなど多様な授業形態へと、学生が主体的に学びを展開するアク

ティブラーニングを展開するように工夫している。この工夫により、学びを学生個人

のものとして閉じられることのないよう、小集団の中で確かめたり再構成したりして、

進度の早い学生はより学びを深化・統合できる機会を多く設け、進度の遅い学生には

勉強方法の改善を図る工夫をしている。

平成 22 年度からユーラジアム校（フランス）から留学生を受け入れている。異国の

学びのスタイルや文化の実際を肌で感じることは、広い意味で学習成果の意味を学生

一人ひとりが問い直す機会となっている。また、平成 23 年度からは短期ではあるが、

本学がユーラジアム校に学生を派遣することとなり、こうして往還的関係の醸成によ

りさらに学習成果の獲得を図っていくつもりである。
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（ｂ）自己点検・評価を基にした課題

年度初めに前期だけでなく、後期の履修登録もおこなっている。これは年間を見通

して履修計画が立てられる利点もあるが、学習の動機付けおよび興味・関心の持続性

においては課題となる。今後は、学習成果の獲得の視点に立ち、履修登録の方法や期

間などについてさらに改善していく必要があると考えている。

学習成果についての説明はあらゆる機会を通して行っているが、シラバス上では記

載されていない。今後は、常に学生が学習成果を意識できる一助として、手軽に閲覧・

確認できるシラバスへの記載を検討していく。

学力調査を基にした指導は、各クラスやチューターに任される部分が多く、継続的・

計画的な補充授業の実施には至っていない。今後は、卒業時の学力調査実施なども視

野に入れ、計画的な取り組みを行う必要があると考えている。

学習成果を数値化し、それを学生への適切な学習指導に活かしていくことをめざし

ているが、数値化が難しい芸術系統の科目については方法や手順がまだ未成熟である。

これはがあるからである。学習成果の結果を、学生指導に反映させるための構造化と

機能化について今後考えていきたい。

優秀な学生のみならず、すべての学生において満足できる授業へと改善するために、

今以上の工夫が求められる。具体的には、学生の授業評価の積極的活用や、教員が授

業を参観し合う機会の増加、ＦＤによる具体的な授業改善の視点の描き出しなどが考

えられる。学習の習熟度と併せた指導について模索中である。

留学生の学びのスタイルの発見やキャンパスライフでの交流は、当該学科や一部の

学生に限定されない取組、学習成果等を見直し新たな価値観を主体的に学生が再構築

できる環境整備を推進し、留学制度の在り方等も含めて今後検討していく必要がある。

基準Ⅱ-B-3  学科・専攻課程の学習成果の獲得に向けて学生の生活支援を組織的に行

っている。

［以下の観点に基づき現状と課題を記述］

（1）学生の生活支援のための教職員の組織（学生指導、厚生補導等）を整備している。

（2）クラブ活動、学園行事、学友会など、学生が主体的に参画する活動が行われるよ

う支援体制が整備されている。

（3）学生食堂、売店の設置等、学生のキャンパス・アメニティに配慮している。

（4）宿舎が必要な学生に支援（学生寮、宿舎のあっせん等）を行っている。

（5）通学のための便宜（通学バスの運行、駐輪場・駐車場の設置等）を図っている。

（6）奨学金等、学生への経済的支援のための制度を設けている。

（7）学生の健康管理、メンタルヘルスケアやカウンセリングの体制を整えている。

（8）学生生活に関して学生の意見や要望の聴取に努めている。

（9）留学生の学習（日本語教育等）及び生活を支援する体制を整えている。

（10）社会人学生の学習を支援する体制を整えている。

（11）障がい者の受け入れのための施設を整備するなど、障がい者への支援体制を整え

ている。

（12）長期履修生を受け入れる体制を整えている。

（13）学生の社会的活動（地域活動、地域貢献、ボランティア活動等）に対して積極

的に評価している。
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（ａ）自己点検・評価を基にした現状

学生の気質は年々変化し、生活環境も人間関係も様々な状況にあり、学生が抱える

不安や不安定さへの対応は一括りではできない状況にある。そういう状況のなかで学

生たちが学習に専念できるように大学生活全般における様々な不安を取り除く必要が

ある。

そのために、本学では、「学生支援委員会」を組織し、各学科教員と学生支援課が、

厚生補導を中心に問題点や課題を討議し、関係機関にフィードバックするなど、全学

での対応をおこなっている。また、学生一人ひとりへのきめ細かな指導に重点を置き、

チューターによるサポートをおこない、日常的なつながりを持ちながら、修学上や学

生生活上の相談・支援をとおして、道徳観の育成や自立を促すなど、多様な価値観を

持った学生に対応している。相談内容によっては、チューター個人で対応できる範囲

を超えてしまう場合もあり、学科・学生相談室・保健室・学生支援課など、各機関と

の効果的な連携をとりながらおこなっている。

学生組織である「学友会」は、各学科・各学年から推薦された各 2 名の委員で構成

する「学友会委員会」を置き、顧問である学生支援委員会と主管課の学生支援課が主

に指導・支援にあたっている。みずき祭(大学祭)･ＦＳＣ(新入生歓迎会)などの学内行

事の企画運営、クラブ活動の推進、地域行事への参加など、学生が主体的に取り組ん

でいる。これも厚生補導の重要な活動として位置付けている。みずき祭(大学祭)は、

学友会委員と各クラスから選出されるみずき祭実行委員が、本部・情宣・ゲート・舞

台の４部門に分かれて企画・運営し、本部・クラス・学科企画や環境をテーマにした

展示企画など、学生を中心に全学で取り組む行事にもなっている。平成 25 年度は、台

風の影響で、地域からの参画（日本赤十字社による献血、保育園園児による演奏会）

辞退や準備不足の中ではあったが、約 1,700 名の参加者で賑わった。

また、クラブ活動の推進では、オリエンテーション期間におこなうＦＳＣにおいて

「クラブ紹介」を企画し、各クラブの新入生勧誘の機会としている。各クラブには、

顧問を置き、専任教員がそれにあたり、指導している。5 学科間の学生交流や他学科

の教員との交流ができる場として、複数のクラブに所属する学生もおり、加入率は、

過半数となっている。

学生にとって先輩、友人や教職員と語らい憩える場所も必要だとの考え方から、構

内には学生食堂（カフェテリア）、売店、サロン、ギャラリーみずき、和室等、また建

物外には前庭（みずきの郷）の緑化や中庭にベンチを配したりキャンパスアメニティ

を整備している。平成 25 年度は、看護学科の増設により学生数が増えたことによる

学生食堂の混雑回避のため、各棟に飲食のできる場を整えた。

本学の最寄りの駅はＪＲ東海道本線大垣駅であり、本学までは約 3 ㎞と通学には至

便な位置にある。大垣市を拠点とする名阪近鉄バスの路線が設置され、本学正門前ま

で 1 時間に 1 本の割合でバスが運行されているが、さらに、学生の通学時間に合わせ

た直行のスクールバスの運行や無料バス定期券の発行で、通学の便宜を図っている。

その他、自転車通学生には構内駐輪場を、自動車通学生には民間駐車場(有料)を準

クラブ数 学生数 加入者数 加入率

３４ ５６４ ３３１ ５８.７％

文科系 ２３ ２６６

体育系 １０ ６５
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備し、どちらもスペースは十分確保されている。平成 25 年度は、往復のスクールバス

の増便と配車時間の見直しをおこなった。

自宅通学が困難な学生に対しては、本学近隣に原則として本学学生だけを対象とし

たアパートを 120 室ほど準備して通学上の便宜を図っている。このアパートは、管理

人相互により「大垣女子短期大学下宿管理者協議会」を組織し、本学の教育活動を理

解した管理人が常駐する学生の生活の場となっている。年に 2 回程度ではあるが、合

同の打ち合わせ会議をおこない、現状の把握や問題点などを話し合い、学生の生活環

境整備に努めている。平成 25 年度は、学生数の増加から、現状把握と満室時の対応

を双方で確認し、学生に支障をきたさないようにした。

経済的支援では、本学独自の奨学金制度のうち、経済的支援を目的とする「経済支

援奨学金」「安田特別奨学金」「子育て支援記念事業奨学金」、社会人の学びなおしへの

支援を目的とする「社会人入試奨学金」「科目等履修生入学特例奨学金」）制度を設け

ており、平成 25 年度は、合計 43 人に経済的支援を目的とする奨学金の給付をおこな

った。その他、無利子貸与の奨学金制度として、「みずき会奨学金（保護者組織）」、「大

垣女子短期大学同窓会奨学金」を設けている。学外奨学金では、「日本学生支援機構」

をはじめとする外部の奨学金制度の主旨や目的などを理解し、有効に利用できるよう

に、ガイダンスをおこなっている。

学生の健康管理、メンタルヘルスケアやカウンセリングの体制に関しては、保健室

と学生相談室をおき、それぞれ、保健師 1 名と臨床心理士 2 名（1 名は非常勤）を配

し、健康管理、メンタルヘルスケアやカウンセリングをおこなっている。保健師は、

保健室に常勤し、主に健康管理面とメンタル面において、個別相談も交えながら日常

的な支援をおこなっている。学生相談室では、学生本人による予約制をとり、カウン

セリングをおこなっているが、チューターや保健室に相談する内容によって、学生相

談室を紹介するなど、学生相談室との関係を密にして、一人ひとりの支援にあたって

いる。日常の健康管理面では、保健室が「保健室だより」を発行し、インフルエンザ

等感染症に対する予防や対処法など、健康に関わる知識や情報を提供し、健康管理に

対する意識付けをおこなっている。5 月には、健康診断の結果をもとに、正しい見方、

保健室の役割、あわせて、学生相談室の利用方法などのガイダンスをおこなっている。

また、保健室利用状況一覧を各月と年度ごとに集計し、学生支援委員を通して、各学

科へフィードバックし、生活改善など日常の指導をおこなっている。

平成 25 年度は、学生相談者として「ピアヘルパー」の資格を取得した 12 名の学生

が、学生相談室と保健室の指導のもと、「ピアサポーター」として活動し、新入生が、

新しい学生生活にスムーズに適応できるよう支援体制を整えた。

学生生活に関して学生の意見や要望は、「学生生活アンケート調査」「学生満足度調

査」等を実施し、聴取に努めている。平成 25 年度に改善したスクールバスの増便等は、

利用状況とその満足度に対するアンケートをおこない、実施したものである。

本学の国際交流は、平成 22 年度後期にフランス国ユーラジアム校の生徒の受け入れ

から始まり、平成 25 年度は 4 年目を迎え、2 名の女子学生が後期特別聴講生としてデ

ザイン美術科で学んでいる。両校の申し合わせ事項として、受け入れ学生は、基本的

な意思疎通のとれる程度の日本語能力を身に付けていることとなっているため、事前

に日本語教育を受けた学生ではあるが、受け入れ期間中は、大垣市国際交流協会が開

催する日本語講座を毎週２時間受講できるようにしている。滞在中の住居の提供や通

学手段としての自転車の無料貸与など、よりスムーズに学生生活に適応できるように、
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教員、学生支援課、学生生活委員会、国際交流センターが支援をおこなっている。ま

た、学友会は、学生間交流を目的とした行事を企画するなど、積極的に交流の場を設

け、学生への呼びかけをおこなっている。

社会人学生の学習を支援する体制については、人数も少なく、他の学生と同じ環境

のなかで学んでいる。一般に社会人を経験した学生は、学習意欲も日常の生活も学生

の模範となる学生が多く、逆に他の学生の方が学ぶことが多い現状である。

障がいのある学生を受け入れるための施設として、身障者用トイレとスロープの全

館に設置、新設した看護学科棟と従来の建物 2 棟をあわせて 11 棟中 3 棟にエレベータ

ーの設置ができている。既存の建物にエレベーターの設置は困難であり、障がい者受け

入れのための施設は十分ではない。平成 25 年度は、「特別な配慮が必要な学生への支援

に関する基本方針とガイドライン」を示し、各機関の役割と連携をとった支援体制を確

認し、人的支援の充実をはかっている。現在は、障がいのある学生は在籍していない。

長期履修学生を受け入れる体制については、「長期履修学生規程」を定め、学ぶ意欲

のある学生を幅広く受け入れていく体制を整えているが、今までに実績はない。

学生の社会的活動（地域活動、地域貢献、ボランティア活動等）に対する評価は、

教養科目のなかに社会人基礎という分野を設け「社会活動演習」という科目を開設し

ている。在学期間を通じて１単位をその活動状況等に応じて評価し単位認定している。

（ｂ）自己点検・評価を基にした課題

学生の厚生補導に関する業務は多岐にわたり、時代とともにその内容は様変わりし

ている。本学においても学生が大学生活を有意義に過ごし、将来の進路選択に向けて

充実した教育活動が推進できるように日々改善に取り組んでいる。

平成 25 年度は、主に１．経済的支援での奨学金制度の見直し ２．スムーズな学生

生活への移行への支援 ３．健康管理やメンタル面での支援 をおこなってきた。１．

経済的支援では、経済的に困難な学生の修学機会を確保することから、奨学金の給付

や学外奨学金の情報提供をしているが、今後は、学生自身が将来的に経済負担の見通

しをたて、総合的に計画できるように支援していくことが課題となる。２．スムーズ

な学生生活への移行への支援では、学生相談室と保健室の指導のもと、学生相談者（「ピ

アサポーター」）をおき、不安を抱える新入生への相談窓口を広げた。活動時期は、4

～5 月の短期間でおこなっているが、卒業まで継続した活動も今後は検討したい。３．

健康管理面やメンタル面での支援では、学生相談室と保健室の有効な連携がとれてい

るなかで、平成 26 年度には、学生の保健室サポーターが立ち上がることとなった。多

様化する学生への対応は、学生一人ひとりに対応した支援を考えていくことが必要と

なり、チューター個人で抱えきれないことも多く、学生相談室の機能を高め、全学で

支援する体制を明確にしていくことが今後の課題となる。平成 25 年度の中途退学者は、

2 月時点で 9 名（1 年次生 6、2 年次生１、3 年次生 2）となり、全学生数の 1.6%にな

る。ミスマッチの原因と対策を検討していくことが必要である。

基準Ⅱ-B-4  進路支援を行っている。

［以下の観点に基づき現状と課題を記述］

(1)就職支援のための教職員の組織を整備し、活動している。

(2)就職支援室等を整備し、学生の就職支援を行っている。

(3)就職のための資格取得、就職試験対策等の支援を行っている。
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(4)学科・専攻ごとに卒業時の就職状況を分析・検討し、その結果を学生の就職支援

に活用している。

(5)進学、留学に対する支援を行っている。

（ａ）自己点検・評価を基にした現状

各学科の教員による「学生支援委員会(就職)」と学生支援課が連携をとって、就職

支援をおこなっている。チューターは、個別面談をおこない、進路への意識付けや学

生一人一人の就職希望を把握するなど、その結果を学科と学生支援課が共有し、就職

活動支援にあたっている。また、チューターが保護者と個別に面談をおこなう教育懇

談会では、学生の進路への意思確認をし、保護者との連携をとった支援をおこなって

いる。

学生への情報提供の場として「学生支援コーナー」を学生支援課に隣接させ、求人

票や卒業生の受験報告書など、学生が自由に閲覧できる資料コーナーと相談コーナー

をおくことで、いつでも個別相談に対応できるようにしている。また、同じフロアに

は、「キャリアサポートセンター」を設置し、地域で活躍した方や社会経験豊かな方を

「キャリアサポーター」として配し、学生支援課と連携をとって就職支援をおこなっ

ている。平成 25 年度は、ホームページ上の学生ポータルから求人票の閲覧や就職ガイ

ダンスの情報など、学外からでも自由に検索、閲覧できるようにし、休暇中や実習中

でも自宅から情報入手ができるように環境を整えた。

資格取得を主な目的とする学科では、卒業時に取得できる幼児教育科の「保育士資

格」「幼稚園教諭二種免許状」「音楽療法士２種」、音楽総合科音楽療法コースの「音楽

療法士２種」、歯科衛生科の「歯科衛生士国家試験受験資格」、看護学科の「看護師国

家試験受験資格」がそれぞれあるが、その他では、「ＣＧクリエーター検定」「Ｗｅｂ

デザイン検定」、「音楽検定」、「リペア技術者認定」「ピアヘルパー」などの試験対策は、

正課外の時間をあて、専任教員による受験対策講座などの支援をおこなっている。「訪

問介護員初任者研修」は、専門学校に委託し、本学学生専用の時間割でおこなわれて

いる。平成 25 年度は、「就職対策支援講座」（平成 26 年度就職対応）の開講方法を見

直し、春休み集中開講ではなく、「社会人教養特講」の科目を活用することやチュータ

ーによる個別指導（特に専門職への対応）対応で、学生一人一人への支援に重点をお

き、開講を見合わせた。

就職状況は、学生支援委員会(就職)に、月ごとと卒業時の結果を報告し、傾向と対

策を検討している。学生の就職活動の時期は全体に遅く、進路選択のできない学生も

多いことから、平成 25 年度は、学生の進路への意識を高めるために、「キャリセミナ

ー」や「就職支援」の時間に、卒業生や専門的職業に就く人、キャリアサポーターな

どによる講話の他に、学内で「企業セミナー」をおこなった。参加者は 9 名と少なか

ったが、時間割上の問題や業種・時期などを見直し、学生の機会を増やすことを検討

したい。また、学生支援課職員によるガイダンスでは、具体的な就職活動の方法と実

践を交えておこなうなど、教員と事務局の双方から、学生の支援をおこなってきた。
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                          平成 26 年 3月 31 日現在

卒業生 就職希望者 内定者 進学
その他

(不就職)
未決定者

幼児教育科 ３１ ２５ ２５ ０ ６ ０

デザイン美術科 ３１ １８ １６ ５ ８ ２

音楽総合科 ５１ ４０ ３７ ２ ９ ３

歯科衛生科 ４３ ４１ ４１ ０ ２ ０

進学への支援は、「学生支援コーナー」に、「編入学募集要項」など、進学に関する

資料を設置し、自由に閲覧でき、いつでも学生支援課に相談できるようになっている。

進学希望先が決まっている場合は、チューターが個別に編入学試験対策等、受験対策

への支援をおこなっている。

留学への支援は、「国際交流センター」と学生支援課が情報の収集と提供をおこな

い、相談の窓口になっている。平成 22 年度後期、フランス国ユーラジアム校の生徒の

デザイン美術科マンガ関連授業への受け入れ、翌平成 23 年度に本学デザイン美術科の

学生のユーラジアム校短期研修実施により、両校の相互交流が実現した。平成 25 年度

は、両校間で「協定」を締結し、交流の推進がはかられた。また、平成 25 年度は、ア

メリカテキサス州「メインランド校（短期大学）」の学生 4 名と教員 2 名をデザイン美

術科の授業を中心に短期研修で受け入れた。

     学生交流実績

ユーラジアム校特別聴講生 本学短期研修生

平成 22 年度 10 ―

平成 23 年度 4 3

平成 24 年度 4 6

平成 25 年度 2 5

（ｂ）自己点検・評価を基にした課題

現在、各学科では事情が異なるが、一部の学科では若者の就職に対する意識の希薄

さが助長されているように思える。また経済不況により雇用情勢が厳しいといった状

況もあって、特に親と同居し自分の都合にあわせて働きたいときにアルバイトをする

といった風潮があり、社会と積極的に関わりながら社会の構成員として自己や日本の

将来を考えることが、若者になくなってきているように感じる。文部科学省や経済産

業省が「働く力」や「就業力」の育成を重要課題として取り組んでいる状況にあるの

も時代を反映しているものである。

本学では「幼児教育科」と「歯科衛生科」の学生については、入学時から将来の職

業観が明確であり、ここ数年専門職として保育職や歯科衛生士としてほぼ 100％の就

職率を達成している一方、芸術系統における「音楽総合科」や「デザイン美術科」に

おいては、より一層進路指導をきめ細かく進めていきたい。「音楽総合科」においては、

音楽講師はもちろん、音楽療法士として各種施設への就職や楽器店などをはじめ一般

企業への就職をめざして就職活動に取り組んでいるが、「デザイン美術科」における就

職率は全国の美術系短期大学と比べても低い数字ではないが、コミュニケーションを

とることが苦手な学生も見受けられる。学生の満足度を高めるためにも今後の学生支

援と就職指導を学生支援委員会、各チューター、学生支援課職員やキャリアサポータ
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ーが一体となって関わっていきたい。

学生の就職支援のために「学生支援委員会」を組織し、学生支援課と連携しながら

進めている。学生個々には、チューターが面談により進路の希望を把握しながら、教

育懇談会において保護者と確認を取りあっている。学科の特性を生かした専門職への

就職希望者が多く、チューターが中心となり就職の支援にあたっている。

学生が就職活動をより良く進められるよう、学生支援課内に「学生支援コーナー」

を設置し、就職、進学等の進路相談にいつでも応じられるように門戸を開いている。

ここには求人票を配し、学生が自由に情報を入手することができるようにしてある。

また、学生支援課職員といつでも相談ができるようにカウンターを設けている。

また、同じフロアに「キャリアサポートセンター」を設置し、週 3 日はキャリアサ

ポーター2 名が勤務し、学生の各種相談に応じている。

就職のための資格取得については、学科の特性を生かしたものに取り組んでいる。

幼児教育科では卒業時に「保育士資格」「幼稚園教諭二種免許状」「音楽療法士２種」

が、歯科衛生科では「歯科衛生士国家試験受験資格」が取得できる。デザイン美術科

では「ＣＧクリエーター検定」「Ｗｅｂデザイン検定」、音楽総合科では「音楽療法士

２種」「音楽検定」、４学科にわたり取得に取り組んでいる資格は「訪問介護員２級」

「ピアヘルパー」などがある。また、就職試験対策講座として卒業年次直前の３月に

講座を開講している。

この他に、「キャリアセミナー」を１年次後期に 15 コマ開講し、1 単位を認定してい

る。同時に各学科においても、これとは別に学科の特性に合わせて「キャリアガイダ

ンス」を実施している。

また、学科ごとに卒業時の就職状況を把握・検討して、その結果を学生の就職支援

に活用している。同時に学生支援委員会、学生支援課においてもその状況を把握・検

討し、各学科における就職支援活動の内容や方法を改善している。

進学に対する支援については、「学生支援コーナー」に進学に関する資料を設置し、

学生が自由に閲覧できるように配慮している。同時に学生支援課職員が情報を管理し、

学生の進学相談にのっている。また、全教職員もチューターを中心として進学希望の

学生に対応している。

留学については希望する学生はここ 5 年間においてはいない。希望する学生に対し

ての支援は学生支援課の職員があたるとともに、平成 24 年度に設置した「国際交流セ

ンター」の職員も相談にのることとしている。一昨年度より本学で始まったフランス

の学校からの留学生の受け入れやその他海外の学校との交流が一層促進されると考え

ている。

基準Ⅱ-B-5  入学者受け入れの方針を受験生に対して明確に示している。

［以下の観点に基づき現状と課題を記述］

（1）学生募集要項は、入学者受け入れの方針を明確に示している。

（2）受験の問い合わせなどに対して適切に対応している。

（3）広報又は入試事務の体制を整備している。

（4）多様な選抜を公正かつ正確に実施している。

（5）入学手続者に対し入学までに授業や学生生活についての情報を提供している。

（6）入学者に対し学習、学生生活のためのオリエンテーション等を行っている。
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（ａ）自己点検・評価を基にした現状

全学及び各科ごとの入学者受入れの方針は、入試要項の 1 ページに記載し、受験生

に明確に示している。また、相談会やオープンキャンパスでの各学科の説明において

も、受け入れの方針や入学後の具体的な取り組みを説明し、理解を図っている。

受験生の問い合せに対する対応は、主に、学生募集担当である入試･広報課職員が、

入試要項・大学案内などの資料をもとに行っているが、問い合わせの内容によっては、

他の事務職員や教員が行い、全職員が対応できる体制となっている。

入試事務は、願書受付、入試判定資料作成、入試結果通知など、教務課が行い、試

験前日の準備、当日の受験生誘導、片付けなどは、事務職員全員で行っている。受験

者確定後は、全職員に配布する「入学試験実施体制」を作成し、当日のスケジュール

や役割をそれぞれが確認し、特に事務職員は、当日の運営が円滑に進むように、事前

打ち合わせも行っている。

入試方法は、一般入試の他に、指定校推薦入試、公募推薦入試、自己推薦入試、特

別選抜入試（社会人学士等・海外帰国子女・外国人留学生）があり、選抜は、それぞ

れの方法により行っている。入試区分、選抜方法等は、毎年度、各学科で見直し、入

学試験管理委員会で検討し、入試要項の作成となる。なお、選抜にあたっては、入学

試験の手順、心得、評価基準等が記載された「入学試験監督要領」を作成し、公正か

つ正確に行われるよう、該当する教職員に配布、内容確認を行っている。入試結果は、

各学科の判定結果を入学試験管理委員会に諮った後、入試判定資料を作成、判定資料

にもとづき、教授会において合否判定となる。

入学手続き者には、入学後の学習につながる「入学前教育」として全学科共通の課

題と各学科の専門性を高めるための課題を準備し、デザイン美術科は、卒業制作展へ

の、音楽総合科は、卒業演奏会やウインドアンサンブル定期演奏会への案内も併せて

行っている。また、平成 24 年度には幼児教育科、歯科衛生科において入学前課題の他

に入学前面談を行い、在学生との交流や入学後の学生生活などの説明を行った。

入学後は、学科教員と事務局の担当部署とが、学科ガイダンス、履修ガイダンス、

学生生活ガイダンス、図書館ガイダンス、クラスアワーなどの時間を設け、学習面や

生活面のオリエンテーションを行っている。また、新入生歓迎会、クラブ紹介等を行

うＦＳＣの日を一日設け、教員、上級生や学科間での交流を行っている。

（ｂ）自己点検・評価を基にした課題

入学試験に関しては、入学者受け入れの方針（ＡＰ）に対応した選抜が不十分であ

ると考えられる。各学科での選抜方法を検討していきたい。

入学前課題は、５学科全て入学後の授業と関連付けた内容で提供しているが、学生

生活については、幼児教育科、歯科衛生科が平成 24 年度に入学前教育を通して在学生

との交流を展開しているが、他の学科では実施されていない。今後各学科において検

討をすすめたい。

◇ 基準Ⅱについての特記事項

  特記事項なし。
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【基準Ⅲ 教育資源と財的資源】

（ａ）基準Ⅲの自己点検・評価の要約

大垣女子短期大学の教員組織は、教育課程編成・実施の方針に基づき、短期大学設

置基準に定める教員数を充足している。教員の年齢構成は、非常勤教員を含め若手・

中堅・ベテランとバランスよく構成している。人事に関する取扱いも、各種規程に基

づき適切に運営している。

専任教員の研究活動は、ホームページ等で広く公表している。

教員の研究活動に関する規程は、大垣女子短期大学研究倫理規程で定め、学術研究

が適切な方法で進められ、その信頼性と公平性を確保することを目的として、研究者

が研究遂行の上で遵守すべき行動や態度の倫理的基準を定めている。

本学では、「紀要」を発行しており、この他の媒体も含めて研究成果発表の場は多い。

専任教員は全て、研究を行う十分な研究室を確保している。また、専任教員は本学

での勤務時間以外に、研究や研修等を行う時間が確保されている。

専任教員の留学、海外派遣、国際会議出席等に関する規程は、「研究費取扱規程」、

「海外旅費規程」を整備され、この規定により運用している。

専任教員のＦＤ活動は、夏に全教員参加の研修会を実施し、外部の研修会にも随時

参加している。

事務組織の責任体制は、学校法人大垣女子短期大学組織・職務権限規程において明

確にしており、各職員は事務を掌る専門的な職能を有している。

情報セキュリティー対策は、個人情報書類・パソコン等については、サーバー機を

含めそれぞれが施錠できる場所で管理し、夜間は外部に警備を依頼している。

事務局のＳＤ活動は、外部の各種団体主催の研修会に積極的に参加しており、また

毎年夏、教員のＦＤ研修会と同日に、全職員参加の研修会を実施するなど、事務職員

としての多方面にわたる研修を行っている。

事務局では課長会議を月１回開き、その内容を各課員へ伝えることで積極的に情報

共有を図り、教員に対しても同様に連携を密にしている。

教職員の就業に関する規程を定めており監督官庁との連絡も怠っていない。

教員の就業については、勤務表（前・後期別）に基づき、自らの責任の下で就業し

ている。一方職員は、出退勤時刻を自らの責任の下で管理し、超過勤務をする場合は

予め各所属長の決裁を得た上で実施している。

なお、教員、職員とも出勤簿の押印によって日々の出勤管理をしている。

校地、校舎の面積は、ともに短期大学設置基準を十分満たし、充実している。各校

舎間はすべてバリアフリー通路でつながり、障がい者対応のキャンパスとなっている。

エレベーターは、Ｂ号館（4 階建）、Ｃ号館（3 階建）、Ｉ号館（3 階建）に設置してい

る。

体育館、講義室、演習室、実験実習室、情報処理学習室授業を行うための施設は、

規模、数等十分に整備している。

機器・備品は、教員及び学生からの要望に基づき整備し、点検も実施している。

コンピュータ教室等の情報機器は、放課後や授業がない時間帯も課題制作に取り組む

学生が多く、日常的なメンテナンスは教職員が行っている。

図書館は十分な広さと蔵書数を誇り、教育研究活動にふさわしい環境を整えている。

地震への備えと防犯対策に関しては、学生が注意すべき事項を学生要覧に掲載して

注意喚起している。

様式 8－基準Ⅲ
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コンピュータシステムのセキュリティ対策は、定期的に外部有識者からコンピュー

タシステムの運用に関する助言を受けており、不正アクセスやコンピュータウィルス

等対策について、最善の措置を講ずることができるよう配慮している。

省エネルギー対策は、電力使用量の削減を図ると同時に電気料金も削減する一方、

学内の全構成員による省エネルギー対策に取り組んでいる。特に新設のＩ号館には、

省エネルギータイプの照明、冷暖房機器を使用している。

学科の教育課程編成・実施の方針に基づいて、学生の学習支援及び情報処理能力の

向上のために、必要な学内ＬＡＮ設備・パソコン設備を整備し、提供している。また、

授業時間外にも活用できるようにコンピュータ教室の使用状況について配慮をしてお

り、さらにコンピュータ教室以外にもパソコンの設置場所ををできる限り整備し、充

実を図っている。今年度は新設のＩ号館にパソコンコーナーを設け、９台のパソコン

を設置して学生に開放している。

（ｂ）基準Ⅲの自己点検・評価に基づく行動計画

専任教員の募集は公募とし、独立行政法人科学技術振興機構が運営するＪＲＥＣ＝

ＩＮ（研究者人材データベース）にその都度登録している。しかし適任者を選任する

ことが困難な面もあり、地域の各種研究機関との連携により、必要な人材確保をめざ

していきたい。

研究活動においては、過去に科学研究費補助金などの外部資金の獲得実績はあるが、

今年度の採択実績はなかった。そのため、科学研究費補助金をはじめとする各種の補

助金確保のため、引き続き教員の意識改革を促していきたい。

事務職員数は、他の短大平均値と比較すると少なめであるが、現状の経営状況から

すると安易な増員はできない。事務職員数と学生数は、一概に比例するものではない

が、今後も専任の職員を増やすことなく、アルバイト等の非正規職員による対応をめ

ざすが、いかに大学運営事務と学生サービスの質保証ができるかが課題であり、引き

続き研修を含め能力開発を推進したい。

教職員の人事管理は、整備した諸規程に基づき、適正に行っている。

本学は開学 45 年となり、学内各所で老朽化した箇所が多くなってきているが、ここ

数年間の経営状況は厳しく、改修や修繕等が遅れる傾向にある。しかし、教育研究環

境の維持向上を図るため、今後は限られた予算のなかで優先順位を付け、物的資源の

整備を進めていく予定である。

各種設備に関するメンテナンスにおいては、業者に委託する定期点検等も含め、適

切に維持管理ができているが、学内各所で老朽化した施設設備が多くなっているため、

維持管理は重要課題となっている。これについても限られた予算のなかで優先順位を

付け、物的資源の整備を進めていく予定である。

こうした現状と将来計画を見定め、年次計画により準備を継続的に進めなければな

らないと考えている。

［テーマ］

基準Ⅲ-A 人的資源

（ａ）テーマ全体の自己点検・評価の要約

大垣女子短期大学の教員組織は、教育課程編成・実施の方針に基づき、短期大学設

置基準に定める教員数（43 名）を充足している。教員の年齢構成は非常勤講師を含め
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若手・中堅・ベテランとバランスよく構成している。人事に関する取扱いも、各種規

程に基づき適切に運営されている。

専任教員の研究活動（論文発表、学会活動、研修会参加等）は、教育活動に支障が

出ない範囲で教員個人が取り組み、その研究活動状況の一部は広報誌により公開して

いる。

科学研究費補助金は、平成25年度は 2名が応募したが残念ながら採択されなかった。

教員の研究活動に関する指針は、大垣女子短期大学研究倫理基準で定めている。こ

れは、学術研究が適切な方法で進められ、その信頼性と公平性を確保することを目的

として、研究者が研究遂行の上で遵守すべき行動や態度の倫理的基準を定めているも

のである。

本学には、毎年発行し既に 55 号を重ねた「紀要」があり、この他の媒体も含めて研

究成果発表の場は多い。

専任教員は全て、研究を行う十分な研究室を確保している。また、専任教員は本学

で勤務時間以外に、研究や研修等を行う時間が確保されている。授業がある期間は担

当授業時間以外は研究に充てることができる。夏期・春期等の長期に授業がない期間

は、基本的に全て研究等に充てることが可能（勤務免除）となるよう配慮している。

専任教員の留学、海外派遣、国際会議出席等に関しては、「研究費取扱規程」、「海外

旅費規程」が整備され、この規定により運用されている。

専任教員のＦＤ活動は、毎年夏、全教員参加の研修会を実施し、外部の研修会にも

参加している。また、学習成果を向上させるため、専任教員は毎週学科ごとで開く学

科会議に出席し、各学科長は毎月の学科長会議に出席し、学科間・教員間において積

極的に情報交換を図っている。また事務局に対しても、学科長会議・教職員懇談会等

において情報を共有するなど、連携を密にしている。

事務組織の責任体制は、学校法人大垣女子短期大学組織・職務権限規程において明

確化されており、各職員は事務を掌る専門的な職能を有している。

情報セキュリティー対策は、個人情報書類・パソコン等については、サーバー機を

含めそれぞれが施錠できる場所で管理し、夜間は外部業者に警備を依頼している。

事務局のＳＤ活動は、外部の各種団体主催の研修会に積極的に参加しており、また

毎年夏、教員のＦＤ研修会と同日に、全職員参加の研修会を実施するなど、事務職員

としての多方面にわたる研修を行っている。

更に事務局では、毎日の朝礼で建学の精神を唱和の後、業務報告・連絡によって連

携を密にしている

事務局では課長会議を月１回開き、その内容を各課員へ伝えることで積極的に情報

共有を図り、教員に対しても同様に連携を密にしている。

教職員の就業に関する規程を定めており監督官庁との連絡も怠っていない。

規程は全教職員に「グループウェア（グループセッション）で周知し、いつでも閲

覧できる状態にしている

教員の就業については、勤務表（前・後期別）に基づき、自らの責任の下で就業し

ている。職員は出退勤時刻を自らの責任の下で管理し、超過勤務をする場合は予め各

所属長の決裁を得た上で実施している。

なお教員・職員とも、出勤簿の押印によって日々の出勤管理がされている。

（ｂ）自己点検・評価に基づく改善計画

専任教員の募集は公募とし、独立行政法人科学技術振興機構が運営するＪＲＥＣ＝Ｉ
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Ｎ（研究者人材データベース）にその都度登録している。しかし適任を選任すること

が困難な面もあり、地域の各種研究機関との連携により、必要な人材確保をめざして

いきたい。

研究活動においては、過去に科学研究費補助金などの外部資金の獲得実績はあるが、

今年度の採択実績はなかった。そのため、科学研究費補助金をはじめとする各種の補

助金確保のため、引き続き教員の意識改革を促していきたい。

事務職員数は、他の短大平均値と比較すると少なめであるが、現状の経営状況から

すると安易な増員はできない。事務職員数と学生数は、一概に比例するものではない

が、今後も専任の職員数を増やすことなく、アルバイト等の非正規職員による対応を

めざすが、いかに大学運営事務と学生サービスの質保証ができるかが課題であり、引

き続き研修を含め能力開発を推進したい。

教職員の人事管理は、整備した諸規程に基づき、適正に行っている。

学内コンピュータ設備については、WindowsXP のサポート終了に伴う対象パソコン

の入替をすべく、約 100 台のうち年度末までに約 50 台の入替を行ったが、残り約 50

台の入替は次年度に持ち越すこととなった。また、周辺機器についてもできるだけ整

備し充実を図っているところではあるが、未だに充分とは言い切れず、最新機器への

更新、及びこれに携わる高度な知識を持った人材の育成などが必要である。

また、より自由度の高いネットワーク環境提供のため無線ＬＡＮ環境の整備が課題

であり、平成 24 年度には一部の教室等で試験的に無線ＬＡＮ環境を構築し運用を開始

し、新設の看護学科が主に使用するＩ号館１階には、部外者は利用できない対策を施

した上で無線ＬＡＮ環境を整え、日々ｉ-Ｐａｄを使用する看護学科学生のための環境

整備を行った。今後も要望をふまえ順次環境を増設していく予定である。また、これ

に伴ってセキュリティ対策を一層講じる必要が出てくることから、これに対応できる

人材の育成が急務である。

よって、特に看護学科においては外部機関の力を借りて、学生に対する情報セキュ

リチィ対策の冊子を作成し、同学科の全学生に配付するとともに、情報セキュリティ

教育を実施した。

資金収支差額のマイナスが数年間も続いており、財政状態の改善が大きな課題であ

る。看護学科開設に伴って平成 24 年度は多額の支出をしたが、平成 25 年度において

も相当の支出をしたことから、収支のバランスがイレギュラーな年度であった。各学

科が入学定員を確実に確保することで、収容定員が小規模な短大としての経営がはじ

めて成り立つが、財政基盤を安定させるには学生数の確保のほかない。

平成 25 年度に開設した看護学科の将来計画のほか他に、既存 4 学科をどのように運

営していくかの方向性を理事会が示し、それを全教職員が理解し、経営の安定化に向

かって構成員が一丸となれるかという計画を、現在策定中である。

［区分］

基準Ⅲ-A-1  学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて教員組織を整備

している。

［以下の観点に基づき現状と課題を記述］

（1）短期大学及び学科・専攻課程の教員組織が編成されている。

（2）短期大学及び学科・専攻課程の専任教員は短期大学設置基準に定める教員数を充

足している。
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（3）専任教員の職位は真正な学位、教育実績、研究業績、制作物発表、その他の経歴

等、短期大学設置基準の規定を充足している。

（4）学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて専任教員と非常勤教員（兼

任・兼担）を配置している。

（5）学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて補助教員を配置している。

（6）教員の採用、昇任はその就業規則、選考規程等に基づいて行っている。

（ａ）自己点検・評価を基にした現状

大垣女子短期大学の教員組織は、教育課程編成・実施の方針に基づき、短期大学設

置基準に定める教員数（43 名）を充足している。教員の年齢構成は若手・中堅・ベテ

ランとバランスよく構成している。非常勤講師は各学科が科目の重要性等を鑑みなが

ら委嘱しているが、補助教員は配置していない。教員の採用・昇任については、「教育

職員の採用に関する規程」および「教育職員資格基準に関する規程」に基づき適切に

行っている。

（ｂ）自己点検・評価を基にした課題

教員の欠員が生じた場合、独立行政法人科学技術振興機構が運営する ＪＲＥＣ＝

ＩＮ（研究者人材データベース）にその都度登録して公募している。しかし応募者数

はあっても業績や年齢等の条件が合わず、適任者を選任できないことがあった。また、

特定分野の人材補強のための公募については、応募者そのものがなかったこともあっ

た。

本学専任教員の公募条件に妥協をせず優秀な人材を確保し、設置基準数をクリアで

きる採用が安定的にできていくのかが今後の課題である。

基準Ⅲ-A-2  専任教員は、学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて教

育研究活動を行っている。

［以下の観点に基づき現状と課題を記述］

（1）専任教員の研究活動（論文発表、学会活動、国際会議出席等、その他）は学科・

専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて成果をあげている。

（2）専任教員個々人の研究活動の状況が公開されている。

（3）専任教員は、科学研究費補助金、外部研究費等を獲得している。

（4）専任教員の研究活動に関する規程を整備している。

（5）専任教員の研究成果を発表する機会（研究紀要の発行等）を確保している。

（6）専任教員が研究を行う教員室、研究室等を整備している。

（7）専任教員の研究、研修等を行う時間を確保している。

（8）専任教員の留学、海外派遣、国際会議出席等に関する規程を整備している。

（9）FD 活動に関する規程を整備している。

(10)規程に基づいて、FD 活動を適切に行っている。

（11）専任教員は、学習成果を向上させるために短期大学の関係部署と連携している。

（ａ）自己点検・評価を基にした現状

専任教員の研究活動（論文発表、学会活動、研修会参加等）は、教育活動に支障が
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出ない範囲で教員個人の意思意志に任せている。各教員の主な教育研究業績、所属学

会、社会的活動業績は、大学ホームページの「教員一覧」において広く公表している。

科学研究費は、申請はあるものの残念ながら採用されていない。

教員の研究活動に関する規程は、大垣女子短期大学研究倫理規程で定め、学術研究

が適切な方法で進められ、その信頼性と公平性を確保することを目的として、研究者

が研究遂行の上で遵守すべき行動や態度の倫理的基準を定めている。

本学には、毎年発行し既に 55 号を重ねた「紀要」があり、これらの研究成果はそれ

ぞれの学会に寄与し、学生教育に資す所も多大なものがある。なお、紀要の投稿につ

いては、大垣女子短期大学紀要投稿に関する内規に定め、運用している。

専任教員は全て、研究を行う研究室を確保している。研究室の面積は平均 24 ㎡程度

の広さがあり、オフィスアワー等を行う際でも十分に足りる広さを確保している。

専任教員には、本学での教育に費やす時間以外に、研究や研修等を行う時間が確保

されている。授業期間については週 32 時間の学内勤務としており、担当授業時間以外

は研究に充てられることになる。また、授業のない夏期・春期等の長期に授業がない

期間は、基本的に全て研究等に充てることが可能（勤務免除）となるよう配慮してい

る。

専任教員の留学、海外派遣、国際会議出席等に関する規程は、「研究費取扱規程」、「海

外旅費規程」を整備し、これらにより運用している。

専任教員のＦＤ活動は、毎年夏、全教員参加の研修会を実施するとともにし、外部

の研修会にも参加している。この全員参加の研修会の中身は、総合教育センターにて

企画・運営している。なおＦＤ活動に関する規程は整備していない。

学習成果を向上させるため、専任教員は毎週学科ごとで開く学科会議に出席し、各

学科長は毎月の学科長会議に出席し、学科間・教員間において積極的に情報交換を図

っている。また事務局に対しても、学科長会議・教職員懇談会等において情報を共有

するなど、学科との連携を密にしている。

（ｂ）自己点検・評価を基にした課題

本学は地方の小規模短大である利点を生かし、学生と教員とが日常的に頻繁にコミ

ュニケーションを図ることを重視しており、学生一人ひとりを大切にする教育を実践

している。これは全教員の教育活動に対する意識の高さと、努力の成果であると評価

している。

一方で研究活動においては、科学研究費補助金などの外部資金の獲得に向け、教員

の意識改革をさらに促していく必要がある。

一般に教育は、理論と技術、それに教育に携わるというこころ（教育の発展途上に

ある生徒・学生に対する愛情）の３本柱によって構成されていると考える。

現在、教育現場でＦＤが重視されているが、教育を実践する際の３本柱の一つであ

るどのように教育をするのが良いのかという、教育現場でのテクニックを論ずる場に

なっている可能性がある。少なくとも教育原理に基づいて教員は崇高な教育を担当し

ているという意識を持ち、教育者としての使命を十分に理解する必要がある。

グレッグ・アンダーソンによれば、「理想」＋「奉仕」×「情熱」＝「使命」として

いるが、この論を引用すれば、少なくとも教員は良い教育とは何かの理想を掲げ、学

生の教育に対する情熱を傾けることによって教員の使命が全うできると思われる。こ

の中でとくに「奉仕」という概念はややもすると薄れてきている現在においては貴重
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である。学業が振るわない生徒・学生に対して熱血教師は時間を度外視して分かるま

で教えるという姿勢は教員を聖職とみなしていた時代には良くみられていたように思

う。こういう混迷の続く社会である現代において、心身の悩み、家庭環境に悩む生徒・

学生が増えてきている。学業以外に多くの問題を抱えている。

今こそ、教員は自分の教育という人を作る崇高な仕事についているという自覚し、

その使命を全うする努力、姿勢を構築していくことが課題である。

基準Ⅲ-A-3  学習成果を向上させるための事務組織を整備している。

［以下の観点に基づき現状と課題を記述］

（1）事務組織の責任体制が明確である。

（2）専任事務職員は、事務をつかさどる専門的な職能を有している。

（3）事務関係諸規程を整備している。

（4）事務部署に事務室、情報機器、備品等を整備している。

（5）防災対策、情報セキュリティ対策を講じている。

（6）SD 活動に関する規程を整備している。

（7）規程に基づいて、SD 活動を適切に行っている。

（8）日常的に業務の見直しや事務処理の改善に努力している。

（9）専任事務職員は、学習成果を向上させるために関係部署と連携している。

（ａ）自己点検・評価を基にした現状

事務組織の責任体制は、学校法人大垣女子短期大学組織・職務権限規程において明

確化しており、各職員は事務を掌る専門的な職能を有している。

防災に関し、毎年度入学生全員に配付する「学生要覧」に、地震に対する学生の心

得ページを載せ、「東海地震判定会が招集された場合」、「注意警報が発令された場合」、

「突発的に地震が発生した場合」、「学外にいる場合」の 4 パターンにより、学生が取

るべき行動を分かりやすく指示している。

情報セキュリティー対策は、個人情報書類、パソコン等については、終業時には必

ず施錠して保管し、成績等の重要なデータについては、今年度から新たな教務システ

ムを導入したことから、そちらで一元管理しており、このシステムのサーバー機につ

いても施錠できる場所に設置し、夜間は外部業者に警備を依頼している。

事務局のＳＤ活動は、外部の各種団体主催の研修会に積極的に参加しており、事務

職員としての能力開発を行っている。また毎年夏、教員のＦＤ研修会と同日に、全職

員参加の研修会を実施し、事務職員としての多方面の研修を行っている。

更に事務局では、毎日の朝礼で建学の精神を唱和の後、業務報告・連絡によって連

携を密にしている。

事務局ではの課長会議を月１回開き、その内容を各課員へ伝えることで積極的に情

報共有交換を図り、教員に対しても同様に連携を密にしている。

（ｂ）自己点検・評価を基にした課題

事務職員の数は、他の短大平均値と比較すると少なめであるが、現状の経営状況か

らすると安易な増員はできない。事務職員数と学生数は、一概に比例するものではな

いが、今後も専任の職員数を増やすことなく、アルバイト等の非正規職員による対応

をめざすが、いかに大学運営事務と学生サービスの質保証ができるかが課題である。
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基準Ⅲ-A-4 人事管理が適切に行われている。

［以下の観点に基づき現状と課題を記述］

（1）教職員の就業に関する諸規程を整備している。

（2）教職員の就業に関する諸規程を教職員に周知している。

（3）教職員の就業を諸規程に基づいて適正に管理している。

（ａ）自己点検・評価を基にした現状

教職員の就業に関する規程は、「就業規則」をはじめ諸規程を整備しており、これら

の規程は全教職員が学内用 Web 掲示板（Group  Session）にて、いつでも閲覧できる

ようにしている。

教員の就業については、勤務表（前・後期別）にて教員自らが申告し、学科長を経

て学長が決裁した後、自らの責任の下で就業している。職員は、出退勤時刻を自らの

責任の下で管理し、超過勤務をする場合は予め所属長の決裁を得た上で実施している。

なお教員・職員とも、出勤簿の押印によって日々の出勤管理がされている。

（ｂ）自己点検・評価を基にした課題

特記事項なし。

［テーマ］

基準Ⅲ-B 物的資源

（ａ）テーマ全体の自己点検・評価の要約

校地に関しては、短期大学設置基準上十分な面積を有している。校舎に関しても同

様であり、各校舎間はすべてバリアフリー通路でつながり、障がい者対応のキャンパ

スとなっている。エレベーターは、Ｂ号館（4 階建）、Ｃ号館（3 階建）、Ｉ号館（3 階

建）に設置している。

体育館、講義室、演習室、実験実習室、情報処理学習室等の授業を行うための施設

も、規模、数ともに十分に整備している。

機器・備品は、学生及び職員からの要望に基づき整備しされ、点検も実施している。

また、コンピュータ教室等の情報機器の日常的なメンテナンスは、教職員が行ってお

り、放課後や授業がない時間帯も課題制作に取り組む学生に開放している。

図書館は十分な広さと蔵書を誇り、教育研究活動にふさわしい環境を整えている。

固定資産の管理に関しても規程の整備をし、管理や調達についても問題なく進めて

いる。

地震への備えと防犯対策に関しては、学生が理解すべき事項を学生要覧に掲載し、

注意を喚起している。

コンピュータシステムのセキュリティ対策は、定期的に外部有識者からコンピュー

タシステムの運用に関する助言を受けており、不正アクセスやコンピュータウィルス

等対策について、最善の措置を講ずることができるよう配慮している。

省エネルギー対策は、電力使用量の削減を図ると同時に電気料金も削減する一方、

学内の全構成員による省エネルギー対策に取り組んでいる。特に新設のＩ号館には、

省エネルギータイプの照明、冷暖房機器を使用している。
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（ｂ）自己点検・評価に基づく改善計画

本学は開学して 45 年となり、学内各所で老朽化した建物が多くなってきているが、

ここ数年間の経営状況はたいへん厳しい数字が続いており、改修や修繕等を先送りし

てきた。

しかし、このまま放置し続けては教育研究環境の低下は避けられないため、今後は

限られた予算内での優先順位を付け、物的資源の整備を進めなければならない。

業者に委託する定期点検等も含め、適切に維持管理ができているが、学内各所で老

朽化した施設設備が多くなっているため、維持管理は重要課題となっている。その中

でも一番大きな課題は、不具合個所の改修や修繕等に係る予算の捻出である。

こうした現状と将来計画を見定め、年次計画により準備を継続的に進めなければな

らないと考えており、次年度は喫緊の課題であるＣ号館空調の改修を行う計画である。

［区分］

基準Ⅲ-B-1  学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて校地、校舎、施

設設備、その他の物的資源を整備、活用している。

［以下の観点に基づき現状と課題を記述］

（1）校地の面積は短期大学設置基準の規定を充足している。

（2）適切な面積の運動場を有している。

（3）校舎の面積は短期大学設置基準の規定を充足している。

（4）校地と校舎は障がい者に対応している。

（5）学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて授業を行う講義室、演習

室、実験・実習室を用意している。

（6）通信による教育を行う学科の場合には、添削等による指導、印刷教材等の保管・

発送のための施設が整備されている。

（7）学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて授業を行うための機器・

備品を整備している。

（8）適切な面積の図書館又は学習資源センター等を有している。

（9）図書館又は学習資源センター等の蔵書数、学術雑誌数、AV 資料数及び座席数等

が十分である。

①購入図書選定システムや廃棄システムが確立している。

②図書館又は学習資源センター等に参考図書、関連図書を整備している。

(10)適切な面積の体育館を有している。

（ａ）自己点検・評価を基にした現状

大垣女子短期大学は、校地を 35,952 ㎡所有しており、短期大学設置基準を充足して

いる。そのうち運動場は、Ｉ号館の建設によって 8,322 ㎡となったが、日常の教育や

学生課外活動に支障がない適切な面積となっている。

校舎は、Ｉ号館の建設によって増加し、合計 21,847.95 ㎡となり、短期大学設置基

準を充足している。各校舎間はすべてバリアフリー通路でつながっており、障がい者

対応のキャンパスとなっている。エレベーターは、Ｂ号館（4 階建）、Ｃ号館（3 階建）、

Ｉ号館（3 階建）に設置している。

体育館は 2 階建で、1,928 ㎡の面積があり、教育課程上適切な広さとなっている。

講義室は全 16 室、演習室は全 18 室、実験実習室は全 61 室、情報処理学習室は全 2
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室を用意し、授業を行うための十分な整備がされている。

授業を行うための機器・備品は、教員及び学生からの要望に基づき整備している。

講義室に設置している視聴覚機器などの点検は半期ごとに行っており、不良箇所があ

れば随時修理をしている。楽器についても半期ごとに専門業者による調律等を行って

おり、修理の必要があればその都度業者に対応の依頼をしている。吹奏楽楽器は、大

編成ができる種類と数量の楽器を所有しており、特に打楽器については名品を揃えて

いる。コンピュータ教室等の情報機器は、放課後や授業がない時間帯も課題制作に取

り組む学生が多いことから、異常発生の都度、職員が対応している。また、バージョ

ンアップが必要になれば担当教員がデータのインストール等の対応を行っている。

歯科臨床実習用ユニットに関しては、教育の一環として教員の指導のもとに、1 か

カ月に 1 回学生たちが簡単な点検及び業者による定期点検を行っている。なお今年度

は、老朽化したＧ２０２教室の全面改修を行い、ユニットや視聴覚機器も最新のもの

に更新した。

図書館は 1,013 ㎡の面積を所有し、図書は 102,587 冊、ＣＤやＤＶＤなど視聴覚資

料は 1,515 点を有し、閲覧室には 96 席を設けて学習、読書にふさわしい環境を整えて

いる。また図書購入については、「学科推薦」、「学生希望」、「図書館推薦」として選定

を進め、「経理規程」「固定資産及び物品管理規程」「図書管理に関する規程」により実

施している。特に学生希望の図書についてはリクエストボックスを設けて早い対応に

あたっている。また、廃棄システムについては、「経理規程」「固定資産及び物品管理

規程」「図書管理に関する規程」により実施している。

平成 23 年度前期に行った図書館利用アンケートを見ると、利用している学生は 71％

と高い割合となっているが、利用回数でみると年に数回との回答が 27％もいて、利用

促進対策の必要性を感じている。今後の課題は、増える図書の収納と急速に進む電子

図書への対応、そして電子図書館の全体像を描き迅速に進めることと考えている。

（ｂ）自己点検・評価を基にした課題

本学は開学して 45 年となり、学内各所で老朽化した箇所が多くなってきているが、

ここ数年間の経営状況は厳しく、改修や修繕等が遅れる傾向にある。しかし、教育研

究環境の維持向上を図るため、今後は限られた予算のなかで優先順位を付け、物的資

源の整備を進めていく予定である。

基準Ⅲ-B-2  施設設備の維持管理を適切に行っている。

［以下の観点に基づき現状と課題を記述］

（1）固定資産管理規程、消耗品及び貯蔵品管理規程等を、財務諸規程を含め整備して

いる。

（2）諸規程に従い施設設備、物品（消耗品、貯蔵品等）を維持管理している。

（3）火災・地震対策、防犯対策のための諸規則を整備している。

（4）火災・地震対策、防犯対策のための定期的な点検・訓練を行っている。

（5）コンピュータシステムのセキュリティ対策を行っている。

（6）省エネルギー・省資源対策、その他地球環境保全の配慮がなされている。

（ａ）自己点検・評価を基にした現状

固定資産の管理は、経理規程第 32 条から 38 条にて整備している。併せて「固定資
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産及び物品管理規程」や、「固定資産及び物品調達規程」も整備している。

火災・地震対策に関しては、「防火防災管理規程」を見直している。また、地震への

備えと防犯対策に関しては、学生が注意すべき事項を学生要覧に掲載し、注意を喚起

している。火災・地震対策の訓練として、地震体験車による訓練を実施した。

コンピュータシステムのセキュリティ対策は、定期的に外部有識者からコンピュー

タシステムの運用に関する助言を受けており、不正アクセスやコンピュータウィルス

等対策について最善の対策が取れるよう配慮している。

省エネルギー対策は、不要な照明をこまめに消すなど電力使用量の削減を図ってい

る。

日常的な省エネルギー対策として、学内の空調機の設定温度は、夏期 28℃、冬期 18℃

に設定し、更に電力使用量の削減を図っている。また事務局内において、離席時や昼

休みの休憩時等には不要な照明を小まめに消灯することを徹底している。

（ｂ）自己点検・評価を基にした課題

業者に委託する定期点検等も含め、適切に維持管理ができているが、学内各所で老

朽化した施設設備が多くなっているため、維持管理は重要課題となっている。今後、

不具合箇所の改修や修繕等に係る予算を計画的に配分していきたい。

［テーマ］

基準Ⅲ-C 技術的資源をはじめとするその他の教育資源

（ａ）テーマ全体の自己点検・評価の要約

学科の教育課程編成・実施の方針に基づいて、学生の学習支援及び情報処理能力の

向上のために、必要な学内ＬＡＮ設備・コンピュータ設備を整備し提供している。ま

た、授業時間外にも活用できるようにコンピュータ教室の使用状況について配慮して

おり、コンピュータ教室以外にもパソコンをできるだけ整備し、充実を図っている。

特に新築のＩ号館１階にパソコンコーナーを設け、９台のパソコンを設置して学生に

開放している。

（ｂ）自己点検・評価に基づく改善計画

学内のパソコン等コンピュータ関連設備については、できるだけ整備しているとこ

ろであり、特にコンピュータ教室以外のパソコンについては、利用率を高めるための

環境整備の一環として、新築のＩ号館にパソコンコーナーを設け、９台のパソコンを

設置した。一方、機器性能の向上に伴う改善の計画的な提議及びこれに携わる高度な

知識を持った人材の育成が必要である。

また、より自由度の高いネットワーク環境提供のため、無線ＬＡＮ環境の整備が課

題であるが、平成 24 年度には一部の教室等で試験的に無線ＬＡＮ環境を構築し運用を

開始し、新設の看護学科が主に使用するＩ号館１階には、部外者は利用できない対策

を施した上で無線ＬＡＮ環境を整え、日々ｉ-Ｐａｄを使用する看護学科学生のための

環境整備を行った。今後も要望をふまえ順次環境を増設していく予定である。また、

これに伴ってセキュリティ対策を一層講じる必要が出てくることから、これに対応で

きる人材の育成が急務である。

よって、特に看護学科においては外部機関の力を借りて、学生に対する情報セキュ

リチィ対策の冊子を作成し、同学科の全学生に配付するとともに、情報セキュリティ



大垣女子短期大学

- 73 -

教育を実施した。

［区分］

基準Ⅲ-C-1  短期大学は、学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて学

習成果を獲得させるために技術的資源を整備している。

［以下の観点に基づき現状と課題を記述］

（1）学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて技術サービス、専門的な

支援、施設、ハードウェア及びソフトウェアの向上・充実を図っている。

（2）学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて情報技術の向上に関する

トレーニングを学生及び教職員に提供している。

（3）技術的資源と設備の両面において計画的に維持、整備し、適切な状態を保持して

いる。

（4）学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて技術的資源の分配を常に

見直し、活用している。

（5）教職員が学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて授業や学校運営

に活用できるよう、学内のコンピュータ整備を行っている。

（6）学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて、学生の学習支援のため

に必要な学内 LAN を整備している。

（7）教員は、新しい情報技術などを活用して、効果的な授業を行うことができる。

（8）学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて学生支援を充実させるた

めに、コンピュータ利用技術を向上させている。

（9）学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて授業を行うコンピュータ

教室、マルチメディア教室、CALL 教室等の特別教室を整備している。

（ａ）自己点検・評価を基にした現状

学科の教育課程編成・実施の方針に基づいて、学生の学習支援及び情報処理能力の

向上のために、必要な学内ＬＡＮ設備、コンピュータ関連設備を整備し提供している。

また、授業時間外にも活用できるようにコンピュータ教室の使用状況について配慮し

ており、コンピュータ教室以外にもパソコンをできるだけ整備し、充実を図っている。

学科ごとでは、デザイン美術科においてはコンピュータグラフィック、アニメーシ

ョン制作等にかかるソフトウェアの充実とハードウェアの性能向上を図っており、コ

ンピュータ教室のソフトウェア及びハードウェアの最新機種を導入・整備する予定で

ある。

音楽総合科においては、学生自ら作編集した楽譜、または録音から起こした楽譜を

作成する、専用のコンピュータ教室を整備している。

歯科衛生科においては、近年多くの歯科医院等が、レントゲン写真撮影について従

来のレントゲンフィルムを使用した撮影から、デジタルＸ線装置での撮影に移行して

いるという現状を踏まえ、デジタルＸ線装置を導入・整備し、専門的なコンピュータ

の利用技術の向上を図っている。特に新築のＩ号館１階にパソコンコーナーを設け、

９台のパソコンを設置して学生に開放している。

（ｂ）自己点検・評価を基にした課題

前述のとおり、学内のパソコン等コンピュータ関連設備については、できるだけ整
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備しているところであり、特にコンピュータ教室以外のパソコンについては、利用率

を高めるための環境整備の一環として、新築のＩ号館にパソコンコーナーを設け、９

台のパソコンを設置した。一方、機器の性能の向上に伴う改善の計画的な提議及びこ

れに携わる高度な知識を持った人材の育成が必要である。

また、より自由度の高いネットワーク環境提供のため、無線ＬＡＮ環境の整備が課

題であるが、平成 24 年度には一部の教室等で試験的に無線ＬＡＮ環境を構築し運用を

開始し、新設の看護学科が主に使用するＩ号館１階には、部外者は利用できない対策

を施した上で無線ＬＡＮ環境を整え、日々ｉ-Ｐａｄを使用する看護学科学生のための

環境整備を行った。今後も要望をふまえ順次環境を増設していく予定である。また、

これに伴ってセキュリティ対策を一層講じる必要が出てくることから、これに対応で

きる人材の育成が急務である。

よって、特に看護学科においては外部機関の力を借りて、学生に対する情報セキュ

リチィ対策の冊子を作成し、同学科の全学生に配付するとともに、情報セキュリティ

教育を実施した。

特に歯科衛生科においてはデジタルＸ線装置を導入したが、より歯科医療の現場に

近づけるためには、デジタルＸ線装置と歯科診療台との間で情報の連携をするシステ

ムの導入などが課題である。

［テーマ］

基準Ⅲ-D 財的資源

（ａ）テーマ全体の自己点検・評価の要約

過去 3 年間の資金収支差額及び消費収支差額は、マイナスとなっている。支出超過

の第一の理由は入学定員の未充足であるが、平成 22 年度より４学科の入学定員を全て

50 名に変更したことで、充足率の若干の改善は見られたが、依然として厳しい状況に

は変わりない。こうした中、幸い本法人は金融機関等からの借入金が全くない財政状

態であり、定員確保ができれば短期大学として存続が可能であり、健全な財政状態の

維持ができる。そのために全学を挙げて学生獲得に向けて全力を傾注している。

引当特定資産については、奨学金引当特定資産で 2 億円、減価償却引当特定資産で

11.2 億円が引き当てられている。退職金引当特定資産は、平成 18 年度に全教職員の

退職金制度を廃止（清算）したので、該当はない。

資金運用は、学校法人大垣女子短期大学資金運用規程に基づき、堅実な定期預貯金

及び国債のみの運用としており、適切に行っている。

帰属収入に対する教育研究経費の割合は、平成 21 年度が約 35％、平成 22 年度が約

32％、平成 23 年度が約 34％であり、健全な値となっている。

定員充足率は、平成 22 年度に入学定員減を行ったことにより、その年の入学定員充

足率は 100％を確保できたが、以降は残念ながら入学定員、収容定員ともに確保でき

ずに至っている。収容定員充足率 100％が確保できてはじめて大学経営の安定化が確

保できるものであり、未充足の現況下では、人件費や経費の予算圧縮方針は変えてい

ない。

学校法人大垣女子短期大学は、平成 24 年度より、学校法人日本中央学園日本中央看

護専門学校（3 年課程）を傘下に入れ、大垣女子短期大学とともに看護専門学校の経

営にも参画することとした。またその専門学校への経営参画を足がかりに、平成 25 年

度に、大垣女子短期大学看護学科（3 年課程・女子のみ）を設置した。
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本学では平成 23 年度より、全学的な学生募集プロジェクトとして、各学科長を中心

とした組織を立ち上げた。従来からある事務局における募集・広報活動とは別に、各

学科からの意見やアイデアをくみ上げ、行動に移し、積極的な募集展開を目指すもの

であり、プロジェクト用の別予算を計上している。

各学科における経費予算は、法人本部より各学科へ収容定員充足率を基に目標値を

示し、学科はその範囲内で策定を行っている。

学内に対して経営情報を、毎年決算理事会（5 月）後に「理事会広報」として、学

内用ネット掲示板（Group  Session）にて公開し、全教職員が危機意識の共有化を図

れるようにしている。

（ｂ）自己点検・評価に基づく改善計画

資金収支差額及び消費収支差額のマイナスが数年間も続いており、財政状態の改善

が大きな課題である。各学科が入学定員を確実に確保することで、収容定員の小規模

短大としての経営がはじめて成り立つので、財政基盤を安定させるには学生数の確保

の他ない。

平成 25 年度に開設した看護学科の将来計画の他に、既存 4 学科をどのように運営し

ていくかの方向性を理事会が示し、それを全教職員が理解し、経営の安定化に向かっ

て構成員がさらに一丸となれるかという計画を現在策定中である。

［区分］

基準Ⅲ-D-1  財的資源を適切に管理している。

［以下の観点に基づき現状と課題を記述］

（1）資金収支及び消費収支は、過去 3 年間にわたり均衡している。

（2）消費収支の収入超過又は支出超過の状況について、その理由を把握している。

（3）貸借対照表の状況が健全に推移している。

（4）短期大学の財政と学校法人全体の財政の関係を把握している。

（5）短期大学の存続を可能とする財政が維持されている。

（6）退職給与引当金等が目的どおりに引き当てられている。

（7）資産運用規程を整備するなど、資産運用が適切である。

（8）教育研究経費は帰属収入の 20％程度を超えている。

（9）教育研究用の施設設備及び学習資源（図書等）についての資金配分が適切である。

（10）定員充足率が妥当な水準である。

（11）収容定員充足率に相応した財務体質を維持している。

（ａ）自己点検・評価を基にした現状

過去３年間の資金収支差額及び消費収支差額は、残念ながらマイナスとなっている。

支出超過の第一の理由は入学定員の未充足であるが、平成 22 年度より 4 学科の入学定

員を全て 50 名に変更したことで、充足率の若干の改善は見られたが、依然として厳し

い状況には変わりない。こうした中、幸い本法人は金融機関等からの借入金が全くな

い財政状態であり、定員確保ができれば短期大学として存続が可能であり、健全な財

政状態の維持ができる。

引当特定資産については、奨学金引当特定資産で 2 億円、減価償却引当特定資産で

11.2 億円が引き当てられている。退職金引当特定資産は、平成 18 年度に全教職員の
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退職金制度を廃止（清算）したので、該当はない。

資金運用は、学校法人大垣女子短期大学資金運用規程に基づき、適切に行われてい

る。

帰属収入に対する教育研究経費の割合は、平成 21 年度が約 35％、平成 22 年度が約

32％、平成 23 年度が約 34％であり、健全な値となっている。

定員充足率は、平成 22 年度に入学定員減を行ったことにより、その年の入学定員充

足率は 100％を確保できたが、以降は残念ながら入学定員、収容定員ともに 100％は確

保できずに至っている。収容定員充足率 100％が確保できてはじめて大学経営の安定

化が確保できるものであり、その充足に向けて全教職員懸命に努力しているが、未充

足の現況下では、人件費や経費の予算圧縮方針は変えていない。

（ｂ）自己点検・評価を基にした課題

資金収支差額及び消費収支差額のマイナスが数年間も続いている財政状態が大きな

課題である。各学科が入学定員を確実に確保することで、収容定員が小規模な短大と

しての経営がはじめて成り立つので、財政基盤を安定させるには学生数の確保の他な

い。

基準Ⅲ-D-2 量的な経営判断指標等に基づき実態を把握し、財政上の安定を確保するよ

う計画を策定し、管理している。

［以下の観点に基づき現状と課題を記述］

（1）短期大学の将来像が明確になっている。

（2）短期大学の強み・弱みなどの客観的な環境分析を行っている。

（3）経営実態、財政状況に基づいて、経営（改善）計画を策定している。

①学生募集対策と学納金計画が明確である。

②人事計画が適切である。

③施設設備の将来計画が明瞭である。

④外部資金の獲得、遊休資産の処分等の計画を持っている。

（4）短期大学全体及び学科・専攻課程ごとに適切な定員管理とそれに見合う経費（人

件費、施設設備費）のバランスがとれている。

（5）学内に対する経営情報の公開と危機意識の共有ができている。

（ａ）自己点検・評価を基にした現状

学校法人大垣女子短期大学は、平成 24 年度から、それまで学校法人日本中央学園が

運営していた日本中央看護専門学校（3 年課程）を傘下に入れ、短期大学に加えて看

護専門学校の経営にも参画し、2 年目を迎えた。また、その専門学校への経営参画を

足がかりに、平成 25 年度に大垣女子短期大学に看護学科を設置した。

看護学科は、特色ある既存の 4 学科に加え、5 つ目の学科となったことで、5 学科全

てが相乗効果で発展することを目指し、ひいては法人全体の経営安定化に寄与できる

ものと考え、この効果が随所で現れ始めているが、まだまだ発展途上にある。

今回の看護学科の設置計画は、本法人にとって積極的な経営判断であるとともに、

失敗が許されない大きな舵切りでもあった。今まで、既存 4 学科の将来性は 18 歳人口

の減少で厳しいが、看護学科の構想は安定経営を目指す最後の切り札と言っても過言

ではない。現在の定員割れの最大の原因は、多くの短期大学幼児教育科が２年制であ
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るのに、本学が３年制の教育課程を採用していることが挙げられる。今こそ幼児教育

の３年制の魅力を最大限にアピールして定員確保のための努力を進めることである。

財政基盤が不十分な本法人は、今回の看護学科設置計画において、地元大垣市から

の助成をはじめ、地元企業の寄附金が寄せられた。

しかしながら看護学科が設置されたことで、現在未解決となっている定員充足率や

法人経営が一気に安定化するとは考えていない。各学科が自己責任の下で、確実に定

員を確保することで、初めて法人全体の安定化が図られる。

本学では平成 23 年度より、全学的な学生募集プロジェクトとして、各学科長を中心

とした組織を立ち上げた。従来からある事務局における募集・広報活動とは別に、各

学科からの意見やアイデアを汲み上げ、行動に移し、積極的な募集展開を目指すもの

であり、プロジェクト用の別予算を計上している。

各学科における募集活動は、定員の充足をめざして法人本部より示される募集戦略

に基づき、様々な施策を講じている。

学内に対して経営情報を、毎年決算理事会（5 月）後に「理事会広報」として、学

内用ネット掲示板（Group  Session）にて公開し、全教職員が危機意識の共有化を図

れるようにしている。

（ｂ）自己点検・評価を基にした課題

平成 25 年度に開設した看護学科の将来計画の他に、既存 4 学科をどのように運営し

ていくかの方向性を理事会が示し、それを全教職員が理解し、経営の安定化に向かっ

て構成員がさらに一丸となれるかが課題である。

◇ 基準Ⅲについての特記事項

特記事項なし。
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【基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス】

（ａ）基準Ⅳの自己点検・評価の要約

学校法人大垣女子短期大学の理事会は、寄附行為に基づき構成しており、平成 25 年

度は 10人の理事で構成した。理事長は、平成 13年度に理事就任以降 10年余にわたり、

建学の精神及び教育理念・目的を理解の上、学校法人を代表し業務を総理し、法人の

発展に寄与している。

学長は、大垣女子短期大学学長選出・任命等規程に基づき選任され、強力なリーダ

ーシップを発揮している。学長は、大学運営に関し全教職員から信頼され、建学の精

神に基づき、学生への教育の質の保証に向けて、常に向上・充実の努力をしている。

教授会は、学則の下に設置され、教育活動について重要な事項を審議、議決してい

る。教授会では、三つの方針「学位授与の方針」「教育課程・編成の方針」「入学者受

け入れの方針」が明確に示され、その結果が「学習成果」に結び付き、最終的には「建

学の精神の具現化」につながる認識を有している。

また、学長の諮問機関として教授会の下に各種の委員会を設置し、それぞれの委員

会規程に基づいて運営し、その内容について熟知するなど学長の諮問機関の役割を果

たしている。

監事は、寄附行為に基づき、学校法人の業務及び財産の状況について、監査を確実

に実施している。

決算監査については、法人運営・教育活動・財務状況について事務局担当者が監事

に対して詳細な説明をし、幹事は規程に基づき適正に監査を実施している。

評議員会は、寄附行為に基づき、構成している。また評議員会は、定めのとおり、

理事長においてあらかじめ評議員会の意見を聞く体制の下で運営している。

学校法人は、アクションプラン2013に基づいた事業計画を前年9月末までに決定し、

その後年末を目途に予算編成を行っている。

日常の出納業務は総務課経理担当者が行い、総務課長、事務局長を経て理事長に報

告されている。

計算書類・財産目録は、学校会計基準に則り、かつ公認会計士の指導の下、経営状

況及び財産状態を適正に表示している。

資産及び資金の管理・運用は、規程に基づき、安全かつ適正に管理している。

月次試算表は総務課経理担当者が毎月作成し、総務課長、事務局長を経て常勤の理

事、常務理事、副理事長、理事長に報告している。

教育情報はホームページにて公表し、財務情報も学校教育法施行規則、私立学校法

の規定に基づき公開している。

（ｂ）基準Ⅳの自己点検・評価に基づく行動計画

理事は、寄附行為に定めたとおり選任し、バランスよく構成され、理事会は適切に

運営している。今後は理事会の開催回数も含め、理事相互の連携を図るなどして、一

層活性化させていくことが検討課題である。

各種委員会の構成である教員の数は、各学科から平等な人数で選抜していることか

ら、学科によっては負担の大きい教員も生まれている。今後負担増とならないよう配

慮していきたい。

評議員は、寄附行為に定めたとおり選任し、バランスよく構成され、評議員会は適

切に運営している。

様式 9－基準Ⅳ
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理事長のリーダーシップの下、理事の結束力で確実な運営ができている。しかし、

今後さらに変化の激しくなる社会情勢の中で、理事会の判断は一層難しいものになる

と予測されるので、意思の疎通、共通理解を図っていかなければならない。

［テーマ］

基準Ⅳ-A 理事長のリーダーシップ

（ａ）テーマ全体の自己点検・評価の要約

学校法人大垣女子短期大学の理事会は、寄附行為第 5 条（役員）のとおりに構成し

ている。理事長は平成 12 年度から本学の教授を務め、平成 13 年度に理事就任以降 10

年余にわたり、建学の精神及び教育理念・目的を理解の上、学校法人を代表し業務を

総理し、法人の発展に寄与している。

（ｂ）自己点検・評価に基づく改善計画

理事会は寄附行為に定められたとおり選任し、バランスよく構成し適切に運営して

いるが、本学の将来を考えた場合、今後は、若手の学内者や学内外の高等教育に精通

した経験者等を理事に抜擢するなどして、さらに活性化させていくことが検討課題で

ある。

［区分］

基準Ⅳ-A-1  理事会等の学校法人の管理運営体制が確立している。

［以下の観点に基づき現状と課題を記述］

（1）理事長は、学校法人の運営全般にリーダーシップを適切に発揮している。

①理事長は、建学の精神及び教育理念・目的を理解し、学園の発展に寄与できる者

である。

②理事長は、学校法人を代表し、その業務を総理している。

③理事長は、毎会計年度終了後 2 月以内に、監事の監査を受け理事会の議決を経た

決算及び事業の実績（財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書）を評

議員会に報告し、その意見を求めている。

（2）理事長は、寄附行為の規定に基づいて理事会を開催し、学校法人の意思決定機関

として適切に運営している。

①理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督している。

②理事会は理事長が招集し、議長を務めている。

③理事会は、第三者評価に対する役割を果たし責任を負っている。

④理事会は、短期大学の発展のために、学内外の必要な情報を収集している。

⑤理事会は、短期大学の運営に関する法的な責任があることを認識している。

⑥学校法人は、私立学校法の定めるところに従い、情報公開を行っている。

⑦理事会は、学校法人運営及び短期大学運営に必要な規程を整備している。

（3）理事は法令に基づき適切に構成されている。

①理事は、学校法人の建学の精神を理解し、その法人の健全な経営について学識及

び見識を有している。

②理事は、私立学校法第 38 条（役員の選任）の規定に基づき選任されている。

③学校教育法第 9 条（校長及び教員の欠格事由）の規定は、寄附行為に準用されて

いる。
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（ａ）自己点検・評価を基にした現状

学校法人大垣女子短期大学の理事会は、寄附行為第 5 条（役員）のとおり、理事 10

人、監事 2 人で構成している。現員は、理事長のほかに法人の将来に向けて安定を図

るために副理事長 1 人、常務理事 1 人を置いている。

理事長は平成 12 年度から本学の教授を務め、平成 13 年度に理事就任以降 10 年余に

わたり、建学の精神及び教育理念・目的を理解の上、学校法人を代表し業務を総理し、

法人の発展に寄与している。

（ｂ）自己点検・評価を基にした課題

理事会は寄附行為に定められたとおり選任し、バランスよく構成され適切に運営が

されている。しかし本学の将来を考えた場合、今後は、若手の学内者や学内外の高等

教育に精通した経験者等を理事に抜擢するなどして、さらに活性化させて行くことが

検討課題である。

［テーマ］

基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップ  

（ａ）テーマ全体の自己点検・評価の要約

学長は、大垣女子短期大学学長選出・任命等規程に基づき選任され、教学運営の職

務遂行に努め、強力なリーダーシップを発揮している。学長は大学運営に関し全教職

員から信頼され、建学の精神に基づき、学生への教育の質の保証に向けて、常に向上・

充実の努力をしている。

学長は理事長を兼務し、法人部門においては将来構想の策定、教学部門においては

教育研究の充実に向けた実践計画の策定に取り組むなどその任務は多岐にわたる。今

後の本学における教育研究活動をさらに充実させるために、平成 24 年度から副学長 2

人を置いている。

教授会は、学則の下に設置され、大垣女子短期大学教授会規程に基づき学長が議長

となり、短期大学の教育活動について重要な事項を審議、議決している。

教授会では、三つの方針「学位授与の方針」「教育課程・編成の方針」「入学者受け

入れの方針」が明確に示され、その結果が「学習成果」に結び付き、最終的には「建

学の精神」の具現化」につながると認識している。

学長は、各種の委員会を設置し、委員会規程に基づいて適切に運営している。

（ｂ）自己点検・評価に基づく改善計画

本学教員は、教学に関するいくつかの委員会の構成員になっており、負担のかかる

教員もいる。この片寄った負担が、本来の教育研究活動に影響を及ぼさないような配

慮と配置を考慮を考慮したい。

また、地域貢献の一環として、平成 25 年度には第 6 回「学術シンポジウム」を「在

宅ケアにおける音楽療法」として開催した（平成 20 年度から継続して開催）。従来の

幼児教育科、デザイン美術科、音楽総合科、歯科衛生科の 4 学科に看護学科を加え、

未来に向けてさらに本学が前進しようとする意志表示を内外に示すことを考えている。

ちなみにこの新しい看護学科の教育のキーワードは、看護の基礎となる学問の知識

の獲得と思考力、看護の実践力、チーム医療の担い手の中心としての協働・協調能力、
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終身におよぶ知識の習得と技術を磨くという自律性の養成という 4 本柱としている。

従来の高校時代までの知識習得という学びから、いろいろな難問を自分自身で解決

できるよう自ら学ぶこころ、Active Learning へのギアチェンジを明確に打ち出して

いく。

［区分］

基準Ⅳ-B-1  学習成果を獲得するために教授会等の短期大学の教学運営体制が確立し

ている。

［以下の観点に基づき現状と課題を記述］

（1）学長は、短期大学の運営全般にリーダーシップを発揮している。

①学長は人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学運営に関し識見を有すると認めら

れる者である。

②学長は建学の精神に基づく教育研究を推進し、短期大学の向上・充実に向けて努

力している。

③ 学長は学長選考規程等に基づき選任され、教学運営の職務遂行に努めている。

（2）学長は、教授会を学則等の規定に基づいて開催し、短期大学の教育研究上の審議

機関として適切に運営している。

①教授会を審議機関として適切に運営している。

②教授会は、教授会規程等に基づき教授会を開催し、併設大学と合同で行う場合に

は、その規程を有している。

③教授会の議事録を整備している。

④教授会は、学習成果及び三つの方針に対する認識を有する。

⑤学長又は教授会の下に教育上の委員会等を設置し、設置規程等に基づいて適切に

運営している。

（ａ）自己点検・評価を基にした現状

学長は、大垣女子短期大学学長選出・任命等規程に基づき選任され、教学運営の職

務遂行に努め、強力なリーダーシップを発揮している。学長は人格が高潔で、学識に

優れ、大学運営に関し全教職員から認められており、建学の精神に基づき、学生への

教育の質の保証に向けて、常に向上・充実の努力をしている。

本学では、「保護者満足度調査」、「学生満足度調査」、「初年次教育調査」、「教育環境

調査」、「授業評価」、「授業交流会」、「初年次総合教育」、「教養学習支援講座」など、

学長のリーダーシップの下、調査、検証を繰り返しており、建学の精神に基づいた学

習成果の保証に向け、日々努力している。

本学は文化都市、大垣市及び西濃地区の知の拠点としての様々な取組を行っている。

特に、学長の強いリーダーシップの下に、本学がもつ教育研究の成果を広く市民にア

ピールする機会を「学術シンポジウム」として設け、5 年前から実施している。その

概要は次のとおりである。

回数 日程 テーマ 主管

第 1 回 H20.7.6 口腔感染症と全身の健康を考える 歯科衛生科

第 2 回 H21.5.31 子どもの成長・発育における食育 歯科衛生科

第 3 回 H22.6.27 子育て支援について考える 幼児教育科
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第 4 回 H23.12.3 似顔絵の世界～描く楽しさ、描かれ

る楽しさ～

デザイン美術科

第 5 回 H24.10.6 医療現場 あなたはどんな看護師を

望みますか

平成25年度開設予定

の看護学科と日本中

央看護専門学校

第 6 回 H26.3.2 在宅ケアにおける音楽療法 音楽総合科

教授会は、大垣女子短期大学学則第 48 条（教授会）の下に設置され、大垣女子短期

大学教授会規程第 4 条（会議の招集）に基づき学長が議長となり、短期大学の教育活

動について重要な事項を審議、議決している。開催は月 1 回を原則とし、学長の判断

でそのつど臨時開催している。議事録は、教授会規程第 9 条（記録）に基づき、教務

課において作成し保管している。

教授会では、三つの方針「学位授与の方針」「教育課程・編成の方針」「入学者受け

入れの方針」が明確に示され、その結果が「学習成果」に結び付き、最終的には「建

学の精神の具現化」につながると認識している。

学長は、各種の委員会を設置し、それぞれの委員会規程に基づいて適切に運営して

いる。議事録は、委員会庶務を担当する事務局各課において作成され、適切に保管さ

れている。

（ｂ）自己点検・評価を基にした課題

本学教員は、教学に関するいくつかの委員会の構成員になっており、これによって

負担のかかる教員もいる。この負担が、本来の教育研究活動に影響を及ぼさないよう

な配置を考慮したい。

従来の高校時代までの知識習得という学びから、Active Learning へのギアチェン

ジを明確に打ち出していく。

教育系、医療系、芸術系と多様な学科を有する本学ならでこそ可能な、広い分野に

わたる知識やＴＰＯに応じて問題に対処できる知識を修得したり、人間性を備えた人

材の育成のための教育を実現することをとおして、本学全体が社会に認められる高等

教育機関としての地位の確立をめざし、新たな企画を実行に移している。そうした取

組を本学の構成員全てが積極的、意欲的に参画できる意識改革が課題となっている。

［テーマ］

基準Ⅳ-C ガバナンス

（ａ）テーマ全体の自己点検・評価の要約

監事は、寄附行為に基づき、学校法人の業務及び財産の状況について、監査を確実

に実施している。また、理事会に出席をして、学校法人の業務及び財産の状況につい

て監査を実施している。

決算監査については、法人運営・教育活動・財務状況について公認会計士立ち会い

のもと事務局担当者が説明をし実施している。監査結果については毎会計年度、監査

報告書を作成し、会計年度終了後 2 か月以内に理事会及び評議員会に提出している。

評議員会は、寄附行為に基づき、構成している。また評議員会は、定めのとおり、

理事会の諮問機関としてあらかじめ評議員会の意見を聞く体制で運営をしている。

学校法人は、アクションプラン 2013 に基づいた事業計画を、前年 9 月末までに決定

し、その後年末を目途に予算編成を行っている。
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日常の出納業務は総務課経理担当者が行い、総務課長、事務局長を経て常勤の理事、

常務理事、副理事長、理事長に報告している。

計算書類・財産目録は、学校会計基準に則り、かつ公認会計士の指導の下、経営状

況及び財産状態を適正に表示している

公認会計士は監事の決算監査に立ち会い、監事からの質疑に対して分かりやすく適

切に対応している。

資産及び資金の管理・運用は、規程に基づき、安全かつ適正に管理している。

寄付金の募集は現在、卒業生に対し、在学生への奨学金を目的として行っている。

月次試算表は経理担当者が毎月作成し、総務課長、事務局長を経て常勤の理事、常

務理事、副理事長、理事長に報告している。

教育情報はホームページにて公表しているが、財務情報も学校教育法施行規則、私

立学校法の規定に基づき公開している。

（ｂ）自己点検・評価に基づく改善計画

評議員は、寄附行為に定めたとおり選任し、バランスよく構成され、評議員会は適

切に運営している。

理事長のリーダーシップの下、役員の結束力で確実な理事会運営ができている。し

かし、今後さらに変化の激しくなる社会情勢の中で、理事会の経営判断はたいへん難

しいものになると予測されるので、適切な判断ができるよう意思の疎通の向上ととも

に確実かつ適切な情報の提供を図っていくことが重要であると考えている。

［区分］

基準Ⅳ-C-1 監事は寄附行為の規定に基づいて適切に業務を行っている。

［以下の観点に基づき現状と課題を記述］

（1）監事は、学校法人の業務及び財産の状況について適宜監査している。

（2）監事は、学校法人の業務又は財産の状況について、理事会に出席して意見を述べ

ている。

（3）監事は、学校法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作

成し、当該会計年度終了後 2 月以内に理事会及び評議員会に提出している。

（ａ）自己点検・評価を基にした現状

監事は、寄附行為第 14 条（監事の職務）に基づき、学校法人の業務及び財産の状況

について、監査を実施している。また、理事会、評議員会に出席し、学校法人の業務

及び財産の状況について、監査を実施している。

決算時の監査については、法人運営・教育活動・財務の各状況について事務局担当

者から詳細な説明を受け、公認会計士立ち会いのもと、適宜質疑応答により実施して

いる。また平成 25 年度は初めての試みとして、理事長はじめ常勤の理事も出席し、同

様に質疑応答に加わった。監査結果については監査報告書を作成し、会計年度終了後

2 か月以内に理事会及び評議員会に提出している。

（ｂ）自己点検・評価を基にした課題

監事の重要性が一層増してきた昨今であり、理事会、評議員会への出席は通常のこ

ととして定着してきた。一方、運営状況、財務状況のチェック体制が確立していない
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ことから、理事会、評議員会以外にも監事と接触の機会を多く持てるよう、日程調整

を含め、来学しやすい環境作りが課題である。

基準Ⅳ-C-2  評議員会は寄附行為の規定に基づいて開催し、理事会の諮問機関として

適切に運営している。

［以下の観点に基づき現状と課題を記述］

（1）評議員会は、理事の定数の 2 倍を超える数の評議員をもって、組織している。

（2）評議員会は、私立学校法第 42 条の規定に従い、運営している。

（ａ）自己点検・評価を基にした現状

評議員会は、寄附行為第 18 条（評議員会）に基づき、理事定数（9 人以上 11 人以

内）の 2 倍を超える数（21 人以上 25 人以内）で構成しており、年度末での現員は 24

名である。また評議員会は、私立学校法第 42 条のとおり、理事会の諮問機関としてあ

らかじめ評議員会の意見を聞く体制で運営をしている。

（ｂ）自己点検・評価を基にした課題

評議員は、寄附行為に定められたとおり選任し、バランスよく構成され、適切に運

営がされている。今後、忌憚のない意見が出せる雰囲気作りとともに、適切な情報提

供ができるようにすることが課題である。

基準Ⅳ-C-3  ガバナンスが適切に機能している。

［以下の観点に基づき現状と課題を記述］

（1）学校法人及び短期大学は、中・長期計画に基づいた毎年度の事業計画と予算を、

関係部門の意向を集約し、適切な時期に決定している。

（2）決定した事業計画と予算を速やかに関係部門に指示している。

（3）年度予算を適正に執行している。

（4）日常的な出納業務を円滑に実施し、経理責任者を経て理事長に報告している。

（5） 計算書類、財産目録等は、学校法人の経営状況及び財政状態を適正に表示して

いる。

（6）公認会計士の監査意見への対応は適切である。

（7）資産及び資金（有価証券を含む）の管理と運用は、資産等の管理台帳、資金出納

簿等に適切な会計処理に基づいて記録し、安全かつ適正に管理している。

（8）寄付金の募集及び学校債の発行は適正である。

（9）月次試算表を毎月適時に作成し、経理責任者を経て理事長に報告している。

（10）学校教育法施行規則、私立学校法の規定に基づき、教育情報を公表し、財務情

報を公開している。

（ａ）自己点検・評価を基にした現状

学校法人は、アクションプラン 2013 に基づいた毎年度の事業計画を、前年 9 月末ま

でに決定している。その後各部門に対し、年末を目途に予算編成を指示している。予

算の執行については、部門ごとで認定された予算の範囲内である場合のみ執行許可を

している。

日常の出納業務は総務課経理担当者が行い、総務課長、・事務局長を経て常勤の理事、

常務理事、副理事長、理事長に報告している。
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計算書類・財産目録は、学校会計基準に則りかつ公認会計士の指導の下、経営状況

及び財産状態を適正に表示している。

公認会計士は、監事の決算監査に立ち会い、監事からの質疑に対して分かりやすく

回答するなど適切に対応している。

資産及び資金の管理・運用は、学校法人大垣女子短期大学資金運用規程に基づき、

安全かつ適正に管理している。

寄付金の募集は、卒業生に対し、在学生への教育環境の改善等を目的として行って

いる。

また、平成 24 年度に引き続き、本学近隣の主要企業から受配者指定寄付金制度を利

用しての寄付金を受けることができた。

月次試算表は経理担当者が毎月作成し、総務課長、事務局長を経て常勤の理事、常

務理事、副理事長、理事長に報告している。

教育情報は、本学ホームページにて公表し、財務情報も学校教育法施行規則、私立

学校法の規定に基づき公開している。

（ｂ）自己点検・評価を基にした課題

理事長のリーダーシップの下、役員の結束力で確実な理事会運営ができている。し

かし、今後さらに変化の激しくなる社会情勢の中で、理事会の経営判断はたいへん難

しいものになると予測されるので、適切な判断ができるよう意思の疎通の向上ととも

に確実かつ適切な情報の提供を図っていくことが重要であると考えている。

◇ 基準Ⅳについての特記事項

学長のリーダーシップに関連する事項として、学長は平成 19 年度に「第三者評価委員」

として、短期大学基準協会から委嘱を受け、評価チームのリーダーとして活動した。また、

副学長の１人は、平成 22 年度に評価チームの一員として活動した。このことにより、学

長、副学長は、第三者評価を経験したことで研鑽を積み、短期大学のあり方、進むべき将

来像等については造詣が深く、本学を導く強いリーダーシップが発揮されている。
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選択的評価基準

1．教養教育の取り組みについて

（ａ）現状

基準（1） 教養教育の目的・目標を定めている。

本学では建学の精神や教育理念、これに基づいた卒業認定・学位授与の方針（DP）を達

成するため、基盤となる教育活動として教養教育を重視している。そして「教養」を個人

が社会とのかかわりや経験をもとに体系的な知識や知恵を獲得する過程で身に付けていく

ものの見方や考え方に関する価値観の総体ととらえ、中教審の諸答申（平成 14(2002)年「新

しい時代における教養教育の在り方について」、平成 17(2005)年「我が国の高等教育の将

来像」、平成 20(2008)年「学士課程教育の構築に向けて」）の趣旨にそいながら、専門教育、

キャリア教育とともに本学の柱となる教育と位置づけて取り組んでいるところである。さ

らに平成 25 年度には目的や目標の具現化に資するため、教養教育の体系を示す教養科目の

カリキュラムツリー及びそれぞれの許容科目の授業がどのような上位目標と関連している

のかを示すカリキュラムマップを作成した（「平成 25 年度 全学・教養科目カリキュラムツ

リー」及び「同 カリキュラムマップ」参照）。

そして教養科目の履修をとおして、①国際化や技術の進展など社会変化に対応していく

ための基礎的な知の基盤[基礎的な知の基盤］、②人間としての在り方や生き方に関する深

い洞察や現実を正しく理解する力[人間としての理解力]、③どの専門分野にも共通に求め

られる学問的な知識や技能、思考方法等の知的な技法[知識技能･知的技法]、④社会人に必

要な基礎的コミュニケーション能力や社会生活の基本となる知識、技能および行動様式と

就業力、学修成果を活用して地域との連携や地域貢献を推進していく能力等[社会人に必要

な力]を身につけさせるとともに確実に涵養することを共通教養教育の目的としている。ま

たこれらとともに、学科ごとの教養教育の目標を定めている（「大垣女子短期大学 教育に

関する基本方針 別表」参照、以下の記述に関して同じ。）。

こうした目的・目標については、各学科会議をはじめ、教務委員会、管理職会議、学科

長会、教職員懇談会、教授会で全学的に教職員の共通理解を深めながら、共通教養教育を

全学で推進できるよう努めているところである。

基準（2） 教養教育の内容と実施体制が確立している。

教養教育の目的・目標を達成するため、全学の教育課程編成方針（全学 CP）に基づいた

共通教養教育（教養科目）の教育課程編成方針を定めており、教養科目を主として基礎専

門教育や専門教育につながる基本としての学問的な知識、技能及び思考方法を学ぶ科目群

である「教養基礎」と、主として社会人に必要な基礎的なコミュニケーション能力や社会

生活の基本となる知識、技能及び行動様式を身につけ、あわせて就業力等の育成を図る科

目群である「社会人基礎」とに内容的に分類している。

平成 25 年度からは「基礎教養」に分類した内容を｢人文｣｢社会｣｢自然｣｢総合｣の 4 つに区

分して新たな科目を加え、専門分野に共通の基本となる学問的な知識、技能及び思考方法

を学び、基礎的な知の基盤づくりと人間に関して理解力を高める科目群をバランスよく開

講し、学生が興味や関心に応じた幅広い選択をできるようにしている。また「社会人基礎」

の中では、平成 23 年度から学生が卒業後自らの資質を向上させ、社会的及び職業的自立を

図るために必要な能力を培っていくための中心的な科目として「キャリアセミナー」を開

講するとともに、一般教養として必要な基礎学力を定着、深化・発展させるための新しい

科目として「社会人教養特講」を開講している。

様式 10－教養教育
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さらに、5 学科共通の教養科目である「総合教養演習」において平成 22 年度から総合教

育センターが 2 コマ実施している初年次教育に加え、平成 25 年度からは 5 学科の学生を混

合で小グループ化して学科長をのぞくすべての専任教員が担当する学科交流と人間的成長、

学びの目的確認などを目的とする「基礎教養ゼミ」を 3 コマ実施した。

教養教育の実施体制に関しては、本学における今後の短期大学教育の在り方を検討し、

教育内容や方法の開発と改善を推進する機関として平成 21 年度に設置された総合教育セ

ンター（以下この項では「センター」という。）が、学長の命を受けて全体的に総括し担当

している。センターには 2 名の教員が配置され、ここで教養教育にかかる目標等を計画し、

各学科及び事務局から担当者が参加するセンターの専門部会で調整・立案した上で教務委

員会で検討した後、学長に報告・提案して了承を得て学科長会、教授会で決定していくこ

ととしている。また教養科目を担当する非常勤教員に対して、事前にセンターがシラバス

の記入方法をはじめ、目標等や到達目標、学習成果を明確にしていくための評価方法等の

説明を行い、共通理解の上に授業が行われることを目指している。

基準（3） 教養教育を行う方法が確立している。

教養教育の方法について、まず学生による適切な選択並びに履修を援助する指導と支援

が重要であるとの認識のもとに、各学科チューター及び教務課職員がこれを確実に行うよ

う努めている。そして、授業を担当する教員は、本学の教養教育の目的・目標にそって全

学的に定めた、①語学や機器の活用など社会変化に対応していくために基本となる知識や

技能を身につけることができる、②人間についての理解を深め、在り方や生き方など現実

の課題等に結びつけて考えることができる、③専門的な学習の基盤となる共通の幅広い学

問的な知識や技能などを身につけて、総合的な判断力の基礎を培うことができる、④社会

人に必要な基本的な知識や技能、行動様式、コミュニケーション能力、就業力等を身につ

けて社会性の基盤を培い、これを地域連携や貢献にも活用できる、⑤学習内容に興味や関

心をもち、主体的、意欲的に取り組むことができるという教養科目の「到達指標」のもと

に科目ごとに到達目標を確実に定め、これにそって授業を行うこととしている。あわせて

担当教員は、学習の総括的な評価においては学生の学習成果をこれらの観点に基づいて明

示することとしている。

また教養科目の授業だけでなく、毎年 1 年生に対して入学直後の 4 月当初に中等教育で

学習する基礎的な内容（漢字の読み・書き・語彙等の国語、算数・数学の計算、人文・社

会・自然等の一般常識）について「基礎教養テスト」を実施し、分野別に定着している内

容を学生に理解させるとともに、不十分な内容の補習に努めるようチューターを中心とし

て指導・支援することとしている。さらに、様々な機会をとらえて教養教育を充実させて

いくための取組も行っており、専門科目も含めたすべての科目の授業において、一般常識

やコミュニケーション力の向上を目指すことを意識した「教養ミニトーク｣を行っている。

この取組では、それぞれの科目の内容や形態に即し、学生の一般教養を高めることと学び

のきっかけづくりを目的に各授業時間の学習の導入等において短時間でも一般常識につい

て、担当教員が話題提供を実施している。そして、実施内容等について半期ごとに個別の

報告書を作成して取りまとめている。加えて、学習支援の観点から基礎的学力の定着を目

指すリメディアル教育(補習教育)や基礎的教養に関する補習学習の支援についても、単位

を与えない特別講座として課外で基礎的な学力補習を目指す取組である「教養学習支援講

座」をセンターが中心となり、学生サポーターも活用しながら平成 23 年度から継続して実

施している。なお、平成 25 年入学生からは、単位が取得できる「社会人教養特講」を同じ
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内容で開講している。

基準（4） 教養教育の効果を測定・評価し、改善に取り組んでいる。

教養教育の効果の測定と評価に関しては、それぞれの教員が目的・目標にそって科目ご

とに到達目標を設定するとともに、その達成について確実に観点ごとの評価基準にもとづ

く評価を適切な方法で行っている。科目においては全体の評定だけでなく、観点ごとの到

達状況についても明示して、効果の測定を厳格なものとするよう努めている。また全体的

には授業実施後の学習成果の状況についてセンターが GPA や観点ごとの到達状況等に基づ

いて総合的に検討し、次年度に向けて教養科目の在り方等の見直しを教務委員会とともに

継続的に進めることとしている。

さらに授業以外の取組でも、センターが中心となって教務委員会や教務課と連携しなが

ら「基礎教養テスト」の実施後の全学的なまとめ、「教養ミニトーク」実施内容の取りまと

め、「教養学習支援講座」の実施と参加状況のまとめ、教養科目である「総合教養演習」の

中での初年次教育（基本的な内容を行い、他の授業や取組で取り組むためのきっかけづく

りを行うスタートプログラム）の実施と「基礎教養ゼミ」のまとめと評価、各学科の行う

入学前教育の実施状況のまとめ等を行っており、取組及び学生への効果について評価する

ことに努めている。

あわせて、「キャリアセミナー」を含めたキャリア教育と関連する教養教育については、

センター、教務委員会、学生支援委員会が合同会議を定期的に持って、目標の設定、実施

状況、評価等について連絡・調整を行いながら改善に取り組んでいる。

(b) 課題

基準（1） 教養教育の目的・目標を定めている。

教養教育の目的・目標と教養科目のそれぞれの授業とを、到達指標や科目ごとの到達目

標に基づいて確実に結びつけていくことはできているが、学生に学びと結びつけられるよ

うにそれらの目標を提示していくことと、目標の継続的な点検と学生の実態に対応した見

直しを行っていくことが課題である。またそれとともに、社会変化や社会的な要請を確実

に踏まえつつ、一方で学生の学習成果もしっかりと把握して、現在の目的・目標で十分か

どうか不断に検討を加えていくことも重要であり、たとえば地域との連携や貢献という視

点からの目標設定など、十分でない点があるので、今後見直しをはかるべき課題であると

認識している。

基準（2） 教養教育の内容と実施体制が確立している。

教養教育の内容に関する課題としては、平成 25 年度から教養科目の充実（理系科目を増

やすことなどを含めた全体的なバランスの改善や、社会人基礎力を充実させていく科目の

拡充など）を図ったが、実施状況を踏まえながら内容の改善を進めていくことが求められ

ている。

さらに、現在、社会的にも要請されている地域との連携や貢献に関する内容について、

教養科目にも積極的に取り入れることによって、卒業後に地域社会を支えることのできる

人材の育成を図っていく必要があると考える。

また教養教育にかかる実施体制に関しては、社会人基礎力やキャリア教育の充実という

観点から、教育課程・学習評価等を担当する教務委員会及び教務課と、厚生補導・学生支

援・就職支援等を担当する学生支援委員会及び学生支援課が、これまで以上に連携を深め、
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キャリア教育に関連した教養教育の部分の充実を図っていくことが課題であると考えてい

る。

基準（3） 教養教育を行う方法が確立している。

教養教育の方法に関する課題としては、中教審答申の平成 24(2012)年「新たな未来を築

くための大学教育の質的転換に向けて～生涯学び続け、主体的に考える力を育成する大学

へ～」が指摘するとおり、教養科目においても学生の学修活動の質的な転換を図る必要性

がある。これによって、これまで以上に、学生の主体的で効果的な学びを目指した授業方

法の継続的な改善を図るとともに、学生が身につけた学習成果を適切にとらえ、一人一人

について教養に関する総合的な学びと成長を把握しながら指導・支援を組織的にできるよ

うにしていくことが求められると考えている。

基準（4） 教養教育の効果を測定・評価し、改善に取り組んでいる。

教養教育の効果の測定や評価に関して、目的・目標、到達指標、教養科目ごとの到達目

標とともに、それぞれの授業における観点の設定内容や測定の在り方、評価方法が適切な

どうかの継続的な見直しが必要であるが、これとともに、科目全体の到達目標はもとより、

観点別の基準を学生の学びを促進するために学生に明示することと学修の効果と成果を実

証的に評価、測定し、さらに学生に結果を示して到達できなかった学生を確実に指導・支

援していく仕組みづくりが求められている。

そして、教養科目を中心とする本学の教養教育の計画・実施・結果について、組織的に

評価できるよう、検証の手だてを構築することが重要な課題であると認識している。

(c) 改善計画

基準（1） 教養教育の目的・目標を定めている。

こうした課題を踏まえ、平成 26 年度及びそれ以降に向けて、本学の共通教養教育の目

的・目標、到達指標について、毎年度の継続的な見直しを図ることを予定している。これ

とともに、目的や目標を到達指標、それぞれの授業の達成目標、授業の内容という体系の

中で一貫性を持たせたものになっているのかどうかの検証を、カリキュラムツリーやカリ

キュラムマップの検証、見直しとともに進めていくことを計画している。

基準（2） 教養教育の内容と実施体制が確立している。

教養科目全体の内容的な充実を図ることはもちろん、特に「総合教養演習」では、初年

次教育の継続実施とともに、「基礎教養ゼミ」の拡充を計画しており、これによって特色あ

る 5 学科学生の交流とともに学びの一層の深化、人間的視野の広がり等を目指していきた

いと考えている。また「キャリアセミナー」の内容の見直しで就業力等の育成を中心とし

たキャリア教育の充実を図る計画である。さらに、平成 27 年度（看護学科は平成 28 年度）

から地域との連携と貢献について学生の学びを深めていく科目の新設を計画しており、こ

れにより地域社会との結びつきを深め、地域に貢献できる人材の育成をさらに推進してい

きたいと考えている。

実施体制に関しては、これまでの体制をより機能的にするため、センター、教務委員会、

学生支援委員会の連携をさらに充実させていくこととしている。

基準（3） 教養教育を行う方法が確立している。

方法に関する課題を改善していくため、教職員の研修等活用しながら教養教育の目的・
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目標にそった学習効果をあげるための継続的な授業方法改善の重要性に関する共通理解を

一層深め、具体的な方法を確認しながら、指導と支援が確実に行っていけるようにしてい

きたいと考えている。

基準（4） 教養教育の効果を測定・評価し、改善に取り組んでいる。

効果の測定や評価方法の改善については、平成 26 年度に検証の手だての具体的な検討を

行い、教養科目の授業結果だけでなく、全学 DP や教養教育の目的・目標を検証する観点に

立って、入学から卒業、そして卒業後までの学修成果について、全学で改善に取り組んで

いくことにしている。

このため、毎年開催している FD 研修会で学習評価のとらえ方や在り方、学習効果を高め

る方法等の認識をより一層深めていくことはもちろん、学修成果の客観的は把握について

教職員の認識を高める取り組みを実施していきたい。

これに加えて、教養教育の P-D-C-A サイクルに関し、教養科目の授業やこれに関連する

取組実施後の C（チェック）を中心として、事前に立てた目標が達成されたのかどうか、

達成されなかった場合の手だてなどの実施もあわせて、自己点検・評価委員会を中心とし

た確実な評価を実施し、教養教育における質の保証を確実に行っていけるよう改善を図り

たいと考えている。

また、教養科目の授業及び他の取組の実施状況と成果についてセンター及び教務委員会

が総括し、学長に報告するとともに管理職会議、学科長会、自己点検･評価委員会、教授会

に報告・提案等を行って、教養教育に当たっての体制的な一元化、総合化をこれまで以上

に図っていくこととしており、このため、学生の指導や支援に当たって、教養教育だけで

なく専門教育等も含めて、平成 26 年度から運用が開始される「学修支援ポータル」を積極

的に活用していくことを計画している。
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選択的評価基準

2．職業教育の取り組みについて

（ａ）現状

基準（1） 短期大学における職業教育の役割・機能、分担を明確に定めている。

本法人の建学の精神は「中庸を旨とし勤労を尊び職業人としての総合能力を有する

人間性豊かな人材の養成」としている。

また、学則にはその目的のなかに「民主的にして、平和な国家社会の成員に枢要な

広い教養を培うとともに実生活に則した専門の学術技芸を教授・研究し有為な女性を

育成するとともに、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に貢献す

ることを目的とする。」と定めている。さらに 5 学科においてはその教育研究上の目的

のなかに「職業人の養成」を謳っている。

このとおり本学は「職業教育」を教育の柱として、教職員は常に学生が卒業後、実

社会において活躍できる能力の育成に努力を傾注している。

各学科での教育活動はもちろん、全学を横断する委員会においても「学生支援委員

会」に職業教育の推進が委ねられ、全学にわたる社会人として身につけておくべき素

養の育成に取り組んでおり、職業教育の役割・機能、分担は明確に定められている。

基準（2） 職業教育と後期中等教育との円滑な接続を図っている。

高等学校とは高大連携の協定等は取り交わしていないが、毎年学生を受け入れてい

る学校とは、年間数回にわたり出前講座等を実施し、本学の職業教育の取り組みにつ

いて理解を深めていただき、進学して早く大学教育に馴染めるような連携を図ってい

る。

出前講座の取り組みも定着してきており、毎年出講を期待されている状況にある。

基準（3） 職業教育の内容と実施体制が確立している。

職業教育に関しては現在全学科 1 年生後期において「キャリアセミナー」を卒業必

修単位として 1 単位開講している。正課の教育課程のなかで実施しているもので、「学

生支援委員会」で企画立案し、「教務委員会」との協議、連携をとりながら取り組んで

いる。

また、各学科においてはその独自性もあるため、別の時間を設けて独自のキャリア

支援を実施している。これは単位認定はしていないが、学科の特色に合わせた 15 週の

取り組みとなっており、社会人としての基本的なスキルが身に付くように努力してい

る。

基準（4） 学び直し（リカレント）の場としての門戸を開いている。

本学では、系統立てた取り組みは十分ではない。幼児教育科においては、「免許状更

新講習」を、歯科衛生科においては地域の歯科医師会と連携した「歯科衛生士講習会」

を利用した学び直しの機会として案内している。音楽総合科、デザイン美術科につい

ては研究生として技能を高めることをめざす卒業生を受け入れる制度を設けている。

基準（5） 職業教育を担う教員の資質（実務経験）向上に努めている。

学生支援委員会委員の教員を中心として、各種情報を各学科でフィードバックし、

就職支援の状況や課題を共有することに務め、社会の求める人材像や社会人として必

様式 11－職業教育
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要な資質等を理解し、教育の場に生かせるように取り組んでいる。これには学生支援

課就職担当者が主体的に関わって社会の情報や学科への要望等を提供し、教員は原則

毎週開催される学科会議等を利用して資質の向上に取り組んでいる。

また、毎月開催される「教職員懇談会（教職員全員出席）」、夏期休暇に開催される

「ＦＤ研修会」等にも必要に応じて情報を提供し、各学科の教員も積極的に資質の向

上をめざし研鑽を積んでいる。

基準（6） 職業教育の効果を測定・評価し、改善に取り組んでいる。

測定・評価については、学生が「キャリアセミナー」や学科のキャリア支援講座の

際に記載する「受講ノート」の感想等を集約し分析のうえで、授業内容や方法の改善

に全学を挙げて取り組んでいる。

（ｂ）課題

基準（1） 短期大学における職業教育の役割・機能、分担を明確に定めている。

特記事項なし。

基準（2） 職業教育と後期中等教育との円滑な接続を図っている。

高大連携を考えるときに、一層円滑で信頼感を得るためにも連携協定等を取り交わ

し、職業教育において大学が求める考え方、高等学校が望む教育内容を明確にし、

双方の目的が一致して同じ方向をめざせるようにすることが課題として挙げられる。

高大連携協定が実現すれば、その目的、教育方法や内容も明確になり、目標も定ま

ることにより、本学に入学後専門教育によりスムーズに移行できると考えている。

基準（3） 職業教育の内容と実施体制が確立している。

学生支援委員会での「キャリアセミナー」の企画立案、実施、検証については今後

一層の教職員の資質の向上が課題となっている。社会情勢の変化も早く、複雑化して

いる現在、本学学生の進路はそれほど多様ではないが、社会の変化を的確に把握し教

育に生かせる情報収集力とそれに裏打ちされた企画力の向上に全学を挙げて取り組み

たい。

基準（4） 学び直し（リカレント）の場としての門戸を開いている。

４学科のなかでも特に幼児教育科と歯科衛生科に関しては学び直しの機会を設けた

い。現状では開設できていないが、いったん退職をして再度就職を希望している人や

職階が上がることに伴い、より専門的な技術技能を身につけたいなどの社会的ニーズ

に応えていくことは地域に立脚した大学の使命であると考える。

基準（5） 職業教育を担う教員の資質（実務経験）向上に努めている。

まず、就職支援だけに留まらない厚生補導全般に対しての全教職員の理解を深めた

い。

そこから出発して職業教育をどう捉えていくのかを考えていきたい。教員は教育研

究活動に多忙ではあるが、本学の建学の精神の具現化にも繋がる教育であるので、様々

な研修会等を通じて一層の教員の資質向上に努めたい。
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基準（6） 職業教育の効果を測定・評価し、改善に取り組んでいる。

現在の取り組みをさらに深め、他大学の取り組みからも学びながら充実したものに

改善をしていきたいと考える。

（ｃ）改善計画

基準（1） 短期大学における職業教育の役割・機能、分担を明確に定めている。

特記事項なし。

基準（2） 職業教育と後期中等教育との円滑な接続を図っている。

高等学校が職業教育を、特に大学との連携のなかでどのようなことに期待をしてい

るのかを把握し、確認のうえ連携協力体制を確立していくことが必要であると考えて

いる。

基準（3） 職業教育の内容と実施体制が確立している。

職業教育の内容については一般論ではなく、社会が求めている本学への期待感やど

ういう社会人が望まれるのかといった具体的な情報を掘り起こし、その情報を体系づ

けて教育に反映させることが必要であり、そのためにも就職活動に関する専門員を配

置し、教育方法の充実を図っていくことが急務であると考える。実施体制については、

現在の体制を維持していきたい。

基準（4） 学び直し（リカレント）の場としての門戸を開いている。

事業所へのアンケート調査等により、社会からのニーズを把握し、夜間や週末など

要請に応えられるように学び直しの講座の開講を検討したい。

基準（5） 職業教育を担う教員の資質（実務経験）向上に努めている。

事業所の人事担当者等からの生の情報を有効に活用できるように懇談会や研修会を

開催する。他方近隣の短期大学の就職担当者からの情報も積極的に学内において共通

の財産として職業教育に生かせる環境を確立する。

本学では 2 人のキャリアサポーター（非常勤）に学生の就職指導を依頼しているが、

今後は各学科との懇談を通して教員の資質の向上にも寄与していきたい。

基準（6） 職業教育の効果を測定・評価し、改善に取り組んでいる。

正課教育の内外で実施できるように準備を進め、「キャリアセミナー」として正課活

動ですすめている職業教育ではあるが、学科ごとの達成目標をどこに定めるかについ

てはまだ手探りの状況である。今後本学の学生が社会人として身につけておくべき力

についてのコンセンサスを得て、より有意義な科目となるように議論を深めて改善に

結びつけていきたい。
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選択的評価基準

3．地域貢献の取り組みについて

（ａ）現状

基準（1） 地域社会に向けた公開講座、生涯学習授業、正規授業の開放等を実施してい

る。

長年にわたり公開講座や公開授業を継続して実施してきている。材料費を徴収する

程度で受講料は無料で開講している。

受講生の年齢層は 60 歳代以上の高齢者が多く、地域の方々から期待される講座とな

っている。

4 学科からそれぞれプログラムを出し合いそれを組み立てて「健康な生活をめざす」

といったテーマにより実施している。

幼児教育科では「子育て」、音楽総合科では「ピアノ」、デザイン美術科では「造形」、

歯科衛生科では「健康」、一般教養では「地域の歴史」に関する内容になっている。

基準（2） 地域社会の行政、商工業、教育機関及び文化団体等と交流活動を行ってい

る。

平成 19 年度において地元大垣市との間に「地域包括協定」を締結し、従来から継続

してきた地域との交流活動が一層活発になった。現在までに地域において様々な分野

で調査研究を実施し、大垣市の将来計画に対する提言を行ったり、地域との連携のな

かで「子育てサロン」が開設されたり、大垣市の広報誌にマンガによる各種啓発活動

に関する作品提供したりするなど地域行政との連携は親密な関係にある。

また、商工業事業者や各種団体との関係においても、デザイン美術科では学生等に

よるポップデザインや、シャッター等への描画、音楽総合科では賑わいを創出するた

めのコンサートなどが実施されている。歯科衛生科では大垣歯科医師会への協力体制

が確立しており、毎年「歯の健康フェスティバル」などの事業に学生等を派遣し協力

している。幼児教育科では、子育て支援に関する相談室の開放や地域の保育所・幼稚

園の職員研修に講師を派遣するなど地域との連携は活発だと考える。

基準（3） 教職員及び学生がボランティア活動等を通じて地域に貢献している。

幼児教育科では各種団体からの依頼に応え人形劇などの上演や出前講座等の講演、

音楽総合科においては子供会から高齢者団体まではば広く演奏会活動に出演している。

デザイン美術科ではマンガ似顔絵描きが人気で地域市民に喜ばれている。歯科衛生科

では歯と健康に関する講演依頼が多く、地域の要請に対応している。

こうして、全学を挙げて地域に愛される大学づくりをめざし活動している。

（ｂ）課題

基準（1） 地域社会に向けた公開講座、生涯学習授業、正規授業の開放等を実施してい

る。

ここ数年の受講者の様子をみると幅広く地域市民の要請に応えられているのかは検

証が必要だと考える。幅広い社会的ニーズを把握することが課題となっている。

また、学びの喜びを感じていただけるように広く「科目等履修生制度」を利用して

いただくことも考えている。

様式12－地域貢献
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基準（2） 地域社会の行政、商工業、教育機関及び文化団体等と交流活動を行ってい

る。

短期大学では四年制大学と異なり研究部門が十分ではない。大学や大学院等のよう

に研究を深める環境にはなく、専門課程のゼミ活動も大学等と比べその内容は異なる。

そういう環境のなかで教員も学生も特に行政や学校関係において、地域連携活動に関

し比較的要請が多い平日での対応が極めて困難となっている。こうした場合において

も授業のやりくりなどをしながら、意義あるものであれば内容を勘案し出かけること

もあるものの地域連携から学ぶ様々な要素と正課活動との兼ね合いをどう考えていく

のかが課題である。

基準（3） 教職員及び学生がボランティア活動等を通じて地域に貢献している。

特に課題もなく、今後とも継続して実施していきたい。

（ｃ）改善計画

基準（1） 地域社会に向けた公開講座、生涯学習授業、正規授業の開放等を実施してい

る。

ここ数年の受講者の様子をみると幅広く地域市民の要請に応えられているのかは検

証が必要だと考える。高校生が参加できる環境づくりや高齢者ばかりではなく子育て

世代を支援する講座等、将来本学がめざす大学の姿を見据えた講座の内容にしていく

ことが必要であると考える。

基準（2） 地域社会の行政、商工業、教育機関及び文化団体等と交流活動を行ってい

る。

学生の活動に対する評価は「社会活動演習」における単位認定で一定の成果をみて

いるが、全学においてできるものとできないものを整理し、社会に発信できるように

改善していきたい。本学の教育活動が十分な成果をあげることができるような地域貢

献プログラムを検討していきたい。

基準（3） 教職員及び学生がボランティア活動等を通じて地域に貢献している。

社会からの要請と本学がめざす教育活動をうまくマッチングできるように、地域社

会から本学に寄せられているニーズを的確に捉え、その期待に応えられる活動を企画

立案していくことを考えていきたい。


